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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

1．建学の精神・基本理念としての「5 項目の教育理念」 

 大阪芸術大学の開学は昭和 39(1964)年 4 月 1 日である。当初浪速芸術大学として設

置認可されたが、昭和 41(1966)年 9 月に大阪芸術大学に名称変更された。開学にあたっ

て学校法人塚本学院創設者である塚本英世が述べた芸術教育に対する考え方が、5 項目

からなる教育理念としてまとめられ、以後の本学の建学の精神及び大学を形成する基

本理念の中核として機能している。以下はその原文である。 

 

「自由の精神の徹底」 

 学と芸の総合大学として秩序ある体系の上に自由の精神に基づき、私学としてのみ可

能である学科編成を目ざして高等教育にエポックを劃したい。 

 

「創造性の奨励」 

 本大学芸術学部は芸術における狭義の創造性にとどまらず、科学技術・産業・交通・

通信・政治・行政その他社会活動全般にわたり創造性を奨励したい。 

 

「総合のための分化と境界領域の開拓」 

 近代における学と芸は、専門化の一途をたどりその専攻分野は極端なるセクショナリ

ズムに陥るという弊害がしばしば見受けられるが、本学はこれを絶対に排し総合のため

の分化及び専門化であることを絶えず確認し、特に境界領域における学と芸の盲点的存

在となっている部分を注視し、新分野の開拓につとめたい。 

 

「国際的視野にたっての展開」 

 東洋の日本、世界の日本という認識のもとに我国特有の学と芸に関する優れた伝統を

国際的視野に立ってこれを深く掘り下げ、伝統の形式に囚われることなく、伝統の持つ

精神を高揚して新しい芸術の伝統を展開したい。 

 

「実用的合理性の重視」 

 本学は阪神産業地帯をヒンターランドとして開設されている立地条件にかんがみ、学

と芸の実用的合理性を尊重してこれを実現したい。 
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2．本学の使命・目的 

 本学の目的は芸術学部、通信教育部及び大学院の教育課程ごとに定められ、それぞれ

の学則の第 1 条で定められている。 

 

大阪芸術大学学則 

第 1 章 総則 

（目的） 

第 1 条 本大学は、教育基本法及び学校教育法に基づき芸術学の殿堂として専門の学芸 

を教授研究するとともに、広い知識を授け、高潔かつ平和的な国家及び社会 

の教養高き形成者を育成することを目的とする。 

 

大阪芸術大学通信教育部規程 

第 1 章 総則 

（目的） 

第 1 条 大阪芸術大学通信教育部（以下「通信教育部」という。）は、教育基本法及び 

学校教育法に基づき芸術学の殿堂として専門の学芸を教授研究するとともに、

広い知識を授け、高潔かつ平和的な国家及び社会の教養高き形成者を育成する

ことを目的とする。 

 

大阪芸術大学大学院学則 

第 1 章 総則 

（大学院の目的） 

第 1 条 本学大学院は、学部における一般的及び専門的教養の基礎の上に、美及び芸術

の理論並びに制作等を教授研究し、その深奥を究めるとともに、高度の美及び

芸術理論とその制作等に裏づけられた人材を養成し、広く社会に貢献すること

を目的とする。 

 

 

本学では建学の精神を踏まえ、大学の使命・目的を補完するため人材育成の基本方針

となる「教育目的」を次のとおり定めて運用している。 

 

大阪芸術大学の教育目的（人材育成方針） 

本学は高度の学と芸を教授・研究し、それぞれの専攻分野に関し、民主社会における

指導的人材を知と愛の精神をもって育成することを教育目的とする。 
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3．本学の個性・特色 

大阪芸術大学の最大の特色といえるのは、この教育理念を推進するべく構築された「総

合芸術大学」ともいえる教育組織である。すなわち、芸術系大学として日本最大級の学

科・コース数を擁し、芸術のほぼすべての領域を網羅しており、芸術学部、大学院及び

通信教育部の課程を擁し、多様な学びのニーズに対応することが可能である。以下に教

育理念との関連を踏まえながら、その設立の経緯について述べていく。 

 昭和 39(1964)年の開学当初は芸術学部美術学科（絵画・写真・社会芸術専攻） 、デザ

イン学科（グラフィック・インダストリアル＜クラフトを含む＞・インテリア専攻）の

2 学科体制であった。この学科・専攻構成は、狭義の芸術の専門領域だけでなく、関西

産業界復興に伴うデザイン教育の重要性、写真や社会芸術といった社会活動の中での創

造性の教育を具現化した、当時では先進的な学科・専攻構成であった。 

 創設者である塚本英世は、これらを「極端な芸術至上主義を排し、産業社会や日常生

活に密着したデザイン部門をはじめとして、絵画、工芸、写真なども社会芸術としての

性格を強調したいと考えている」、また「純粋芸術と応用芸術の差別を廃し、自由に材料

のもつ法則とか、可能性あるいは材料と人間との相互関係を探究して、豊かな想像力を

伸ばしていくことを主眼としている」と述べている（「浪速芸術大学入学案内」より）。

いわゆる「自由の精神の徹底」、「創造性の奨励」及び「実用的合理性の重視」の理念を

ここに見ることができる。 

 その後、昭和 40 年代の 10 年間の間に学科増設及び施設の拡充・整備を行い、1 学部

15 学科体制となる。その中には放送学科、映像計画学科（現 映像学科）、環境計画学

科（現 建築学科・環境デザイン分野）、舞台芸術学科、芸術計画学科といった、現代で

は他大学でも設置されているものの、当時としては極めて独創的、画期的な学科がある。 

これらは、昭和 39(1964)年の開学時に実施されたキャンパス設計のコンペティション

実施要項中に、既に学科設置構想として示されており、まさに「総合のための分化」の

過程によって、計画的に作られたものである。 

創造性の奨励 

建学の精神 

（５項目の教育理念） 

クリエイター 

アーティスト 

教育者 

研究者 

社会に貢献し得る 

芸術の良き理解者 

 

 

実用的合理性の重視 

国際的視野に 

たっての展開 

自由の精神の徹底 

総合のための分化

と境界領域の開拓 

 

（大阪芸術大学学則第１章第１条） 

（大阪芸術大学通信教育部規程第１章第１条） 

本大学は、教育基本法及び学校教育法に基づき芸術学

の殿堂として専門の学芸を教授研究するとともに、広い知

識を授け、高潔かつ平和的な国家及び社会の教養高き形

成者を育成することを目的とする。 

（大阪芸術大学大学院学則第１章第１条） 

本学大学院は、学部における一般的及び専門的教養の

基礎の上に、美及び芸術の理論並びに制作等を教授研究

し、その深奥を究めるとともに、高度の美及び芸術理論と

その制作等に裏付けられた人材を養成し、広く社会に貢献

することを目的とする。 
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 平成 5(1993)年度以降の大学院芸術文化、芸術制作両研究科の開設及び平成 17(2005)

年度の芸術研究科への改組転換、平成 13(2001)年度の通信教育部開設により、教育課程

の多様化を進めた。また、従来の専門領域にとどまらない分野への対応も積極的に行っ

ており、平成 15(2003)年度に音楽学科ポピュラー音楽コース（現 演奏学科ポピュラー

音楽コース）、平成 17(2005)年度にキャラクター造形学科、平成 22(2010)年度に初等芸

術教育学科、平成 23(2011)年度に放送学科声優コース、平成 29(2017)年度にはアートサ

イエンス学科を新たに開設し現在の 15 学科に至っている。 

 これらも上記の教育理念、特に「総合のための分化と境界領域の開拓」によるダイナ

ミズムの延長線上にあるもので、今後も教育組織の総合性及び柔軟性を本学の特色とし

て、さらなる展開を目指しているところである。 

 ここで、「国際的視野にたっての展開」についても触れておきたい。塚本は「芸術の国

際交流を盛んにし、現在行っている海外著名教授の招へいのみならず、交換教授、交換

留学生を制度化し、国際的視野にたって教育研究を進めていこうと考えている」と述べ

ている（「浪速芸術大学入学案内」より）。平野英学塾を起源とする本学はもともと国際

化への志向が強く、昭和 40 年代の学科増設と同時に国際化への取り組みを本格化させ

た。海外の著名研究者、芸術家及びデザイナーなどを多数客員教授として招へいし、特

別講義を実施した。また、昭和 47(1972)年にアメリカ美術大学連盟（現 アメリカ美術

大学協会〈AICAD〉）に加盟した。これは外国の大学として初めての加盟で、現在でも日

本で唯一の加盟校である。主な取り組みとしては、夏期に海外セミナーを加盟大学先で

実施し、本学学生が現地での授業、実習を受けるとともに、学生との交流や美術館の訪

問を行うもので、ここでの取り組みが授業単位として認定されるなど当時では画期的な

ものであった。この取り組みは後に加盟大学間での単位互換協定、留学制度等への整備

に発展し、さらにカリフォルニア美術大学やシカゴ美術大学といった一流校との姉妹校

協定を結ぶに至っている。 

 アジア圏では昭和 47(1972)年に韓国の弘益大学校、昭和 61(1986)年に中国の上海大

学美術学院（現 上海美術学院）と姉妹校協定を締結した。両校とは交流作品展を相互

で開催するとともに、教員・学生がそれぞれを訪問して研修やワークショップを受講す

るなど交流を深めている。 

 近年ではウィーン音楽・表現芸術大学との姉妹校協定による音楽系学科間の相互留学

制度、海外セミナーの実施、ミラノ工科大学ポリ・デザイン協会への国際セミナーを実

施してきており、「国際的視野にたっての展開」という理念を体現しているものといえる。 

 

Ⅱ．沿革と現況 

1．本学の沿革 

 大阪芸術大学は、昭和 20(1945)年、初代学長塚本英世が平野英学塾を設立したことに

始まる。平野英学塾は後に、浪速外国語学校、浪速外国語短期大学、浪速短期大学（現 

大阪芸術大学短期大学部）へと発展する。当初、昭和 29(1954)年に設置された浪速短期

大学保育科（現 保育学科）と附属幼稚園を中心に、保育・幼児教育への取り組みを主

にしていた。 

 ここから美術・音楽教育への機運が高まり、昭和 32(1957)年の大阪美術学校の開校、
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昭和 35(1960)年の浪速短期大学デザイン美術科（現 デザイン美術学科）及び広報科（現 

メディア・芸術学科）の設置へと至る。これらは戦後の関西美術・デザイン・メディア

の大物、新進気鋭を教員として迎え、産業界の期待に応えるべく、関西の美術、デザイ

ン教育をリードし、多数の人材を生み出した。 

 この美術、デザイン教育への注力を集約して、昭和 39(1964)年に大阪府南河内郡河南

町において浪速芸術大学を設置し、2 年後の昭和 41(1966)年 9 月に大阪芸術大学と名称

変更した。以後教育理念に基づいた学科増設及びキャンパス・施設の整備が行われ、近

年では大学院、通信教育部が設置されるなど、日本最大級の総合芸術大学として、幾多

の有為な人材を輩出し、現在に至っている。 

 以下は本学の主な沿革である。 

 

年 事項 

昭和 20(1945) 平野英学塾を開設（昭和 21 年 3 月 31 日まで） 
昭和 21(1946) 財団法人浪速外国語学校（3 年制）を創立、平野英学塾を発展的解消 
昭和 24(1949) 浪速外国語学校（各種学校）に改称 
昭和 26(1951) 

 

昭和 29(1954) 

昭和 32(1957) 

昭和 35(1960) 

学校法人浪速外語学院を設立 

浪速外国語短期大学を設置 

浪速外国語短期大学を浪速短期大学に改称、保育科第 1部・第 2部を設置 

大阪美術学校（各種学校）を設置 

浪速短期大学にデザイン美術科、広報科を設置 
昭和 39(1964) 浪速芸術大学芸術学部美術学科、デザイン学科を設置 
昭和 41(1966) 学校法人浪速外語学院を学校法人塚本学院に改称 
 浪速芸術大学を大阪芸術大学に改称 
昭和 42(1967) 芸術学部建築学科、文芸学科を増設 
昭和 43(1968) 芸術学部音楽学科、放送学科を増設 
昭和 45(1970) 芸術学部写真学科、工芸学科を増設 
昭和 46(1971) 芸術学部環境計画学科、音楽教育学科、演奏学科、映像計画学科を増設 
昭和 48(1973) 芸術専攻科（美術・デザイン・建築・文芸・音楽各専攻）を設置 
昭和 49(1974) 芸術学部舞台芸術学科、芸術計画学科を増設 
昭和 53(1978) 芸術専攻科（写真・工芸・音楽教育・演奏各専攻）を増設 
昭和 56(1981) 塚本英世記念館芸術情報センターを設置 

大阪芸術大学附属大阪美術専門学校を設置 
昭和 61(1986) 芸術学部映像計画学科を映像学科に名称変更 
昭和 62(1987) 白浜研修センターを設置 
平成 3 (1991) 大阪芸術大学芸術学部の入学定員変更 

（900 人→1,590 人 終期平成 12 年 3 月 31 日） 
平成 4 (1992) 菅平高原研修センターを設置 
平成 5 (1993) 大学院芸術文化研究科芸術文化学専攻（修士課程）を設置 
平成 7 (1995) 大学院芸術文化研究科芸術文化学専攻（博士後期課程）を設置 
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平成 9 (1997) 

平成 10(1998) 
大学院芸術制作研究科芸術制作専攻（修士課程）を設置 

総合体育館を設置 
平成 12(2000) 大学院芸術制作研究科芸術制作専攻（修士課程）入学定員変更（30 人→60 人） 
 芸術学部入学定員変更（900 人→1,245 人） 
平成 13(2001) 通信教育部芸術学部美術学科、デザイン学科、建築学科、文芸学科、音楽学科、

放送学科、写真学科、工芸学科、映像学科、環境計画学科を開設 
平成 14(2002) 

平成 15(2003) 
大阪芸術大学博物館を設置 

芸術学部環境計画学科を環境デザイン学科に名称変更 
平成 17(2005) 大学院芸術文化研究科博士課程及び芸術制作研究科修士課程を芸術研究科博

士課程（前期・後期）に改組転換 
 芸術学部キャラクター造形学科を設置、音楽教育学科を学生募集停止 
 

 

平成 20(2008) 

平成 22(2010) 

通信教育部芸術学部環境計画学科を環境デザイン学科に名称変更 

芸術劇場を設置 

大阪芸術大学ほたるまちキャンパスを開設 

芸術学部初等芸術教育学科、通信教育部初等芸術教育学科を開設 
平成 24(2012) 

 

 

平成 26(2014) 

平成 27(2015) 

平成 29(2017) 

芸術学部環境デザイン学科を学生募集停止 

通信教育部芸術学部工芸学科、環境デザイン学科、映像学科、放送学科を学生

募集停止 

大阪芸術大学スカイキャンパス開設 

大阪芸術大学ほたるまちキャンパスを廃止 

芸術学部アートサイエンス学科を増設 

 

2．本学の現況（令和 2(2020)年 5 月 1 日現在） 

・大学名 大阪芸術大学 

・所在地 大阪府南河内郡河南町東山 469 

・サテライトキャンパス 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43 

あべのハルカス 24 階 

・学部の構成 

  ・学部及び大学院の構成 

  ［芸術学部］美術学科、デザイン学科、建築学科、文芸学科、音楽学科、放送学科、 

        工芸学科、写真学科、環境デザイン学科、演奏学科、映像学科、 

        芸術計画学科、舞台芸術学科、キャラクター造形学科、 

初等芸術教育学科、アートサイエンス学科 

  ［大学院］ 芸術研究科 前期課程 芸術文化学専攻、芸術制作専攻 

              後期課程 芸術専攻 

  ［通信教育部］美術学科、デザイン学科、建築学科、文芸学科、音楽学科、放送学科、 

         写真学科、工芸学科、環境デザイン学科、映像学科、初等芸術教育

学科 
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・学生数、教員数、職員数 

・学部及び大学院の学生数（収容定員は学則上のものを掲載） 

 ［芸術学部］ 

学科 入学定員 収容定員 在学生数 
美術  55 人 220 人 280 人 
デザイン 190 人 760 人 898 人 
建築 50 人 200 人 230 人 
文芸 60 人 240 人 289 人 
音楽 45 人 180 人 174 人 
放送 155 人 620 人 673 人 
写真 30 人 120 人 152 人 
工芸 40 人 160 人 158 人 
映像 80 人 320 人 406 人 
演奏 80 人 320 人 291 人 
舞台芸術 170 人 680 人 785 人 
芸術計画 30 人 120 人 131 人 
キャラクター造形 150 人 600 人 740 人 
初等芸術教育 30 人 120 人 129 人 
アートサイエンス 80 人 320 人 230 人 

計 1,245 人 4,980 人 5,566 人 

 

 ［大学院芸術研究科］ 

専攻 入学定員 収容定員 在学生数 

芸術文化学（前期） 20 人 40 人 5 人 

芸術制作（前期） 60 人 120 人 60 人 

芸術（後期） 20 人 60 人 20 人 

計 100 人 220 人 85 人 

 

 ［通信教育部芸術学部］ 

学科 入学定員 収容定員 在学生数 

美術 180 人 660 人 96 人 

デザイン 120 人 440 人 86 人 

建築 230 人 860 人 202 人 

文芸 180 人 660 人 79 人 

音楽 240 人 880 人 349 人 

写真 120 人 440 人 42 人 

初等芸術教育 130 人 460 人 69 人 

計 1,200 人 4,400 人 923 人 

 

 ・教員数 

所属 教授 准教授 講師 助手 計 

芸術学部 174 人 53 人 14 人 ― 241 人 

大学院 ― ― ― 1 人 1 人 

通信教育部 4 人 6 人 4 人 ― 14 人 

計 178 人 59 人 18 人 1 人 256 人 

 

 ・職員数 

正職員 68 人 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の設定 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

1-1-③ 個性・特色の明示 

1-1-④ 変化への対応 

 

事実の説明及び自己評価 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

 本学の使命・目的は、芸術学部、通信教育部、大学院において、それぞれ表 1-1-1 の

とおり定めている。この目的は、本学の教育活動、人材養成に関する基本的かつ総括的

な方針として、学則の第 1 条に規定するものである。 

また、本学では建学の精神を踏まえ、使命･目的を補完する人材育成の基本方針として、

教育目的を表 1-1-2 のとおり定めている。 

 

表 1-1-1 

規程名 条 文 

大阪芸術大学 

学則 

第 1 条  本大学は、教育基本法及び学校教育法に基づき芸術学の殿堂とし

て専門の学芸を教授研究するとともに、広い知識を授け、高潔かつ平

和的な国家及び社会の教養高き形成者を育成することを目的とす

る。 

大阪芸術大学 

通信教育部規程 

第 1 条  大阪芸術大学通信教育部（以下「通信教育部」という。）は、教育

基本法及び学校教育法に基づき芸術学の殿堂として専門の学芸を教

授研究するとともに、広い知識を授け、高潔かつ平和的な国家及び社

会の教養高き形成者を育成することを目的とする。 

大阪芸術大学 

大学院学則 

第 1 条  本学大学院は、学部における一般的及び専門的教養の基礎の上に、

美及び芸術の理論並びに制作等を教授研究し、その深奥を究めると

ともに、高度の美及び芸術理論とその制作等に裏づけられた人材を

養成し、広く社会に貢献することを目的とする。 

 



大阪芸術大学 

9 

表 1-1-2 

学校名 教育目的 

大阪芸術大学 本学は高度の学と芸を教授・研究し、それぞれの専攻分野に関し、民主社会

における指導的人材を知と愛の精神をもって育成することを教育目的とす

る。 

大阪芸術大学 

大学院 

本学大学院は、学部における一般的及び専門的教養の基礎の上に、美及び芸

術の理論並びに制作等を教授研究し、その深奥を究めるとともに、高度の美及

び芸術理論とその制作等に裏づけられた人材を養成し、広く社会に貢献する

ことを目的とする。 

博士課程前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け鋭い芸術的感性

を養い、美及び芸術における理論研究と芸術制作等の能力を錬磨し高度の専

門性を備えた研究者、実務専門家及び芸術家を育成することを目的とする。 

博士課程後期課程は、美及び芸術の理論と芸術の制作等に関する専門家と

して自立して研究や制作の活動を行うのに必要な高度な能力及びその基礎と

なる豊かな学識、さらには、専攻分野における研究や制作の指導能力を養うこ

とを目的とする。 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

使命・目的は学則第 1 条において簡潔に定められており、それを補完するための人材

育成の基本方針である「教育目的」も明確かつ簡潔に文章化されている。 

 

1-1-③ 個性・特色の明示 

建学の精神の根本である「芸術における総合のための分化と境界領域の開拓を目指す」

に基づき、本学の個性・特色は、使命・目的及び教育目的に明示されている。具体的に

は、三つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッショ

ン・ポリシー）に反映させて明示している。 

 

1-1-④ 変化への対応 

 本学創設時の建学の精神（五つの理念）を基本理念の中核に据えた上で、その精神の

具現化に向けて、また、大学教育に対する質保証等の社会的要請に対応すべく、芸術学

部においては、平成 24（2012）年に学科別の入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）

を、平成 28(2016)年には、学科別の教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）、学位

授与方針（ディプロマ・ポリシー）を制定した。これら三方針（ポリシー）については、

社会情勢や教育環境の変化、教育課程（カリキュラム）の改定に機敏に対応できるよう、

定期的・継続的な見直しが図られている。 
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改善・向上方策（将来計画） 

 本学の目的は、教育活動及び人材養成に関する基本的かつ総括的な方針として、学則

に定めているものである。開学以来、本学では建学の精神及び大学の使命・目的を明確

に定めて学内外に明示しており、今後もこれを継承していく。 

 

1－2 使命・目的及び教育目的の反映 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

1-2-② 学内外への周知 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

 

事実の説明及び自己評価 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

本学では、規程や規則、方針等の策定にあたっては、各部署等の起案者から提出され

る規程案について、常務会にて発議がなされ、その後、学長はじめ専任教員で組織され

る教授会において審議、承認の手続きによって教職員の理解と支持が得られている。ま

た、教授会での承認事項は、最高意思決定機関である理事会にも報告がなされ、役員の

承認、理解と支持が得られるよう意思決定の仕組みが整えられている。 

建学の精神、使命・目的は、本学の教育研究活動の根幹を成すものであり、その理解

と支持が広く教職員に得られるよう、大学機関誌（広報誌）等にも掲載し配布すること

により周知と共有を図っている。 

 

1-2-② 学内外への周知 

本学の建学の精神、五項目の基本理念、大学の使命・目的及び教育目的は、大学ウエ

ブサイトをはじめ、大学案内や学生便覧に掲載することで周知が図られている。 

学院創立 50 年（平成 7(1995)年）、同 60 年（平成 17(2005)年）の周年事業の際に発行

された記念誌においても、創立以来の沿革とともに基本理念が記載されている。 

さらに、入学希望者等に関しては、進学説明会やオープンキャンパスにおいて、パワー

ポイントやスライド等の視覚資料を用いた説明も行っている。 

 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

本学では使命・目的である「専門の学芸の教授研究、広い知識の教授による社会の教

養高き形成者の育成」を達成するため、毎年、当該年度の事業計画を策定しその履行に

取り組んでいる。 

研究活動支援の充実や中途退学防止といった重点課題への取り組みは継続しつつ、令

和元(2019)年度は産官学連携事業の推進、施設設備面の充実に注力し、既設校舎の耐震

補強工事やキャラクター造形学科新校舎の建設に向けての準備に取り組み順調に進んだ。

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症（以下、新型コロナ）拡大への対応に

取り組む一方、キャラクター造形学科新校舎の建設着工、SD(Staff Development)の拡充
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や大阪芸術大学グループブランドの醸成に向けた広報展開に社会情勢を鑑みながら取り

組むとともに、学院創立 80 周年となる令和 7(2025)年に向けた教育研究活動の中期構想

の策定を予定している。 

 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

本学は、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程

編成方針）、アドミッション・ポリシー（入学者選抜方針）に、本学の使命・目的及び教

育目的を反映させている。芸術学部・通信教育部及び大学院の教育課程ごとにこれら三

つのポリシーを定めており、本学の使命・目的及び教育目的の達成に向け、建学の精神

に基づく五つの教育理念と強く結びついた内容となっている。 

 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

本学における教育研究組織は表 1-2-1 に示すとおりである。 

 

表 1-2-1 教育組織・教育課程編成（令和 2(2020)年 5 月 1 日現在） 

学部・ 

研究科 
学科・専攻 

開設 

年度 
コース・分野・研究領域（大学院） ｶﾃｺﾞﾘｰ 

芸術学部 

 

 

 

 

 

美術 

デザイン 

 

 

工芸 

建築 

写真 

ｱｰﾄｻｲｴﾝｽ 

昭 39 

昭 39 

 

 

昭 45 

昭 42 

昭 45 

平 29 

油画、日本画、版画、彫刻 

グラフィックデザイン、イラストレーション、デジタルアー

ツ、デジタルメディア、空間デザイン、プロダクトデザイン、 

デザインプロデュース 

金属工芸、陶芸、ガラス工芸、テキスタイル・染織 

（建築、環境デザイン） 

（ファインアート、プロフェッショナル、映像表現） 

（アートエンターテインメント、先端デザイン） 

造形 

放送 

文芸 

映像 

芸術計画 

舞台芸術 

 

キャラクター造形 

昭 43 

昭 42 

昭 46 

昭 49 

昭 49 

 

平 17 

制作、アナウンス、広告、声優 

（創作、ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ・文芸批評、出版・編集、翻訳・講読） 

（映画、映像、シナリオ、映像学） 

（アートプロデュース、イベントプロデュース） 

演技演出、ミュージカル、舞踊、ポピュラーダンス、 

舞台美術、舞台音響効果、舞台照明 

漫画、アニメーション、ゲーム、フィギュアアーツ 

メﾃﾞｨｱ 

音楽 

演奏 

昭 43 

昭 46 

音楽・音響デザイン、音楽教育 

ピアノ、声楽、管弦打、ポピュラー音楽 

音楽 

初等芸術教育 平 22 初等教育、芸術療法 教育 

通信教育部 

芸術学部 

美術 

デザイン 

建築 

写真 

平 13 

平 13 

平 13 

平 13 

 造形 

文芸 平 13  メﾃﾞｨｱ 
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音楽 平 13  音楽 

初等芸術教育 平 22 初等教育、芸術療法 教育 

大学院 

芸術研究科 

博士課程前期 

芸術文化学 

芸術制作 

 

博士課程後期 

芸術 

 

平 17 

平 17 

 

 

平 17 

 

芸術学、文芸学・演劇学、音楽学、環境・建築芸術学 

絵画、彫刻、デザイン、環境・建築、工芸、映画・映像、舞

台、文学・キャラクター創作、器楽、声楽、作曲 

 

芸術文化学、芸術制作 

 

注）コース・分野・研究領域のうち、括弧書きのものは、コース個別のカリキュラムではなく、学科共通カ

リキュラムの中で設定された、学修可能な分野である。 

 

本学は、建学の精神及び教育目的に則って芸術領域における科学技術の進歩など社会

変化によって生まれる新領域や境界領域に対して、積極的かつ柔軟にアプローチし、教

育研究組織の整備に取り組んできた。これらは「造形」「メディア」「音楽」「教育」といっ

たカテゴリーによって体系化が図られており、「総合芸術大学」としての組織形成の基本

方針となっている。 

近年では社会的なニーズを反映した学科・コースの開設が相次いでおり、平成

15(2003)年度「音楽学科ポピュラー音楽コース」（現 演奏学科ポピュラー音楽コース）、

平成 17(2005)年度「キャラクター造形学科」、平成 22(2010)年度「初等芸術教育学科」、

平成 23(2011)年度「放送学科声優コース」、平成 25(2013)年度「舞台芸術学科ポピュラー

ダンスコース」「キャラクター造形学科フィギュアアーツコース」、平成 27(2015)年度に

はデザイン学科を 5 コースから「グラフィックデザインコース」「イラストレーション

コース」「デジタルアーツコース」｢デジタルメディアコース｣｢空間デザインコース｣「プ

ロダクトデザインコース」｢デザインプロデュースコース｣の 7 コースに改編、平成

29(2017)年度にはアートサイエンス学科を開設した。今後も学科・コースの新設や改組

転換による整備に積極的に取り組んでいく予定である。 

通信教育部では、平成 13(2001)年度に芸術学部に準じた 10 学科を開設。その後、平

成 22(2010)年度に教育課程の見直しを図り、7 学科体制へと学修領域の再編を実施した。 

大学院では、芸術学部の学科・コースを基礎に専攻・研究領域を構成しており、学部

課程との接続と整合性を重視している。芸術研究科博士前期課程には芸術制作専攻と芸

術文化学専攻、博士後期課程には芸術専攻を設けている。 

このように、芸術のあらゆる領域を網羅し、また、複数の課程を擁しているのが本学

の教育組織の特色である。これにより、芸術を学びたいという意欲のある者にさまざま

な形で学びの場を提供し、一人ひとりが自らの専門性を深めつつ、さまざまな領域に触

れ学ぶことが可能な体制が整えられている。 

また、本学の教育研究活動を支援する附属機関は下記のとおり整備されている。 

「芸術情報センター」には「図書館」、「藝術研究所」及び「博物館」が設置され、建

造物自体のデザイン性も含めて、本学の特色ともなっている。 

「図書館」は芸術系の図書館として教育研究及び学修をより充実させることを目的と

して、図書、楽譜、視聴覚資料、雑誌、学術データベース等を提供している。また、図
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書館機能に加え、ギャラリー及び展示・発表の場としても機能している。 

「藝術研究所」は独自の調査研究補助制度による本学教員の共同研究の助成、紀要「藝

術」の編集・発行、研究会・講演会の主催及び展覧会・コンペティションの開催等を行っ

ており、主に研究面での支援に実績を挙げている。 

「博物館」は平成 14(2002)年に大阪府から博物館相当施設として指定を受けた施設で、

資料の収集、整理、保存とその公開展示を行うとともに、ギャラリースペースでの教員

や学生の作品展示（発表の機会）を支援している。また芸術学部、大学院及び通信教育

部の博物館学芸員の資格課程における「博物館実習」を実施するなど、教育の場として

も機能しており、本学の教育活動の特色の一つとなっている。 

「研修センター」は菅平高原研修センター（長野県上田市）と白浜研修センター（和

歌山県西牟婁郡白浜町）の 2 箇所が設けられ、教職員・学生の福利厚生のほか、学科・

コースの学外研修やゼミ合宿、及びクラブ活動の合宿等に利用されている。 

「大阪芸術大学テレビ（OUA-TV）」は本学のメディアセンター的な存在として、グルー

プ各校が行うイベントの撮影・取材及びウエブサイトでの動画配信のほか、映像学科や

放送学科の授業への協力、民間イベントの取材協力に見られる産学連携事業など特色あ

る事業を実施している。 

 「サテライトキャンパス」として設けられた大阪芸術大学スカイキャンパス（大阪市

阿倍野区阿倍野筋）は、教職員や学生、卒業生の作品展示や本学の教育研究成果の発信

と評価のフィードバックの場として教育上の効果を挙げている。 

 さらに、同一法人内に「大阪芸術大学短期大学部」、「大阪芸術大学附属大阪美術専門

学校」、「大阪芸術大学附属幼稚園（4 園）」を擁しており、学生のスムーズな編入学の推

進、教員の人事交流、展覧会、発表会等行事の共同開催によって、本学の教育研究に波

及効果をもたらしている。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

 本学は、建学の精神や使命・目的及び教育目的についてさらに有効性のあるものにす

るべく、社会の変化や要請を踏まえ、適切な教育研究活動の実践に向けて、学内の運営

組織である「自己点検実施委員会」をはじめ、「FD(Faculty Development)委員会」「教務

委員会」「入試委員会」等において恒常的な見直しを行っていく。 

 

［基準 1 の自己評価］ 

 本学では、建学の精神、使命・目的を開学以来 5つの教育理念として明確に定めている。

また、三つのポリシーについても建学の精神、使命・目的を踏まえ適切に設定し、それに

根ざした芸術教育を今日まで一貫して実践し、具現化に向けて努めてきた。 

建学の精神・教育理念は大学運営の根幹を成すものであり、大学を構成する関係者の理

解と支持を得ることが極めて重要であると認識している。またこれらが、学内のみにとど

まらず、本学への入学希望者、学生、保護者、就職先企業等、学外のステークホルダーに

対しても同様に得られるよう、各種媒体を通じた周知活動に取り組むところである。 
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基準 2．学生 

2－1 学生の受入れ 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 

事実の説明及び自己評価 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

ディプロマ・ポリシーの達成のため、教育方法・内容とも建学の精神及び教育目的を

反映し体系的に設定されたカリキュラム・ポリシーを踏まえた上で、入学者に求める資

質の基準として、次のとおり定めている。 

 

「美を追究するマインド」  美への探究心／創作・表現活動への好奇心と意欲 

「創造性と独創性」    基本的な知識と技術／自由な発想と創造力 

「社会創造・社会貢献へのマインド」 

 他者・地域・社会への興味／コミュニケーション能力 

「境界領域への開拓精神」 広い視野・異分野への好奇心 

 

【芸術学部】 

入学者受入れに際しては、上記の基準を基に多元的な方法により審査している。審査

の方法については、「平成 33 年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告の改正に

ついて（通知）」（30 文科高第 370 号）を踏まえ、令和 3(2021）年度の入学試験から、こ

れまでよりも志願者を多面的に評価する入学試験内容等に変更することとした。 

変更点については、令和元(2019)年 9 月末に入試告知リーフレットを作成した。これ

までの本学資料請求者で当該年度に受験生となる高校 2 年生に向け、令和元(2019)年 10

月に資料を一括発送し、これ以降、高校訪問、高校内説明会、全国各地の進学説明会や

オープンキャンパス等においても、高等学校等の指導者や保護者、受験生に対しリーフ

レットの配布や広報を行った。また、令和 2(2020)年 2 月には、新年度の学生募集要項・

入試ガイドが完成するまでの暫定版入学試験概要を作成し、変更点について記載するな

ど、告知・周知に努めた。 

アドミッション・ポリシーは、総合芸術大学である本学の特質を踏まえて設定された

ものである。開校以来の教育理念に基づき、学と芸の総合大学を目指してきたことから、

現在では芸術学部の中に造形系・メディア系・音楽系・教育系といった 15 の多彩な学科

が存在し、学科の特色により「求める学生像」や、入学時に重視する資質や能力等が異

なるため、学科ごとにアドミッション・ポリシーを策定している。アドミッション・ポ

リシーについては、次のとおりである。 
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表 2-1-1 

学科 アドミッション・ポリシー（入学者選抜方針） 

美術学科 美術学科では、多彩な芸術表現に触れ、芸術家として確かな基礎を築き、自らのテー
マ・表現方法により社会での活躍を目指す人物を求める。 
 
【求める学生像】 
・美を探求し、創作、表現への好奇心と意欲や喜び、楽しみが感じられる人物 
・自発的な独自の個性がうかがえる人物 
・社会への貢献、他者や地域の人々に芸術のこころを伝達する意志がある人物 
・広い視野に満ち、異分野への好奇心、進取の気風に満ちた創造力を持つ人物 

デザイン学科 デザイン学科では、社会や生活とのかかわりに興味を持ち、「知りたい」「作りたい」
「発信したい」などの意欲をもって工夫し、表現できる人物を求める。 
 
【求める学生像】 
・デザイン表現やコンセプト構築に興味のある人物 
・自己の感性、創造力、表現力を伸ばしたい人物 
・主体的に知識、技術を修得する意志のある人物 
・新たな課題解決に挑戦し続ける意欲・推進力のある人物 

建築学科 建築学科では、総合芸術大学という環境を活かし、豊かな暮らしや新しい空間を提案
できる芸術性豊かな建築家の育成を目指す。人間と環境を関係づける建築や都市のあり
方に関心を持ち、広い意味での建築の創造を志す人物を求める。 
 
【求める学生像】 
・建築・都市・それらの環境に好奇心を持つ人物 
・ものをつくることが好きで、自由で豊かな発想と創造力を磨きたい人物 
・プレゼンテーション・コミュニケーション能力を伸ばしたい人物 
・建築、及び環境における自身の得意な分野を伸ばす意欲と熱意のある人物 

文芸学科 文芸学科では、小説、詩、脚本、研究、文芸批評、出版、翻訳など多彩な分野で活躍
する教員の指導のもと、言葉のセンスを鍛え、読みの深さ、豊かな書く力を育成する。
日本語表現の魅力、豊かさに目覚めた人物を求める。 
 
【求める学生像】 
・本を読むことで、感動することのできる人物 
・文章を書き、思索することに心をときめかすことができる人物 
・自身が書いた文章や物語を他者に伝えることに喜びを感じられる人物 
・豊かな文章表現力と多角的な読解力を身につけたい人物 

放送学科 放送学科では、放送ジャーナリズムを基本に、進化するマスメディア社会における知
識と技術を最新機器・設備と多彩な指導者の中で学ぶ。「創る喜び」「伝える感動」を身
に付けグローバル時代に活躍し、人々と協力し取り組んでいく意欲ある人物を求める。 
 
【求める学生像】 
・旺盛な好奇心と、あくなき探究心を備えている人物 
・マスメディアを駆使して広く社会に伝えることに関心がある人物 
・社会の変化に適応できる柔軟性と可能性に挑戦する力を有している人物 
・声の力・ことばの力・映像の力の表現者、技術者になりたいと意欲を持つ人物 

写真学科 写真学科では、芸術や情報メディアとして幅広い可能性を持つ写真の領域を理解し、
エキスパートとしての将来を意識して専門性を培うことのできる人物を求める。 
 
【求める学生像】 
・卒業後の進路に明確な志望を持ち、それに向けて努力できる人物 
・写真に関わる知識や技術、表現方法などに強い探求心を持つ人物 
・オリジナリティある写真表現の追究と創造に意欲のある人物 
・広告写真、写真史や写真論などの理論分野にも興味がある人物 

工芸学科 工芸学科では、伝統技法や技術を積極的に取り入れて、時代に適した新しい“ものづ
くり”に取り組む人物、実際の“ものづくり”の体験をいかし、デザイン・企画などの
クリエイティブな職業を通して社会での活躍を目指す人物を求める。 
 
【求める学生像】 
・自身の個性や感性を発見したい人物 
・ものを作ろうとする強い思いや意志を持った人物 
・ものづくりの体験をいかし、クリエイティブな仕事に関わりたい人物 
・美しさにこだわりを持ち、社会で生きていく人物 

映像学科 映像学科では、企画、監督、脚本、撮影、照明、美術、録音、編集など制作のプロセ
スを実践的に学び、さらなる創意と教養を深めていくことを目指している。映画・映像
の制作に関心があり、その専門的な技術、知識を修得したいという意欲を持つ人物を求
める。 
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【求める学生像】 
・映画芸術、映画産業に関心があり、映画の将来を担っていきたいという意欲を持つ人
物 
・映画に携わる技術、感性を身につけていきたいという人物 
・映画という知性と技術の創造物から知識や教養を学びたい人物 
・映画を通して得たものを一般社会に広く還元したいという意欲を持つ人物 

舞台芸術学科 舞台芸術学科では、舞台は演者と裏方の共同作業によって成り立っていることを理解
すると共に、自身が取り組む分野について厳格な技術の研鑽に励む人物を求める。 
 
【求める学生像】 
・さまざまな分野の演者として表現力を磨きたい人物 
・舞台の裏方として専門的な技能を身につけたい人物 
・「舞台人」としての自覚や物事に対する姿勢、考え方を学びたい人物 
・広く社会で求められる礼儀作法や協調性、豊かな人間性を育みたい人物 

芸術計画学科 芸術計画学科では、芸術･文化の過去、今、未来を多角的に理解し、作り手、受け手が
共に生きる力を増進する創造的な出会いの場を、最新のテクノロジーを視野に入れて構
想・実現する総合的なプロデュース力を身につけたいと思う人物を求める。 
 
【求める学生像】 
・芸術・文化に興味を持ち芸術・文化が展開される場に関わる意欲のある人物 
・芸術や文化の力を使って、わくわくドキドキする場の構想・実現を目指す人物 
・芸術や文化の力を使って、積極的に社会や地域の発展に貢献したい人物 
・芸術や文化の力を使って、くらしの在り方を創造的に作り変えることを目指す人物 

キャラクター

造形学科 

キャラクター造形学科では、漫画、アニメーション、ゲーム、フィギュアアーツの各
分野でドラマやキャラクター表現を通じて、多くの人々に感動を与える存在になりたい
人物を求める。 
 
【求める学生像】 
・学生時代を「能力と可能性を高め表現力を鍛える時期」と捉え自己研鑽できる人物 
・自分の世界観を伝える技術、能力を高め、社会的視野を広げたい人物 
・キャラクター創造のための総合的な知識・技術を身につけたい人物 
・さまざまなメディアを使ったキャラクター・プロデュースに興味のある人物 

音楽学科 音楽学科では、いつの時代も人間社会に潤いをもたらしてきた音楽の素晴らしさや多
様性を学び、新しい音楽の創造者、音楽教育の指導者になりたい人物を求める。 
 
【求める学生像】 
・音楽を通して美を追究する創造力のある人物 
・音響技術を駆使して音楽をより豊かにしたい人物 
・既成概念にとらわれず音や音楽と向き合いたい人物 
・音楽教育の指導者として将来活躍したい人物 

演奏学科 演奏学科では、「クラシック」「ポピュラー」それぞれのジャンルで演奏家や指導者、
又音楽のよき理解者として社会で活躍できる人間味豊かな人物を求める。 
 
【求める学生像】 
・音楽の各分野における知識や技術を修得したい人物 
・奏者としての感性や表現力を磨きたい人物 
・演奏研究を学ぶことに興味・意欲のある人物 
・音楽に対して情熱と愛情を持つ人物 

初等芸術教育学科 初等芸術教育学科では、美術や音楽、芸術療法等の学びを通して子どもに「生きる力」
を育むことのできる教育者を育成する。そんな力を身につけて社会で活躍したい人物を
求める。 
 
【求める学生像】 
・子どものこころを感じる力をもった保育士、幼稚園・小学校教諭になりたい人物 
・芸術療法の基本や考え方を勉強してみたい人物 
・芸術を通して、人間同士のこころの絆を深めるかかわりを築いていきたい人物 
・教育現場の諸課題に対して、主体的に対応できる力を身につけたい人物 

ｱｰﾄｻｲｴﾝｽ学科 アートサイエンス学科では、芸術的で新しい表現や創造に興味があり、科学技術との
融合によって芸術に関わる境界領域の開拓を志す人物を求める。 
 
【求める学生像】 
・独自の個性や新しい事柄への好奇心がうかがえる人物 
・アートサイエンスに興味があり自由な発想ができる人物 
・いままでにない表現やものづくりに興味のある人物 
・楽しさや豊かさを考え、自ら問題提起して解決する意欲のある人物 
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【大学院】 

大学院においては、芸術理論研究及び芸術創造の鍛錬に必要な専門知識・思考力及び

技術を修得しているかどうかを評価基準とし、研究計画・作品提出、筆記試験・面接試

問・実技等により審査している。また各課程においては、次のような学生を求めている。 

 

表 2-1-2 [博士課程前期課程] 

芸術研究科 アドミッション・ポリシー（入学者選抜方針） 

芸 術 文 化 学 

専攻 

 芸術及び文化の諸分野に深い関心をもち、芸術理論研究に必要な専門知識及び理論的

思考力を備えており、自らの学術的研究を社会との関わりにおいて展開していく意欲を

もっている人物。 

芸 術 制 作 専

攻 

 各自の専門領域における芸術創造に必要な専門知識と技術を備えており、その知識と

技術を生かして現代社会において独自な芸術創造の方向を深めていく意欲と能力をもっ

ている人物。 

 

表 2-1-3 [博士課程後期課程] 

芸術研究科 アドミッション・ポリシー（入学者選抜方針） 

芸術専攻  各研究分野（芸術文化学・芸術制作）における芸術理論研究及び芸術制作の深化に必

要な専門知識・思考力及び技術を備えており、各自の専門領域において既存の価値観に

とらわれず、先進的な芸術を創造・構築していく情熱と遂行力をもっている人物。また

各領域における指導的な立場を目指す人物。 

 

【通信教育部】 

通信教育部のアドミッション・ポリシーは、通学課程に準じている。 

アドミッション・ポリシーについては、学外には本学ウエブサイトや学生募集要項等

において公開し、周知している。入学後の学生には、学生便覧でも公開している。 

 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

【芸術学部】 

アドミッション・ポリシーに沿った入学者を受け入れるため、本学の教育目的達成に

必要な資質を評価基準としている。6 つの入試方式を導入し、入試種別によって多面的・

総合的に評価する入学試験を実施している。また、推薦入学試験（自己推薦制）及び一

般入学試験[専門試験方式]においては、外国籍学生・外国人留学生の受入れも行ってい

る。受入れに際しては、日本学生支援機構が実施する日本留学試験(EJU)の受験を必須化

している。EJU が「外国人留学生として、日本の大学（学部）等に入学を希望する者につ

いて、日本の大学等で必要とする日本語力及び基礎学力の評価を行うこと」を目的とし

ていることを鑑み、本学では EJU のみを採用している。日本語科目において 400 点満点

中 280 点以上の取得を出願条件とすることで、教員と学生との円滑なコミュニケーショ

ンに必要な日本語能力を有する学生の確保に努めている。 

なお、令和 3(2021)年度入学試験からは、大学入試改革に伴い、3 つの入試区分、総合
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型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜に分類し、これまで以上に志願者の能力・資質・適

性を適正に評価するための入試方式と内容等に変更する。これまでの入試方式と見直し

後の入試方式については次のとおりである。 

 

[6 つの入試方式] 

 令和 2(2020)年度入学試験 → 令和 3(2021)年度入学試験 

ⅰ）AO 入学試験（1 期）（2 期）→ 総合型選抜入学試験（1 期）（2 期） 

   この入試方式では、2 日間の体験授業を実施している。アドミッション・ポリシー

に沿った資質を備えた生徒を選抜するため、体験授業内容は、学科・コースごとに

異なり、各学科・コース内で教員たちが協議し、決定する。内容は主に課題作成（適

性実技）、模擬授業と面接による。造形系学科はデッサンを中心に、メディア系学科

や教育系学科、舞台芸術学科は小論文や適性実技と模擬授業、音楽系学科において

は、演奏技術や実技能力と理論系の楽典・ソルフェージュ等の模擬授業を実施し、

審査している。課題作成や適性実技を通して知識や技能を評価するだけでなく、思

考力や表現力も評価でき、授業に取り組む姿勢から意欲や探究心、グループワーク

を通して協調性や社会性、生徒と教員間で指導や相談を行う中で、コミュニケーショ

ン能力等が評価できるなど、多面的・総合的に審査できる試験となっている。 

この試験の特徴は、調査書の「評定平均値」に基準を設けていないことと、提出

と入学検定料の支払いが体験授業後の出願時となっている点にある。本学は芸術大

学であるため、一般的な学力試験が苦手な志願者でも、本学のアドミッション・ポ

リシーに沿った、各学科・コースが求める学生像に合致し、体験授業内でその資質・

能力が評価できれば出願可となる。また、各学科・コースの特徴を備えた体験授業

を出願前に受講することで、志願者自身が学びたいと考える学科・コースであるか

も検証することができる。受講費も無料であるため、相違があれば出願しないとい

う方法も選択しやすい。その際は、2 期で異なる学科・コースにエントリーすること

が可能である。また出願不可となった場合も、再挑戦することが可能である。この

入試方式は専願制のため、志願者が納得した上で出願できる制度となっている。 

令和 2(2020)年度の AO 入学試験では、出願可者の手続率が 90％を超え、本学を第

一希望としている志願者が多く、マッチングもうまくいっているといえる。 

これまで本学が AO 入学試験で実施してきた内容については、体験授業等をはじめ

見直す点は少なく、令和 3(2021)年度からの入試改革においても、主要な事項は継

承していくこととなる。ただし、すべての学科・コースで面接を設けることとし、

多面的・総合的に審査していく。詳細については、変更点に記載する。 

 

ⅱ）スポーツ推薦入学試験 → 学校推薦型スポーツ選抜入学試験 

名称のとおり、スポーツを通して身につけた個性や協調性、トレーニングにより

培かった体力やリーダーシップ等を含め、高等学校で養った知識や運動能力を、資

質として捉え、多様な成果を重視し評価している。重点競技の陸上競技（女子中長

距離）ほか、本学が指定した競技種目を対象とし、各種全国大会で優秀な成績を収

めた志願者を選考する。書類による出願資格審査を実施した上で、基礎運動能力テ
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ストと面接審査によって審査する。優秀な合格者には、学費全額免除や授業料免除

等によって、勉学とスポーツの両立を経済的に支援し、双方の能力を高めることが

できる人材の獲得を目指している。 

 

ⅲ）指定校制推薦入学試験 → 学校推薦型選抜入学試験（指定校制推薦入試） 

   指定校制推薦入試では、高等学校での出席状況、調査書の「評定平均値」に基準

値を設け、高等学校長の推薦を得た志願者に対し、審査を行う。高等学校での学生

生活の中で培ってきた知識・能力を評価し、学力・人物的にも評価の高い多様な資

質・能力を持つ入学者の受入れを目指している。指定校の選定に関しては、入試委

員会で協議され、毎年見直しを図っている。 

 

ⅳ）推薦入学試験（自己推薦制） → 一般選抜入学試験（1 期） 

推薦入学試験では、当日の適性実技や小論文等の専門試験のみの評価で、入学者

の受入れを行っている。実技試験（適性実技）や小論文等に特化し、専門試験とし

て、各学科・コースの試験担当教員が中心となり、各学科・コース内で独自に問題

を作成している。また、日程が異なる学科・コースの併願が可能で、一律の検定料

で受験でき、合格後に選択することができる。推薦入学試験であるが高等学校長の

推薦書が不要で、受験しやすいのも特徴である。他大学との併願も視野に推薦入学

試験から受験する生徒もいるため、専門試験の実技能力が AO 入学試験より高い傾

向にある。 

令和 2(2020)年度の推薦入学試験合格者の手続率は 70％を超えているため、本学

を第一希望に考えている志願者が多いと考えられる。令和 3(2021)年度からは一般

選抜（1 期）となり、面接試験を導入し点数化することで、さらに多面的な評価が

期待できる。 

 

ⅴ）一般入学試験[専門試験方式] → 一般選抜入学試験（2 期）[専門試験方式] 

  一般入学試験[センター試験＋専門試験 方式] → 一般選抜入学試験（2 期）[共通

テスト＋専門試験 方式] 

   一般入学試験では 2 つの方式があり、推薦入学試験と同様の専門試験方式と、セ

ンター試験と専門試験を併用利用した方式を実施している。専門能力に優れた資質

を持つ者や学力と専門能力のバランスに優れた入学者の獲得を目指している。なお、

[センター試験＋専門試験 方式]は特待生を選抜する唯一の試験方式であり、セン

ター試験 2 教科（2 科目）の点数が 200 点満点で 180 点以上、かつ本学専門試験 200

点満点で 180 点以上を獲得すると 4 年間の学費が全額免除に、各々の点数が 170 点

以上であると初年度授業料全額免除となる。本学の他の試験種別での合格者でも、

当奨学金を目指して再度受験することが可能となっており、早期合格者のモチベー

ション維持にも有効である。また、高い能力を備えた人材を入学につなげることで、

学校全体のレベルアップを図ることを目指している。 

   令和 3(2021)年度は、大学入試センター試験から大学入学共通テストへの変更に

伴い、記述式問題の配点の運用の仕方を、現在検討中である。 
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ⅵ）大学入試センター試験利用入学試験（1 期）（2 期）→ 大学入学共通テスト利用選抜

入学試験（1 期）（2 期） 

2 教科（2 科目）200 点満点で審査する。高校までの基礎的な学習に継続的に取り

組んできた能力を評価する試験である。高い学力を有し、芸術分野に興味はあるが、

進路を決めかねていた学生に対し、受験できる機会を設けている。理論的思考力に

も優れているため、大学院への進学を視野に入れた学生を見出すことも可能となる。 

    ⅲ）と同様、令和 3(2021)年度の大学入学共通テストへの変更に伴い、記述式問

題の配点の運用方法を現在検討中である。 

 

[令和 3(2021)年度入学試験からの変更点] 

ⅰ）志望理由・入学後の学修計画・活動報告等を提出 

    令和 2(2020)年度より実施していたが、引き続き令和 3(2021)年度もすべての入

学試験の出願（エントリー）時に提出を必須とする。令和 2(2020)年度では、AO 入

学試験のみでの活用となったが、令和 3(2021)年度からは、共通テスト利用方式を

除くすべての入学試験で面接を実施することに伴い、面接の中で活用することとす

る。志望理由書等の内容や調査書については、得点化することはしないが、事前に

志望動機や入学後の学修について考え、文章化することで、本学のアドミッション・

ポリシーやカリキュラム・ポリシーの理解を深める機会となることを期待する。 

 

ⅱ）面接をほぼすべての入学試験で実施 

大学入学共通テスト利用選抜入学試験（1 期）（2 期）を除くすべての入学試験で

面接を実施する。これまでも、AO 入学試験では体験授業を実施し、授業の中で教員

と志願者間の指導や相談を通して、コミュニケーション能力等を測ってきたが、学

科によって方法にバラつきがあったため、15 学科すべての体験授業の中で面接の時

間を設けることとした。志願者に対し均等な機会を与えることができ、知識・技能

以外の能力・資質を適正に評価することが可能となる。また、推薦・一般入学試験

では実施していなかった面接を、令和 3(2021)年度からは全学科で実施し、点数化

する。試験配点 200 点満点の内、1 割の 20 点を面接点とし、専門的能力の評価に人

物的な評価を加えることで多面的な評価を行う。 

 

ⅲ）共通テストでは記述式問題の成績を活用 

    本学での「大学入学共通テスト」を利用した選抜方式では、共通テストの択一式

問題のほか、記述式問題の成績も合否判定に活用する予定である。国語の記述式問

題については、段階別成績表示の結果を点数化し得点に加点する予定であるが、英

語等の記述式問題の配点方法も含め、詳細については検討中である。 

 

ⅳ）入学前教育を充実 

    入試方式によって志願者の特性やそれに起因する学びのあり方が異なる。高等学

校教育の多様化によって履修する科目にもバラつきが生じ、専門的な学習は不十分
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でありながらも目的意識や本学への進学意識の高さを強みに合格する志願者もいる。

そのような入学決定者や、早期に合格が決定する AO 入学試験及び専門試験を課し

ていない指定校制推薦入試による入学決定者に対し、入学前教育を実施している。

講座や課題の内容は、入学後の専攻学科・コースの内容によって学科ごとに検討し

ている。入学準備基礎講座として開講することで、入学後の授業への不安を解消す

るとともに、入学までのモチベーションの維持と向上に努めている。また、入学前

教育をきっかけに、入学以前に生徒同士が人間関係を形成している状況があり、入

学後の人間関係の不安の解消にも役立っている。 

 

こうしたさまざまな入試方式により、多様な資質・能力をもった入学者を受け入れる

ことで、互いに刺激しあい高めあう環境を醸成。ディプロマ・ポリシーを達成し、多種

多様な業界に人材を送り出すことにつながっている。 

なお、毎年新年度の学生募集要項・入試ガイドの作成時期に合わせ、各学科・コース

の教員と入試課とで情報共有を行い、当該年度の受験生の傾向と状況を分析して入試問

題が適切であるかの見直しを図りながら、次年度の適切な入学者受入れの実施に努めて

いる。 

 

【大学院】 

 大学院の入学者選抜は、芸術研究科博士課程前期課程（1 期）（2 期）及び後期課程に

おいて、一般選抜と社会人特別選抜を実施している。前期課程一般選抜入学試験の芸術

文化学研究領域の試験では筆記試験と面接試問、芸術制作研究領域の試験では筆記試験

及び作品審査や実技を含む面接試問により選考している。なお、社会人特別選抜では、

芸術制作研究領域の筆記試験は免除となっている。後期課程の芸術専攻芸術文化学研究

分野では面接試問、芸術制作研究分野では筆記試験及び作品審査や実技を含む面接試問

により選考している。後期課程の社会人特別選抜についても、前期課程の社会人特別選

抜と同様の選考方法である。なお、外国人留学生においては、出願資格として EJU の科

目「日本語」を受験し、得点基準を満たすことを条件としている。 

 

【通信教育部】 

  通信教育部では、大学進学をしたいが難しい経済的困窮者や年齢を問わず学修をした

いというニーズに応え、広範に入学者を受け入れている。 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

令和 2(2020)年度の入学試験においては、入学志願者数が全体で前年度よりも 300 人

弱増加している。本学で入学試験を行う入試種別では増加、センター利用入学試験では

減少している。センター試験の入試改革への不安感から AO 入学試験や推薦入学試験へ

流れた可能性もあるが、入試改革と入試の内容、本学の特色を総合的に周知した広報の

成果と考えられる。本学芸術学部の収容定員数は 4,980 人、入学定員数（1 年次）は 1,245

人となっている。在籍学生数は 5,566 人で収容定員超過率は 1.11 倍である。1 年次入学

者数は 1,467 人で入学定員超過率は 1.17 倍である。教育活動の運営上問題の無い範囲



大阪芸術大学 

22 

で入学定員を充足している。収容定員数と入学定員数についても引き続き適正な数を維

持するよう努めたい。 

大学院の収容定員数は前期課程 160 人、後期課程 60 人、また入学定員数は前期課程

80 人、後期課程 20 人である。1 年次入学者は前期課程 31 人、後期課程 6 人で入学定員

数を満たしていない。在籍学生数は前期課程 65 人、後期課程 20 人であり、収容定員数

についても同じく満たしていない状況である。要因としては、芸術系特有の専門性が強

い分野であるために、個々の志願者の研究目的が指導教員の研究と合致する必要がある

こと、また、昨今の社会情勢から、各家庭での学費捻出や大学院卒業後の就業確定が困

難であること等が考えられる。 

新型コロナ感染拡大の影響により、進学説明会やオープンキャンパスの縮小など、受

験生への広報の機会が減少しているが、オンラインの環境を整え、個別相談や進学説明

会に対応できる体制を準備していきたい。また、入学試験実施についても募集要項と異

なる方法での選抜も想定し、入学志願者が不利益を被ることのないよう検討中である。 

  通信教育部では、令和元(2019)年度における入学者数は前年度と比べほぼ横ばいであ

る。入学定員充足率は 23％であり全学科において入学定員を大きく下回っている。広報

やカリキュラムの見直しなど、今後の改善策を検討中である。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

15 学科におけるアドミッション・ポリシーでは「求める学生像」を明文化しており、

受験生が本学の特性を理解した上で受験・入学することが可能になった。今後もアドミッ

ション・ポリシーをより広く浸透させるための広報に注力していく。また、入学者選抜

については、より多様な入学試験、奨学金制度を検討・採用することにより、多彩な能

力、資質を持った学生の確保を目指したい。 

 

2－2 学修支援 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

 

事実の説明及び自己評価 

2-2-① 教員と職員の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

平成 24(2012)年から新入生全員を対象に 1泊 2日でフレッシュマンキャンプを実施し

ている。新しく始まる大学生活への理解を促すとともに、教職員や同学年生との良好な

関係性を築くこと、学びの意欲を向上させることを目的に、教員と職員が協働して企画・

運営する取り組みとして定着している。 

平成 30(2018)年度からは新入生の担任制を実施している。教員と職員との協働により、

入学後の学修環境への理解を促し、中途退学者や留年者を減少させる対応を行っている。

また、学修支援の一環として保護者向けの教育相談会を開催し、教学、進路、学生生活

について、保護者からの相談に事務職員が個別に対応している。 

平成 23(2011)年度後期より事務組織機構に教務部教職相談室を配置し、教育実習や介

護等体験を含む教職課程全般の運営を行っている。また、教職課程運営委員会を設け、
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教員と職員との協働で教職採用希望者の支援を行っている。 

附属施設の図書館は教員及び学生からの要望に対応する図書、楽譜、視聴覚資料、雑

誌の閲覧・レファレンスの充実に努めており、博物館は本学コレクションを主体とした

展示により、授業との連携、博物館実習の場として、教育支援の一環を担っている。 

 教授会、大学院芸術研究科委員会等の審議機関や各種委員会には、事務局から事務局

長をはじめ担当部署の長、課員等が加わり、議事運営・進行及び審議について、教員、

委員と連携を取りながら進めている。 

通信教育部では令和元(2019)年度より 4 月に学習相談会を実施しているが、令和

2(2020)年度は新型コロナ感染拡大防止のため中止とし、動画配信及びメールによる対

応とした。 

平時においては通信教育部独自のポータルサイトを構築し、教職員による履修指導や

学生相談対応を行っている。また音楽系授業において 2 人の専門技術職員を配置し、学

修支援を行っている。さらに図書館・インターネットルームなどの施設について、利用

促進に努めている。 

 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

本学では大学院生に対する教育効果を高めるため、平成 11(1999)年度より大学院 TA

制度を導入している。TA は教員の補助者として、授業、実験及び実習・演習科目の教育・

研究業務の補助を担当する。学部生の指導補助は大学院博士課程前期課程の在学者が、

大学院博士課程前期課程の指導補助は大学院博士課程後期課程の在学者が行う。主なも

のとして造形系の科目では造形・色彩・構成・素材・材料知識やデッサン力を有する人、

コンピュータ系の科目ではソフトの操作技能を有する人、映像系の科目では映画制作の

監督・脚本・演出面に関する知識や経験・サポート能力を有する人、アニメーション関

連の科目ではアニメ制作に関する知識・経験・コンピュータ技能・映像技術と知識を有

する人、音楽系の科目では各楽器の技量・音楽的知識を有したアンサンブルの補助員、

博物館実習に関わる科目では学芸員課程の知識や展示の知識を有する人を募集している。

令和 2(2020)年 5月 1日現在で 3人が採用され、教員と共に学修支援の教育補助に携わっ

ている。 

また、大学院博士課程後期課程修了生の中から令和 2(2020)年 5 月 1 日現在で大学院

嘱託助手 1 人を採用し、大学院合同研究室に常駐して大学院生をサポートしている。 

TA 以外に卒業生の中から非常勤副手を令和 2(2020)年 5 月 1 日現在で 131 人採用し、

各学科において実習等の授業の円滑な運営に寄与している。本学はオフィスアワーを定

めていないが、各学科には合同研究室を置き、常に学生に開放しており、また少人数・

グループでの演習及び実技・実習によって、学生と教員とのコミュニケーションが日常

的に保たれている。非常勤副手は各学科合同研究室に常駐し、学生からの相談や教員及

び事務局からの照会等に対応するなど、それぞれの間をつなぐ存在として学修支援にあ

たっている。 

また、木材加工・金属加工・ガラス加工・撮影スタジオにはそれぞれ専門技術職員を

配置している。令和 2(2020)年 5 月 1 日現在で合わせて 14 人を採用し、学生をサポート

している。さらに音楽系の授業においてはピアノ伴奏要員 12 人と管弦打要員 54 人を配
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置し学生をサポートしている。 

留年者及び退学者対策としては、履修・成績状況が思わしくない学生及び身体・精神

面で不安を持つ学生を把握次第、教務課及び合同研究室をはじめ、学生課、キャンパス

ライフサポート室、保健管理室等が情報交換し連携を取りながら、指導・相談にあたっ

ている。 

障がいのある学生への支援や配慮については、学生生活委員会を中心とし、教職協働

で対応に努めている。平成 29(2017)年 12 月 1 日に「大阪芸術大学障がいを理由とする

差別の解消の推進に関する基本方針」を制定し、平成 30(2018)年 4 月 1 日より施行して

いる。障がいのある学生及びその家族やその他の関係者からの相談に関する窓口を、学

生課を中心として保健管理室、キャンパスライフサポート室、教務課、入試課、就職課、

通信教育部事務室、人権・同和教育研究室に設け、学生への合理的配慮に努めている。 

障がいのある学生からの申し出があった場合、入学前に本人、保護者やその他の関係

者と担当学科の教員、関係部署職員でケース会議を行い、入学後のサポートに努めてい

る。 

 
改善・向上方策（将来計画） 

学生生活委員会、FD 委員会、教務委員会において教職協働で学生への積極的な支援や

サポートを行える体制を整える。教務課と学科の教務担当教員とで連携を取り、初年次

教育の取り組みやカリキュラムの理解への周知、時間割作成、教室配置など学生支援体

制について教職協働での取り組みを継続する。 

上記の課題のうち、教養課程教員のオフィスアワーの設定については、教務課が学生

と教員を取り次いでいる現在の状況と一定の相談時間を設ける場合を比較し、メリッ

ト・デメリットを判断しながら検討しているところである。また、留年者及び退学者や

学修意欲が低下している学生への支援については、今後も事務局各部署の連携を進める

とともに、出席・成績管理による学修指導によって、担任教員と共に早期の対応を目指

す。 

 

2－3 キャリア支援 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

 

事実の説明及び自己評価 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

就職・進路支援体制 

 就職部は、部長（教員兼務）ほか専任職員 8 人、非常勤職員 1 人で構成されている。

また、就職委員会を設置して各学科の就職委員と常に連携を取りながら、学生の就職・

進路支援を行っている。就職部の主な業務は、次のとおりである。 

 

キャリア支援科目の開講 

「キャリア論Ⅰ」、「キャリア論Ⅱ」を教養科目として開講している。卒業後の進路につ

いて、低学年から考え行動していくため、企業の採用活動と内定のポイントや就職活動
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報告書の作成等について指導している。担当教員に加え、企業の採用担当者や卒業生を

ゲストに招いて講義を行うことにより、受講生が自らのキャリア形成を積極的に考える

機会を与えている。 

 

就職及び進路の適切な指導・助言・支援活動 

3 年次の時点で進路登録票を提出させ、それを基に学生への就職情報の提供、進路面

談など、進路支援にあたっており、専門を活かすことができる職種を希望する学生の期

待に応えるよう努めている。また、学生の相談に積極的に応じており、就職活動方法、

自己分析から業界・企業・職種研究に至るまで、個別にきめ細かな指導を行っている。

同時に、採用試験に合わせて履歴書・自己紹介書作成、エントリーシートの書き方、模

擬面接、ポートフォリオ作品などについても支援している。 

 

就職及び進路等に関する情報の収集と発信 

学生が学内の端末から求人票の採用情報や約 20,000 社の企業情報を複合的に検索で

きるよう就職支援システムを導入しており、学生が業界研究や企業研究を行う際にも非

常に有益なものとなっている。 

 

企業訪問などによる求人開拓 

学生が希望している企業への訪問及び求人票の送付等によって求人を開拓している。 

また、内定した新規企業を訪問し、今後の求人につなげている。企業訪問では、内定

のお礼及び「求める人物像」「採用において重視するポイント」「企業の雰囲気」などの

声を聴き、就職部職員が企業と学生との架け橋の役割を果たしている。 

 

就職・進路ガイダンス 

3 年次から就職・進路ガイダンスを行っており、就職部の活用、自己分析、業界・企業

研究、マナー、企業へのアプローチ、採用試験、内定後の留意点など、就職活動、進路

決定に関わる基礎的な事項を指導している。 

進学希望者には、就職希望者と同じように進学に際しての指導、助言を行っている。

本学大学院進学希望者に対しては学内説明会を実施している。 

 

就職試験対策講座 

 採用試験に向けての対策準備を目的として、企業研究、面接、マナー、論作文、エン

トリーシート、SPI、プレゼンテーション、ポートフォリオ制作など、採用試験には欠か

せない内容に関する講座を行っている。 

 

就職試験模擬試験 

 企業等の採用試験で行われている一般常識試験、SPI 試験の模擬試験を、本番に向け

た対策準備として実施している。また、模擬試験実施後に、試験解説ガイダンスや対策

講座も行っている。 
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業界研究セミナー 

 エンターテインメント、メーカー、映画・映像、広告等多彩な業種の企業から講師を

招き、学生の業界研究、職種研究及び採用試験研究を支援する目的で開催している。 

 

学内合同企業説明会及び業界・企業セミナー 

4 年次を対象として、令和元(2019)年 5 月に学内合同企業説明会を開催した。3 日間で

58 社の採用担当者が来校し、延べ 925 人の学生が参加した。学内合同企業説明会は、学

外で行われているものとは異なり、芸術系大学の学生にとって魅力的かつ非常に有益な

イベントとなっている。 

また、3 年次を対象として令和 2(2020)年 2 月に業界・企業セミナーを開催し、当初は

5 日間で 28 社が来校予定だったが、新型コロナの影響により数社中止となった。令和 2 

(2020)年 3 月にも、スカイキャンパスで合同企業説明会を開催する計画を進めていたが、

新型コロナの影響により開催直前に中止した。 

 

インターンシップ 

 企業インターンシップは、就職部が主体となってキャリア支援の一環として行っている。 

2 年次及び 3 年次、大学院 1 年次を対象として希望する学生を企業に派遣している。 

学校インターンシップは、1 年次から 4 年次及び大学院生の学校教員希望者を対象と

している。いずれのインターンシップも単位認定は行わない。企業インターンシップは

5〜10 日間程度、学校インターンシップは原則として 1 年間（半年間も可能）、就業体験

を行う。令和元(2019)年度の実施状況は、下記のとおりである。夏季休暇が短く、学生

を企業に派遣することが困難になったことにより、夏季インターシップは中止となった。

春季だけの実施となったため企業数、参加学生数とも昨年度より減少した。 

 

表 2-3-1 インターンシップ実施状況 

年度 
企業インターンシップ（春季） 学校インターンシップ 

企業数 参加学生数 学校数 参加学生数 

令和元(2019)年度 10 社 19 人 1 校 1 人 

 

【エクステンションセンターによる資格取得支援】 

 本学学生の資格取得を支援し、キャリア教育を促進するべくエクステンションセン

ターを設置して、資格講座を立案・実施している。学生の専攻している領域と関連のあ

る講座を多数開講しており、授業終了後に受講できるよう配慮している。 

 

表 2-3-2 エクステンションセンター開講講座 

年度 講座の分野 講座数 参加学生数 

令和元(2019)年度 
情報処理系、英語系、色彩系、建築系、教養系、

映像表現系 
16 講座 172 人 
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改善・向上方策（将来計画） 

学生の就職活動に対応するため、常に就職・進路ガイダンスや就職支援対策講座など

の内容を見直し、改善を図り実行していく。また、業界研究セミナーは、学生の目指す

業界や企業を知る上で重要と考え、早い時期に企業（業界）を選定し、令和元(2019)年

度実施できなかったセミナーの開催を目指す。 

求人依頼は、現在、企業の採用担当者宛に求人票等を送付している。今後は、ウエブ

活用を進めるとともに、企業とのネットワークを活かし、求人票を含め就職活動に必要

な情報を一元化して、学生に提供できるよう改善していきたい。 

 エクステンションセンターによる資格講座は、引き続き内容の見直し等を行いたい。 

 

2－4 学生サービス 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

 

事実の説明及び自己評価 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 
「学生生活委員会」、「人権教育推進委員会」、「奨学生審査委員会」を設置し、事務担

当部署として学生課を設けている。 

 

〈委員会〉 

「学生生活委員会」は、学生の厚生補導及び福祉に関する事項について企画・協議の

上、その執行にあたっている。近年は離籍（退学・除籍）者・率の減少を目標に、委員

の教員と学生部が協働して、健康・精神面で課題を持つ学生への対応やカウンセリング

にあたるケースが増え、その役割は大きくなっている。 

「人権教育推進委員会」は、大阪芸術大学人権・同和教育基本方針に則り、本学の人

権教育を推進する組織で、具体的には講演会、研修会により計画し実施している。法人

本部人権推進委員会、法人本部総務人権推進室との連絡提携により、毎年 12 月の学内人

権週間の期間中、講演会、啓発パネル展示、人権標語・発行物図案の公募等に取り組ん

でいる。また、人権教育特別講演会開催など、人権意識を高める活動を実施している。 

 この 2 つの委員会組織は、学生部長を委員長とし、芸術学部 15 学科、教養課程、大学

院研究科より選出された教員と事務職員で構成され、通常はそれぞれ年 3 回開催してい

る。 

 「奨学生審査委員会」は、本学学費全額免除特待生・奨学規程に定める奨学生の選考、

資格の喪失及び給付の休止、本規程その他奨学制度に関する事項について取り扱う組織

として設置している。委員長は学長とし、芸術学部 15 学科の学科長、教養課程主任教

授、大学院研究科長と事務職員で構成されている。 

 

〈学生部〉 

学生部は学生課、キャンパスライフサポート室、保健管理室で構成される。 

学生課は、学籍に関すること、奨学金に関すること、寮・下宿に関すること、課外活

動に関すること、その他福利厚生に関することを取り扱っている。 
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キャンパスライフサポート室は、学生のカウンセリングに関すること、その他キャン

パスライフサポート室業務に関することを取り扱っている。 

保健管理室は、学生の保健管理に関すること、その他保健室業務に関することを取り

扱っている。 

 

【学生生活の支援】 

教育研究活動中の不慮の事故による怪我などに備え、全学生を対象に学生教育研究災

害傷害保険（以下、学研災）に加入している。また、初等芸術教育学科の学生や、教職、

司書、学芸員といった資格課程履修者、インターンシップ申込者には、活動中に生じる

対人・対物賠償に備えて、学研災付帯賠償責任保険にも追加で加入しており、これらの

保険料については大学が負担している。 

さらに学研災では補償が不足すると思われる場合の備えとして、学研災付帯学生生活

総合保険の加入（任意）も案内している。 

その他、課外活動クラブには、財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険加入を

推奨しており、加入にあたっては費用を全額大学より負担している。 

平成 26(2014)年 9 月より第一食堂にて 100 円朝定食を実施。午前 8 時から 9 時まで朝

定食が 100 円で提供される。寮・下宿生をはじめとする学生が、朝食をとることで脳が

活性化され勉学に集中できるようになることや、1 時限目の授業への出席率向上を意図

しており、好評を得ている。 

学生が自動車通学を希望する場合、申請書の提出と任意保険の加入を必須としている。

申請は随時受け付けている。平成 30(2018)年度からキャンパスにより近い新駐車場を稼

動しており、学生の利便性がさらに向上した。 

スクールバスは、授業期間中を主として本学と喜志駅を結ぶ区間を無料で 1 日あたり

180～200 便運行している。また平成 26(2014)年度より本学と大阪（梅田）駅を結ぶ区間

も時間を指定して運行開始した。運行時間 50 分（渋滞時除く最短時間）で本学と大阪

（梅田）間を結ぶことにより、大阪（梅田）駅を利用する学生に対し有意義な時間を提

供している。授業期間（前期 4 月～7 月、後期 9 月～1 月）で通学定期料金として半期

27,000 円で販売し、また片道乗車券として 500 円券も販売している。 

大学登録団体（クラブ・サークル）には顧問（専任教員もしくは主任以上の事務職員）

を配置しており、クラブ活動をする上で安全面の指導や活性化のための助言等を行って

いる。顧問は、負傷時の応急マニュアルや顧問の役割など、安全な活動推進や諸事問題

について常に情報を共有し、クラブ活動の活性化及び安全面の強化に取り組んでいる。 

クラブ・サークルに所属する学生には、年に数回、消防署員の指導による AED を含め

た救命講習会を実施し、各クラブの部員が救命講習の知識を持てるよう配慮している。 

下宿紹介については、大学周辺の寮・下宿・ワンルームマンション紹介冊子を作成し、

希望者に配付している。紹介する物件と本学で連携を図り、大家には親身な対応をお願

いしている。 

 

【学籍相談】 

 休学や退学を検討している学生や保護者に対しては、学生課窓口や電話を通して学生
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相談に応じている。令和元(2019)年度は 475 件の相談に対応した。学生課窓口で受け付

けた場合は学生課員がヒアリングし、そこに至る経緯や理由を聞き取ることにしている。

学業不振、人間関係の悪化、経済的理由、進路変更などその理由は多様であり、個々に

応じた対策や措置を共に考え、迷いを感じる学生が学業を継続できるよう教員や他部署

と連携することが狙いである。学生生活委員を中心に学科と事務局との連携を深めて、

離籍者（退学者、除籍者）の抑制に取り組んでいる。 

 

【経済的な支援】 

〈奨学金業務の外部委託導入〉 

 平成 29(2017)年度から、日本学生支援機構が所管する奨学金、本学独自の授業料 3 割

減免制度に係る業務を外部企業に委託した。受給率の高い日本学生支援機構奨学金をは

じめ、近年は奨学金受給者が大幅に増加し、制度改定の影響もあって事務作業が増大し

ている。従来は学生課員が業務にあたっていたが、他の業務との兼務でもあるため、学

生サービスの低下や職員の時間外勤務の問題が生じていた。 

 外部委託の導入や窓口のゾーニングの工夫等により、業務に応じた人員の柔軟な運用

や効率的なスケジュール進行が可能になり、学生サービスが向上している。事務局内の

認知も進んだことから、学生相談や学費管理との連携がスムーズに図られている。 

 

【通信教育部】 

 通信教育部事務室を設置し、専任職員が奨学金などの相談に応対している。また、通

信教育部運営委員会を設置し、学生サービス・サポート等についても議論を行っている。  

電話による対応に加え、メール、郵便、ファックス等、学生個々の環境に応じて質問

が可能となるように配慮している。 

  

 

〈本学独自の奨学金制度〉 

学業優秀者奨学金 

2 年次～4 年次を対象に、前年度の学業成績、人物ともに優秀な学生に 50 万円（1 学

年 40 人）を支給する経済支援を行っている。 

 

大阪芸術大学緊急奨学金 

家計支持者の死亡等により家計が悪化し学業継続が困難と申し出があった場合に、50

万円を支給する臨時採用奨学金制度を設けている。 

 

大阪芸術大学震災・災害奨学金 

災害指定地域に在住し、被害を受けた在学生（保護者住所を含む）に対して、見舞を

兼ねた奨学金として支援している。なお、支給額は被害の程度により 60 万円を上限に

40、20、10 万円、軽微な被害の 50,000 円まで 5 段階に分かれている。 

 

大阪芸術大学大学院学生研究奨励金 
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博士課程前期・後期の大学院生に対して研究の奨励を目的として、年間 40 人以内に

50 万円を支給している。 

 

大阪芸術大学通信教育部奨学金 

2 年次～4 年次の正科生を対象に、前年度の学業成績、人物ともに優秀であり、学費支

弁の困難な学生 1 名につき年間 10 万円を支給する経済支援を行っている。 

 

表 2-4-1 独自奨学金一覧（令和元(2019)年度実績）            

奨学金の名称 内容 支給学生数 

学業優秀者奨学金 50 万円給付 120 人 

緊急奨学金（家計支持者死亡に伴う臨時採用） 50 万円給付 7 人 

震災・災害奨学金 
50,000～60 万円

給付 
1 人 

大学院学生研究奨励金 50 万円給付 32 人 

大阪芸術大学通信教育部奨学金 10 万円給付 1 人 

大阪芸術大学奨学金授業料 3 割減額免除※1 授業料 3 割減免 503 人 

  

 

〈本学独自の学費の軽減（経済的支援制度）〉 

授業料 3 割減額免除 

 就学者を除く家計全体の所得金額が 218 万円以下の世帯の本学学生に対し、授業料の

3 割を減額免除する制度を設けている。なお、入学金免除者の 3 割減額免除生を含め

1 学年 130 人以内を採用している。対象者は総学生数の 1 割弱を占め、国内の大学で

も有数の規模となっている。 

 

学内で進学（学部→博士前期→博士後期）した際の入学金の軽減 

学部から博士課程前期課程へ進学する場合の入学金は半額、博士課程前期課程から博

士課程後期課程へ進学する場合の入学金は全額を免除することにより、学内進学者の

経済的負担の軽減を図っている。 

 

大学院において修業年限を越えた者の学費軽減 

大学院において所定の期間在学し所定の単位を修得した者が、学位論文提出のため在

学する場合の学費は、博士課程前期課程では半額を免除、博士課程後期課程では 4 分

の 3 を免除し、学位取得に対する支援を行っている。 

 

学費の延納・分納 

在学中の学生が、やむを得ない理由により学費の納入が困難になった場合、学費の延

納（納付期限の延長）、または分納を許可している。 
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〈新入生対象の奨学金制度〉 

学費全額免除特待生制度 

 一般入学試験［センター試験＋専門試験 方式］で一定以上の成績（専門試験の成績が

200 点満点中 180 点以上かつ大学入試センター試験 2 教科（2 科目）の成績が 200 点

満点中 180 点以上）の基準を満たした者を学費全額免除特待生とし、4 年間の学費を

全額免除している。この制度により、適性実技や小論文等の専門的な技術や知識だけ

でなく、芸術を学ぶ上で必要となる基礎的な学習能力を高く有した入学志願者を確保

することができている。 

 

初年度授業料全額免除奨学生制度 

 一般入学試験［センター試験＋専門試験 方式］で一定以上の成績（専門試験の成績が

200 点満点中 170 点以上かつ大学入試センター試験 2 教科（2 科目）の成績が 200 点

満点中 170 点以上）の基準を満たした者の初年度授業料を全額免除している。この制

度は、前述の学費全額免除特待生資格で不採用となった入学志願者の受け皿にもなっ

ている。 

 

大阪芸術大学新入生奨学金 

 全試験種別を対象に、入学試験成績優秀者計 130 人の入学金を免除している。また入

学金免除対象者のうち、経済的理由（世帯の総所得金額が条件を満たす者）により修

学が困難な学生に対して、初年度授業料の 3 割免除を入学前に採用している。この制

度は、入学後も修学に専念しやすい環境づくりの一助となっている。 

また、令和 2(2020)年 4 月より国の高等教育の修学支援新制度が始まることから、

受験生が経済的理由で進学を諦めることなく学び続ける環境ができた。そのため本学

では、令和 3(2021)年度の入学試験より、経済的理由での進学困難者への支援よりも

入学試験での成績優秀者を対象とし、入学後に 30 万円を 200 人に支給するという形

で奨学金内容を変更する。200 人の配分は、学校推薦型選抜入学試験（指定校制推薦

入試）を除く試験種別ごとの募集定員の比率によって決定する。この制度を周知して

いき、学校全体のレベルアップを図るとともに、学生受入れ数の維持に努めていきた

い。 

 

「“世紀のダ・ヴィンチを探せ！”高校生アートコンペティション」学費免除制度 

 大賞受賞者は 4 年間の学費全額免除、金・銀・銅賞受賞者は入学手続納入金、審査委

員長・部門別最優秀賞・特別賞は入学金を免除している。また、本学に入学しない場

合でも各賞に応じて奨学金を授与している。高校生を対象とすることで、早い段階か

ら芸術に興味を持つ生徒の裾野を広げるための支援にもつながっている。 

 

「“すごいよ！キャンパスター”ヴォーカルコンテスト」学費免除制度 

 グランプリ受賞者は入学手続納入金免除と GIZA（レコード会社）との育成契約（メ

ジャーデビューに向けた育成環境の提供）、準グランプリ受賞者は初年度授業料免除、

奨励賞受賞者は入学金免除の対象となる。ただし育成契約に関しては、大阪芸術大学
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演奏学科ポピュラー音楽コースまたは短期大学部メデイア・芸術学科ポピュラー音楽

コースに入学する学生を対象としている。 

 

ファミリー奨学金 

 本学通学課程に同時在籍する者のうち、下位に入学した学生の入学金を免除している。

また、通学課程卒業生の兄弟姉妹が入学した場合、入学金の半額を免除する。親子の

場合も同様に免除している。同時在籍の場合は保護者の学費負担も重くなるため、経

済的負担の軽減を図り、進学しやすい環境を整えている。 

 

〈学外の奨学金制度〉 

日本学生支援機構奨学金のほか校友会奨学金、地方公共団体・民間育英団体より多種

にわたる奨学金の取り扱いをしている。奨学金情報については、学内掲示板やウエブサ

イト、ガイダンス時の案内配付等で情報を提供している。 

 

表 2-4-2 学外奨学金一覧（令和元(2019)年度実績）              

奨学金の名称 内 容 
貸与・給付 

学生数 

学部 日本学生支援機構奨学金 

定期採用 
給付 42 

学部 日本学生支援機構奨学金（第一種） 

定期採用 
無利子貸与 318 

学部 日本学生支援機構奨学金（第二種） 

定期採用 
有利子貸与 547 

大学院日本学生支援機構奨学金（第一種） 

定期採用 
無利子貸与 0 

大学院日本学生支援機構奨学金（第二種） 

定期採用 
有利子貸与 8 

学部 塚本学院校友会奨学援助金 卒業年度後期授業料の半額以内 1 

大学院塚本学院校友会奨学援助金 卒業年度後期授業料の半額以内 3 

学部 小野奨学会奨学金 月額 40,000 円給付 33 

大学院小野奨学会奨学金 月額 60,000 円給付 2 

あしなが育英会 

月額 30,000 円給付 40,000～

50,000 円貸与 

または月額 40,000 円給付

80,000 円貸与 

9 

交通遺児育英会 
月額 20,000 円給付 20,000～

80,000 円貸与 
1 

香雪美術館奨学金 月額 40,000～50,000 円給付 2 

大東育英会 月額 20,000 円給付 2 
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船井奨学会 月額 30,000 円給付  2 

中村積善会 月額 30,000 円給付 1 

パル井上財団 月額 25,000 円給付 1 

奥村奨学会 
月額 30,000 円給付（留学生

40,000 円） 
2 

日本文化教育振興財団 月額 20,000 円給付 1 

石川県教育委員会 月額 44,000 円貸与 1 

宝塚市教育委員会 月額 30,000 円貸与 1 

池田市教育委員会 月額 10,000 円給付 1 

東大阪市教育委員会 月額 17,000 円貸与 1 

大分県奨学会 月額 54,000 円貸与 2 

長崎県育英会 月額 47,000 円貸与 1 

大遊協国際交流・援助・研究協会 月額 50,000 円給付 1 

ロータリー米山記念奨学会 月額 10 万円給付 1 

朝鮮奨学会 月額 25,000 円給付 2 

文部科学省外国人留学生学習奨励費 月額 48,000 円給付 学部 10 院 1 

 

教育ローン 

奨学金のほかに、塚本学院教育ローン（三井住友銀行提携）、国の教育ローンを紹介す

ることにより、経済的な問題の解消に努めている。また平成 24(2012)年度より経済的

に困難な学生の家計支持者を対象に、株式会社オリエントコーポレーションと提携し

た「学費サポートプラン」（学費分割払いサービス）を導入している。 

 

アルバイト紹介 

株式会社学生情報センターが運営する学校別アルバイト紹介システムに参加してい

る。学生はウエブサイトからの登録により利用が可能。本学の専門性を活かしたアル

バイトの紹介も行っている。 

 

【課外活動への支援】  

体育館、グラウンド等の練習場所、部室等の施設の提供や整備に対して支援を行って

いる。顧問、監督、コーチには試合や合宿に伴う交通費・宿泊費の旅費支援（1 回 50,000

円上限・年 2 回まで。交通費は年額最大 10 万円上限）を行っている。 

 毎年 2 日間で約 10,000 人の来場者がある学園祭へ 200 万円の援助、及び企画内容の

相談、指導を行っている。 

大学としてチアリーダー、ブラスバンドを創設し、依頼があるクラブに応援を行って

いる。 

白浜（和歌山県）と菅平高原（長野県）にある福利厚生施設をクラブ・サークルの研

修や合宿、レジャー等の場として学生が利用しやすい料金にて提供している。 
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表 2-4-3 学生組織の一覧（令和元(2019)年度実績） 

組織名称 内容等 

学生自治会中央委員会 

学生の学生による学生のための自治組織。大学祭や各クラブの援助金の支

給及び、学生の自主的活動を支援している。また新入生歓迎祭・夏まつり・

球技大会・体育祭（クラブマッチ）等、積極的に自主企画を計画実施し、

全学生がよりよい学生生活を送るための支援活動を行っている。 

体育会 公認 16 団体により組織され、291 人が所属。 

文化倶楽部連合 
33 団体により組織され、音楽系、ダンス系、パフォーマンス系、研究系な

どの活動内容を有している。1,295 人が所属。 

学園祭実行委員会 

11 月 3 日、4 日開催の大学祭を主催する。数か月の準備を費やし 2 日間で

10,000 人（実行委員会調べ）の来場者を集める。多彩な企画に人気があ

る学生の一大イベントである。 

 

【健康相談、心的相談、ハラスメントに対する取り組み】 

 健康相談は保健管理室、心的相談はキャンパスライフサポート室、生活相談等は学生

課で受け付けている。学生や相談内容が多様化し、部署間の連携対応が必要なケースも

多く、ネットワークシステム上での情報共有、部内連絡会での共有とカンファレンスな

どを実施している。その上で、学科教員や教学関連部署と連携を取りながら対応する事

例が増えている。 

 

〈健康相談〉 

保健管理室では、専任看護師 2 人を配置し、応急処置、健康相談及び年度始めの健康

診断等を実施して、学生の身体の健康相談・健康管理に関する支援を行っている。 

健康増進法の一環として、スモーカー度チェックや肌年齢チェックを用いた喫煙防止

教育への取り組みも行っている。また、アルコールパッチテストも実施し学生の飲酒に

関しての指導も行っている。体育会系クラブに所属する学生に対して、毎年心電図の受

診を行いクラブ中の事故を未然に防ぐ努力も行っている。 

 

〈心的相談〉 

キャンパスライフサポート室は、事務局と連携を図る体制となっている。スタッフは、

精神科医（専任教員）1 人と常勤カウンセラー3 人を配し、常時学生相談に対応できる体

制である。個別面談室 2 部屋とフリースペースの空間を用意し、学生への相談・カウン

セリングを中心とした心のケアに関する支援を行っている。フリースペースには雑誌・

漫画やフリードリンクを用意し、自由かつ気軽に利用できる空間となっている。授業に

出席する前後に身体や精神を落ち着かせる空間として継続的に利用する者も多い。また、

「ティーアワー」と題して、年 5 回、七夕イベント・アイスクリーム作り・たこ焼きパー

ティー・クリスマスパーティーなどを実施し、精神的な成長、仲間づくりやコミュニケー

ションの場として開催している。 
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表 2-4-4 保健管理室・キャンパスライフサポート室の利用状況（令和元(2019)年度実績）    

名 称 
年間相談件数 

備 考 平成 29(2017)

年度 
平成 30(2018)

年度 
令和元(2019)

年度 
保健管理室 2,050 2,084 1,742 医師、看護師 

ｷｬﾝﾊﾟｽﾗｲﾌ 

ｻﾎﾟｰﾄ室 
個別相談 1,523 1,305 1,789 医師、 

臨床心理士 ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ 3,554 3,423 3,258 

 

〈ハラスメントに対する取り組み〉 

ハラスメントに対する取り組みとして、学生に対しては「学生生活を円滑におくるた

めに」と「人権ハンドブック〜人権問題をより深く理解するために〜」の冊子を配布し、

相談窓口の案内や対処方法への啓発に努め、教職員に対しては｢ハラスメントって?!｣の

リーフレットを作成・配布することによりハラスメント防止に努めている。 

 

【障がい等学生に対する支援】 

 障がい等を有する学生が、授業等において支援や配慮を必要とする場合、申し出に応

じて学生部が中心となり、関係する学科や事務局部署を集めてケース会議を実施してい

る。ケース会議では学生の置かれた状況の把握、希望の聞き取り、大学の基本的な姿勢

の説明を行った上で、建設的な対話を深めつつ、教育的な配慮、身体的・精神的なケア

について納得できる方策を検討する。その結果は学生部長名での配慮依頼書として履修

する科目の担当教員に配付され、学生が各科目で適切な配慮を受けられるようになる。

また希望者はキャンパスライフサポート室や保健管理室を通して継続的なカウンセリン

グやケアを受け、学生生活を円滑に送ることができる。また配慮依頼に至らずとも個別

の配慮依頼や情報共有、その後の継続的なケアに至るケースもあり、多様な背景を持つ

学生の受入れの一助となっている。 

 なお、本学の基本方針は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づ

いて制定しており、支援体制の確立とさらなる充実に取り組んでいる。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

経済的支援については、多様な予算を組んで学生への支援を行い、充実した制度とし

て実施している。今後もさらに学生のニーズを踏まえた学修支援体制の検討を続けてい

きたい。 

課外活動支援では、学生自治や課外活動への参加率を高める策が必須である。大学生

活の活性化につながる点を PR し、また意欲ある学生が参加しやすく、結果ややりがいが

見えやすくなる仕掛けが望ましい。学生自治会と協働し、従来の規約や運用の見直しを

進めている。 

 健康相談、心的相談、障がい者の学修支援については、特にメンタルヘルス面でケア

が必要な学生が増加しており、関係する教職員が症状や最新の動向について理解を深め

るとともに、各部署間をコーディネートする能力が必要とされる。 
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 離籍者の抑制については、連続欠席者への早期働きかけ、教職員に相談しやすい関係

性の醸成と窓口の周知、モチベーションを維持・向上するイベントやレクリエーション

の実施などが考えられる。従来実施してきたものを継続・見直しするとともに、他大学

の例に学び有効な策を講じていく。 

 

2－5 学修環境の整備 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

 

事実の説明及び自己評価 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

【校地・校舎】 

 本学キャンパスは、大阪府南河内郡河南町にあり、近鉄南大阪線・長野線喜志駅から

大学専用スクールバスにて約 10 分のところにある。校地・校舎とも大学設置基準上必要

な面積を十分に満たしている。 

 本学キャンパスの校舎群は日本初の公開コンペティションによって設計され、その後

およそ 20 年間にわたって整備が進められた。昭和 54(1979)年芸術選奨文部大臣賞を受

賞した特色ある社会的評価の高いものである。 

 また、各施設・設備は十分に整備され、有効に活用されている。 

 

表 2-5-1 本学の校地・校舎面積（令和 2(2020)年 5 月 1 日現在） 

校地面積 
設置基準上必要な 

校地面積 
校舎面積 

設置基準上必要な 

校舎面積 

318,691 ㎡ 49,800 ㎡ 140,354 ㎡ 40,746 ㎡ 

 

【施設設備の維持・運営体制】 

 法人本部内に基本計画検討委員会建築部会を設置し、校地の整備、校舎の増改築等に

係る基本計画の企画・立案を行っている。これらは財務部財務課が所掌している。 

 本学キャンパスの施設管理は庶務部庶務課が所掌しており、教員や各部署と連携して、

改修や改善の要望に基づき施設の維持、管理に努めている。また事務局各部署は、当該

部署が管理する設備等の改善と充実に努めている。 

 キャンパス全体の施設設備の清掃や管理・警備については庶務部庶務課が所管し、委

託業者の協力を得ながら実施している。また、水道・電気・ガス・消防設備・空調設備・

照明設備・エレベーター、ホール・ステージの昇降装置・照明設備等の点検も定期的に

実施し、施設設備の良好な状態を維持するように努めている。特に、法律に基づき「特

定建築物」として指定を受けている建物については、空気・空調設備・飲料水・雑用水・

排水等の衛生上の維持管理を計画的に行っており、毎年、保健所による検査において衛

生上の維持管理状況の検査を受け良好な状態を維持している。 
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 身体障がい者対応としてスロープ、点字ブロック、音声・点字対応エレベーター、専

用駐車場、身体障がい者用トイレ、自動ドア等を導入している。 

 実習の授業で使用した廃液の処理や空気環境測定、産業廃棄物などの処理・対策につ

いても関係法令を遵守し、委託業者の協力を得て廃棄・処理を行っている。また、廃液

タンクの設備については、床面をコンクリートにすることによって地下水・土壌への漏

えい汚染防止の対策を取り良好な環境を保つように努めている。 

 大学所有の自動車や教職員バス、学生送迎用として業者に委託しているスクールバス

についても法定点検等を実施し安全な状態を保つように努めている。また、毎年、庶務

課職員が「安全運転管理者法定講習」を受講し安全運転管理者として公用車の管理を

行っている。特に、教職員が公用車を運転する際には、公用車学外運行管理簿に使用状

況を記録することにより運行状況の管理及び安全運転の徹底を図っている。 

 また、環境保全のため大学内に芝生を植え、緑化に努めるとともに 12 号館、13 号館

屋上には太陽光発電設備の設置、空調省エネシステム（ピークセーバー）の導入、LED 照

明の設置等を通して省エネルギー対策も行っている。 

 

【施設・設備の安全性確保】 

 基本計画検討委員会により学内の建物の建築・改修計画が立案され、安全性を確保す

るように努めている。建物の老朽化への対応として毎年計画的に耐震補強及びバリアフ

リー改修工事を行っている。（下表参照） 

 また、消火器や消火栓等の消防用設備については、総合点検及び機器点検を実施。地

震などによる災害に備えた防災管理点検も実施しており、施設・設備の安全性を確保し

ている。 

表 2-5-2 

平成 27(2015)年度 2 号館、20 号館、21 号館 

平成 28(2016)年度 3 号館 

令和元(2019)年度 芸術情報センター 

 

 

【設備管理】 

 契約している設備管理会社がキャンパス内に常駐し、日々施設設備の保守管理に努め

安全を確認するとともに、日々の電気・空調・給排水設備の管理・点検内容や電力使用

量の作業日誌を庶務課に提出し、担当者間のコミュニケーションの充実を図っている。 

また、設備管理室にはエレベーター監視装置や火災報知の受信盤等も設置され管理を

行っている。このほかに学内の建物の簡易な補修作業等もあわせて行っている。 

 芸術系の総合大学であるためそれぞれの専門分野にふさわしい施設、設備や実習室等

に多数の機器を設置しており、それらの安全を確保するため定期的に点検を行っている。 

 

【保安・防犯対策】 

 学内に常駐する警備業者が日々施設の巡回を行い、庶務課へ保安警備日誌を提出し、

キャンパス内の安全確認を行っている。 
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 構内入口及び 11 号館・総合体育館の 3 箇所に警備員室があり、学内巡回等を実施し、

常時、不審者の侵入を未然に防ぐように努めている。また、構内入口や学生駐車場、教

職員駐車場等には交通警備員を配置し、学内への自動車の進入も最小限に留め、自動車

等による事故が発生しないように努めている。 

令和 2(2020)年より学生駐車場及び学内通用門付近に車両管理用の自動ゲートを設置

し、許可された車両以外の入構を規制するなど適正な入構管理を実施している。 

 キャンパス内の安全性確保のため、正門周辺や学内のエレベーターに防犯カメラを設

置し防犯対策を行っている。また、学舎配置の大型案内板を設置し、避難場所や避難経

路の明示等も行い緊急時対策を行っている。 

 各施設は庶務課を中心に管理されており、「施設・設備等使用許可願」を提出すること

で利用できる。授業時間外であってもこの許可願を提出することで、原則 9:00〜20:00

まで利用することができる。また、許可された書類を警備業者に配付することにより、

使用時の巡回・警備・使用後の施錠確認など、適切に対応している。 

  

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

【主要施設】 

＜塚本英世記念芸術情報センター＞ 

 昭和 56(1981)年にしゅん工。キャンパスの基調デザインであるコンクリート打ち放し

の外観を備えたスケール感豊かな建物で日本建築学会作品賞、日本芸術院賞、JIA25 年

賞（社団法人日本建築家協会）・BELCA 賞（社団法人建築・設備維持保全推進協会）を受

賞した。   

地上 8 階・地下 3 階のセンターの中には、芸術情報資料が多数収集された図書館のほ

か、ドイツ・クライス社製のパイプオルガンを備えたホールなど多様な学科内容を反映

した設備が入っている。学生はここで芸術に関する情報や表現に触れるほか、気軽に憩

いの時間を過ごすことができる。本学の創設者である塚本英世初代学長を記念し、本学

のシンボルとしての役割を果たす特色のある建築物である。 

展示ホールは、学生・教員、学外の芸術家・クリエイターの創造の成果を展示・発表

するための空間で、可動パネルを用い、展示内容に適した空間を構成・演出することが

できる。 

実験ドームは、音響・映像による新しい表現を試すためのホールで、可動ドーム、つ

り物等の舞台機構を備えているほか、マルチ映写、立体音響を用いることが可能である。 

AV ホールは、映画上映や映像を利用した講演会など、視聴覚メディアに対応したホー

ルで、特別講義やシンポジウム会場としても使用されている。 

 

＜図書館＞ 

芸術情報センターの 2 階〜4 階及び地下 2 階に位置し、閲覧スペースは延面積 2,788

㎡、書庫スペースは延面積 1,188 ㎡である。芸術各分野に関する専門書をはじめ、蔵書

数は、和・洋書 26 万 4,908 冊、映像資料 19,012 点、録音資料 27,062 点、機械可読資

料 381 点、楽譜 52,196 点、和洋雑誌 401 タイトル(購読契約中冊子体)、雑誌所蔵 3,072

タイトル（書誌数）、電子ジャーナル 6,016 種、データベース 14 点、電子ブック 6,346
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点（買切り・購読合計、楽譜を含む）である。 

座席数合計 581 席、利用者用端末 27 台を有し、令和元(2019)年度は開館日数 239 日、

入館者数は 66,251 人で、貸出冊数は 20,827 冊、貸出者数 11,556 人である。 

「ウィリアム・モリスコレクション」をはじめとしてヴィクトリア朝時代の絵入り芸

術雑誌や挿絵本、「ラファエル前派コレクション」「万国博覧会（ロンドン、パリ等）関

係資料コレクション」等の貴重書を収集、保存している。これらのコレクションは、定

期的に 4 階展示コーナーで展示し、一般にも公開している。また、図書館ウエブサイト

上では、所蔵品展についての解説も公開している。 

通常授業期間中の開館時間は、平日 9:20〜19:20、土曜 9:20〜15:40（第 1・3 土曜の

み 18：20 まで）である。日曜祝日は休館となっている。また、通信教育部のスクーリン

グ期間中も開館（平日 9：20〜17：40、土曜 9:20〜15:40）し、通信教育部生も利用して

いる。 

各学科の研究室には、研究室別置図書として図書館資料を別個に保管し、利用できる

ようになっている。なお、当該資料については、該当学科の学生だけではなく、図書館

を通じて他学科の学生も利用できるようになっている。また、2 階閲覧室の中央には、

各学科の指定図書や各学科の教員が推薦する図書を配置する書架を設け、学科を問わず

利用できるようにしている。 

さらに閲覧室以外に視聴覚資料閲覧室、視聴室、学習室（多目的ルーム）、共同研究室

があり、授業、ゼミ等や図書館の各種ガイダンスでの使用のほか、学生グループの自主

的な学修・研究活動にも使用している。 

 

＜博物館・ギャラリー施設＞ 

博物館 

 本学博物館は平成 14(2002)年に大阪府より博物館相当施設として指定された。大学開

学以来、教育、研究のために収集してきた国内外の優れた芸術作品、資料の保存、展示

を行っている。19 世紀末の初期モデルから 20 世紀半ばまでの蓄音機コレクション、世

界で 4 セットしかないアンリ・カルティエ＝ブレッソン写真コレクション、20 世紀のグ

ラフィックデザインの大きな流れの一つであるスイス派の作品など、近・現代の貴重な

芸術作品、資料を所蔵している。これらのコレクションを広く社会に公開していくとと

もに博物館学芸員の資格取得に必要な実習も行っている。 

 博物館事務室を設置し、学芸員有資格者の職員を配置して所蔵品の保存管理、所蔵品

展開催、博物館実習実施、展示施設貸出管理、所蔵品貸出等の業務を行っている。 

 

ギャラリー 

 総合体育館 1 階に設置した体育館ギャラリーは博物館事務室管理のもと、教員や学生

が授業の成果発表及び課外活動における作品を展示するためのスペースとして機能し

ており、主に造形・メディア系の学生が各自展覧会を自主的に企画・実施している。 

  

＜体育関係施設＞ 

総合体育館 
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 平成 10(1998)年にしゅん工。斬新なデザインにより、大阪府建築士会より大阪都市景

観建築賞、第 46 回大阪建築コンクールにおいて大阪府知事賞を受賞している。館内には

大小のアリーナ、トレーニングルームなど体育施設のほか、インターネットルーム、ギャ

ラリー、書店、売店、食堂、喫茶店などが設置されており、学生が気軽に過ごすことが

できるコミュニティ空間となっている。体育の授業のほか、各種の全学的イベント、入

学式・卒業証書授与式、附属幼稚園の運動会、大学祭、クラブ活動（バレーボール部・

バトミントン部・バスケットボール部）等に利用されている。 

 

グラウンド 

 本学には、グラウンドを 3 箇所設置しており、総合体育館の裏手には、弓道場・アー

チェリー場・テニスコート 3 面を併設した人工芝のグラウンド（約 20,500 ㎡）を設置し

ている。陸上競技・野球・サッカーの種目に対応する広さで、体育の授業のほか、クラ

ブ・サークル活動に利用し、夜間照明も完備しているため 20：00 まで使用可能である。

また、大学所在地の河南町より災害時における避難場所として総合体育館第 1 アリーナ

とともに指定を受けている。 

 平成 22(2010)年 8 月には、10 号館裏手に第 2 グラウンド（約 39,000 ㎡）を新設し、

陸上競技用のトラックを整備している。以上のほかに、大学の隣接地である南河内郡太

子町にもグラウンドを設置し、少年野球チームに練習場所として貸し出している。 

総合体育館やグラウンド等の体育設備については、授業、クラブ活動以外にも開放時

間を設け、希望する者が自由に使用できるようにしている。体育施設では体育系クラブ

に配慮して、グラウンドに人工芝や夜間照明を設置したことにより、クラブ活動が活発

化している。 

 

＜情報教育施設＞ 

総合体育館1階にインターネットルームを設置し、学生の学修・制作活動の支援を目

的に、コンピュータ（Windows 73台・Mac 52台 合計 125台）と大判プリンターを備え

ている。入学時に配付しているアカウントで、インターネットルームや学内のネット

ワークパソコンを利用し、インターネットへの接続・メールの利用が可能である。ま

た、大判プリンター以外に、各種プリンターも設置し、学生のニーズに合わせたプリ

ントが可能である。授業期間中のインターネットルームの開室時間は、平日10：00〜

19：40、土曜日10：00〜15：00である。日曜・祝日は、開室していない。また長期休

暇期間中は、平日10：00〜17：00、土曜日10：00〜12：00に開室し、大規模なコン

ピュータのメンテナンスもその期間中に行っている。また、ノートパソコンもそろ

え、学内での利用に限定し、貸し出しも可能である。 
インターネットルーム内には、利用者へのサービスとしてヘルプデスクを設置し、

操作方法や利用方法などの説明を行い、スムーズに利用できるように取り組んでい

る。 
コンピュータの教育環境は、コンピュータ基礎教育及び授業目的・内容に合わせて 9

号館 5 階にコンピュータ教室（Windows 51 台）、10 号館 5 階にコンピュータ教室（Windows 

253 台・Mac 155 台）を設置し、本学の特徴である芸術教育支援のための制作ソフト（画
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像系・3D 系・音楽系等）を各種導入し学修環境の整備に努めている。 

また、平成 26(2014)年度には学生の発想力・表現力養成の場としてラーニングコモン

ズ化の整備を行った。 

 

＜実習施設＞ 

芸術劇場 

 平成 17(2005)年 10 月にしゅん工。舞台芸術を学ぶ大学の中でも屈指の舞台実習施設

で、舞台・客席（569 席）・照明・音響設備・楽屋などの劇場設備を完備している。さら

に、舞台芸術学科研究室、舞台表現演習室など館内に設置し、舞台芸術学科を中心に授

業、実習を行っている。毎年、学年ごとに学内公演や卒業公演を開催し、授業で培った

能力を発揮できる場として活用されている。 

 舞台は、主舞台とそれに続く奥舞台兼組立場の大きなスペースを設け、1 階席の床を

上下に可動させてオーケストラピットや舞台に転換でき、さまざまな演劇・演奏・オペ

ラ・ミュージカル等の公演・研究発表が可能である。 

 

20 号館ホール 

 舞台芸術学科の発表・実習の場として、舞台装置・音響・照明等の設備を備え、学生

が主となって実習ができる場所となっている。 

 

撮影所  

 平成 13(2001)年にしゅん工。延床面積約 1,100 ㎡の広さを誇る撮影所は、高さ 10ｍの

遮音壁構造で形成された 2 つのスタジオ棟と屋外作業所で構成されている。スタジオ内

には、日本間・洋間の据え付けセットが設けられ、季節や天候の制約に関わらず、計画

的にイメージどおりの撮影が可能である。映画撮影の現場で蓄積されたノウハウを反映

し、映画制作に最適化された設備の撮影所で映像学科学生たちによる制作が行われてい

る。 

 

映画館  

 平成 21(2009)年 10 月に完成。7 号館 1 階実習ホールを改装して 35 ㎜・16 ㎜フィルム

映写機及び DLP プロジェクターによる大画面での映写、ドルビーサラウンド 6.1chEX の圧

倒的な臨場感あふれる音響再生によって、一般の映画館と同等のクオリティを持つ小劇場

を設置する（屋内面積 101 ㎡・客席 119 席）。また、平成 30(2018)年には、DCP（テジタル

シネマパッケージ）上映方法にも対応し、学生たちによる作品上映のほか、一流の映画監

督、脚本家、俳優などを招いての試写会も開催されている。 

 

音楽関係設備 

 講義、演奏会などに用いられる多目的ホールとして、3 号館ホール・14 号館ホールが

あり、吹奏楽・オーケストラやグループによる授業・実習、演奏会や研究発表に使用さ

れている。また、3 号館・5 号館にはピアノレッスン室が 47 室、練習室が 57 室あり、個

人レッスンや自主練習に使用されている。練習室は学生の申し込みによって自由に練習
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できる。 

 また、ポピュラー音楽コース専用のスタジオとして、23 号館レッスンスタジオ・アン

サンブルスタジオがあり、防音設備・保有機材は録音スタジオレベルの質と量を完備し

ている。専用ミキサー卓やマイク・アンプ・キーボード類がそろい、デモ音源の録音も

可能である。このほかに、9 号館にはレコーディングスタジオがあり、CD の制作や音響

作品の収録等が可能である。6 号館の音楽スタジオは、録音・編集機器を備えた専用の

スタジオで、電子楽器の機材も保存されている。 

 2 号館には、「情報音楽基礎演習」（フィナーレによる楽譜清書及び音源操作）、「電子

音響音楽 1 と 2」（ロジックやキューベースでの電子音響音楽制作、Max によるプログラ

ミング）、「レコーディング 2」（ProTools による音声データの波形編集とマスタリング）、

「映画・テレビドラマ音楽基礎」（キューベースによる映像に音楽を付ける制作）などの

授業で使用したり、卒業制作（コンピュータによる作品制作）、作品制作演習（高度な作

品制作）、データベース作成、フィナーレで作曲したオーケストラ作品の音源ソフトを用

いたリアルな音源制作、音楽スタジオレコーディングで収録した音源の編集等が行える

設備がある。 

 

放送学科関係設備 

 放送学科内には、メディア産業での活躍を目指す学生が多く、声優・アナウンス等の

コースを開設し、制作現場と同様の実習が可能であるテレビスタジオ・アフレコスタジ

オ等の実習室やハイビジョン中継車等も完備している。平成 27(2015)年には、アフレコ

スタジオを増設した。この 2 箇所のスタジオでは洋画やアニメのアフレコ実習を行って

いる。 

 

ガラス工芸設備 

 ガラス工芸の実習施設には、1 階にブローベンチや吹きガラスの作業ができる工房、2

階に平面研磨機、片軸研磨機、ダイヤモンド平面研磨機を備えるガラス加工室・展示室、

3 階に電気炉を有するガラス鋳造室、サンドブラスト室、バーナーワーク室を備え、学

生のあらゆる制作を可能にしている。 

 

アートサイエンス学科棟 

平成 29（2017）年 4月に開設したアートサイエンス学科の拠点となる校舎建設に際し、

平成 29(2017)年 5 月 26 日に地鎮祭を行い、平成 30(2018)年秋、正門から続く坂道を上

りきった場所にアートサイエンス学科棟（30 号館）を新設した。設計は世界的に著名な

建築家・妹島和世氏で、丘の上という立地に合わせ、丘と一体化したような、なだらか

なカーブを描く外観で、地上 2 階地下 1 階からなる。 

 

大阪芸術大学テレビ（スタジオ） 
「大阪芸術大学テレビ（Osaka University of Arts-Television・通称 OUA-TV）」は、  

平成 18(2006)年 10 月に発足。大阪芸術大学芸術学部・通信教育部・大学院、大阪芸術

大学短期大学部、大阪美術専門学校、附属幼稚園といった、大阪芸術大学グループ各校
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の情報を内外に発信するメディアセンターとしての役割を担っている。平成 19(2007)年

4 月より本格運用を開始。各グループ校に設置した 60 インチのプラズマディスプレイを

デジタルサイネージとして利用し、芸術系大学の特色あるイベントや、教員・学生たち

が所有する映像コンテンツをまとめたニュース形式の番組「OUA-TV NEWS」を配信した。 
また、学内配信と並行してウエブ上でも動画を視聴できるよう特設サイトを設置。学

生たちによる演奏会や作品展覧会の様子、セミナー・シンポジウム、これまで教員が蓄

積してきた研究成果・作品の発信など、動画配信の初期からインターネットを通して広

く世界に情報発信している。現在では配信プラットフォームを YouTube に移行し、時代

のニーズに合わせた活動を行っている。 
OUA-TV の番組制作は、大阪芸術大学総合体育館に設置された特設スタジオを拠点に

行われている。オリジナルの美術セットやテレビ収録用の照明器具を完備。実際の放送

局仕様のビデオカメラやノンリニア編集機などを整備し、充実したインフラを擁してい

る。スタッフには放送学科教員や卒業生を採用するとともに、放送学科を中心とした学

生たちが積極的に番組づくりに参加。番組に出演するキャスターやリポーターは、放送

学科アナウンスコースや声優コースの学生たちが課外実習の一環として起用され、その

目的が教育活動を主として運営されていることも特色である。 
学内サイネージとウエブを中心に配信してきた OUA-TV は、その発信拠点を地上波番

組に移す。平成 22(2010)年から、関西・関東の独立放送局と連携し、地上波テレビ放送

「大阪芸大テレビ」をスタートした。 
また平成 30(2018)年からは、放送学科の必須科目「制作実習Ⅱ」のカリキュラムにお

いて、「OUA-TV 実習」を開始。「大阪芸大テレビ」と連携し、地上波で放送するコンテン

ツを制作している。 
その他の活動として、夏の全国高等学校野球選手権大会のテレビ中継で放送される大

阪芸術大学のテレビ CM をはじめとする動画広告制作業務、地方自治体との事業提携に

よるプロモーション DVD 作成や、公共性の高いイベントにおいて大阪芸術大学が所有す

るハイビジョン中継車を使用した映像技術協力など、産学官連携の推進にも大きな役割

を果たしている。  
 

その他 

芸術系大学のため、カリキュラムの大部分が実習・実技系科目であり、各学科が特色

のある実習スタジオやホール等の実習施設を擁している。実習施設等においては、芸術

学部や通信教育部及び大学院の学生が年間を通じて、施設・設備を授業以外でも、作品

制作等の場として有効に利用している。芸術劇場や撮影所は同様の施設としては他に類

を見ない規模のもので、特色ある施設・設備として、学内外から評価されている。 

平成 27(2015)年度には、グループ活動や課題解決学習などを取り入れたアクティブ・

ラーニングの重要性が着目されてきている中、講演やグループ交流、大型プロジェク

ターを使用してのプレゼンテーション、展示会場など自由な空間としてフレキシブルに

活用できるプロジェクトラボ室を、デザイン学科棟 1 階に設置した。 
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＜学内テナント＞ 

 学内には、業務契約により、テナントとして食堂・喫茶・パン店・画材店・楽器店・

書店・カメラ店等多様な店舗を設置している。毎年、学生のニーズに対応できるように

双方確認の上、契約書を交わしている。また、藤井寺保健所が中心となって開催してい

る「中ブロック大学等食環境整備連絡会議」に参加し、学生食堂を通じて学生の食育環

境の改善にも取り組んでいる。 

 また、令和 2(2020)年より日替わりでフードトラック（移動販売車）による営業が開

始され、学生のニーズにあった食事が提供されている。 

 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

建物のバリアフリー対策、視覚障がいの学生に対する配慮として、施設面では点字ブ

ロック、音声・点字対応エレベーターを設置、設備面では音声読み上げソフト導入パソ

コン、点字プリンター、点字パソコンを導入している。 

また、肢体不自由の学生に対しては、スロープ・専用駐車場の整備、多目的トイレ及

び障がい者用エレベーターを設置している。 

 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

教養科目を中心とした講義科目については、同一科目を複数クラス開講した上で、各

クラスの学科を指定するなどして、履修者を分散させる努力をしている。また、教養科

目の英会話やコンピュータを使用する科目、専門関連科目の主開講学科外の学生などは、

あらかじめ受講可能者数を設定し、希望者が受講可能者数の上限を超えた場合は抽選で

受講可能者を決定している。 
教養科目では履修登録数の上限を 20 単位までとし、受講者数の抑制、及び学生の学修

時間の確保に努めていたが、平成 27(2015)年度入学生からは、教養科目に限らず実習も

含めた卒業所要要件科目の履修登録単位数の上限を設けた。これに加え、進級要件とし

て卒業所要要件科目の修得単位数を各学科、各学年に設定した。この結果、教養科目で

は平成 26(2014)年度と平成 27(2015)年度を比較すると、受講者数が減少している科目

が 6 割ほどある。導入 2 年目にあたる平成 28(2016)年度においては、教養科目では受講

者数は大幅な減少が見られず、むしろ科目によっては大きく増加している。トータルで

見ると、教養科目は前年度よりも増加しているが、専門関連科目の受講者数は、前年度

より減少している。これは、平成 27(2015)年度入学生から教養科目の余剰分が自由選択

科目としてカウントされるようになった影響だと考えられる。平成 30(2018)年度には、

平成 28(2016)年度以降履修者が増加傾向であった英語系科目の開講クラスを増やし、履

修者を分散させた。また、履修者が多かった講義科目についても、開講曜日時限を見直

した上でクラス数を増やし、適正人数での開講に努めた。令和元(2019)年度には、教養

科目の外国語として設置していた「LL 英語Ⅰ」、「LL 英語Ⅱ」を、使用機器の老朽化のた

め廃止した。科目廃止に伴い、英語系科目を見直し、実際にコミュニケーションを図り

ながら授業を展開する英会話や英語を強化した。令和 2(2020)年度は新型コロナ感染拡

大防止のため、講義教室は、通常の約 3 分の 1 の定員での開講を目指し、前年度履修者

が多かった科目について抽選を実施した。開講科目について条件（担当者や開講曜日時
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限、開講クラス数等）がそれぞれ異なるため、単純比較することはできないが、大幅な

受講者数の減少や増加の見られる科目については、開講クラス数や開講曜日時限等を見

直し、適切なクラスサイズでの授業を運営できるよう努めた。適正人数の開講を目指す

とともに新型コロナ感染拡大防止のため、安全を確保できるよう努めた。 
 各学科の専門教育科目における演習、実習科目については、人数の多い学科では同一

科目を複数クラス開講し、教室のキャパシティや設備・備品などの兼ね合いも含め、適

正な人数での指導に努めている。 
時間割の工夫や複数クラスの開講だけでは学生数の多い学科には対応できないため、

学科・科目に特化した専用教室を順次用意している。平成 26(2014)年度には、舞台芸術

学科に音響効果コースの教室を増設し、前年度まで音響効果教室として使用していた教

室を演技・ダンスなどの身体表現系の教室として仕様を変更した。また、学生数が減少

傾向にある美術学科の実習室を整理し、舞台芸術学科の演技・舞踊などの身体表現系の

教室として改築した。平成 27(2015)年度から講義教室をアフレコスタジオと身体表現系

の演習室に改築し、アフレコスタジオは放送学科の専用教室として、演習室は放送学科

を主とし、身体表現系の科目を持つ学科の教室として使用している。令和元(2019)年度

には、舞台芸術学科の新規科目開設に伴い、美術学科の実習室を専門教室に改築し、授

業に必要な設備を設置した。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

校舎の増改築の際に、多目的トイレの設置等バリアフリー対策を進めてきたが、今後

も引き続き充実を図っていく。サイン表示も「車椅子用トイレ」から「多目的トイレ」

へと変更した。平成 26(2014)年度には、総合体育館インターネットルームのラーニング

コモンズ化整備、第一食堂の一人でも食事がとりやすいブースなどを設置する改修工事

等も実施した。平成 30(2018)年には、新たにアートサイエンス学科の新校舎（30 号館）

を設置した。今後も校舎・施設の整備を進めていくとともに、設備・機器についても最

新のものに更新していく予定である。 

 授業を行う適正な学生数を確保するために抽選で受講者数を決めている科目があるが、

抽選に漏れる学生が希望どおりの履修登録をすることができないという問題がある。ま

た、抽選で受講可能となった学生が、後に必須科目との重複に気づき当選科目の取消を

申し出ることがある。抽選に漏れる学生がいる一方で当選を辞退する学生がいるという

状況を打開できるように改善していきたい。抽選の必要な科目の予備登録システムを構

築し、必須科目との重複チェックなどを予備登録の時点で行うような仕組みを作ること

が今後の課題である。平成 30(2018)年度より履修者を早期に確定するために追加募集を

廃止した。今後は時間割の組み換えや抽選科目の見直しにより、適正な学生数での授業

を目指したい。令和 2(2020)年度の履修訂正期間は、履修科目の追加を認める予定であっ

たが、新型コロナ感染拡大防止の観点により、追加履修登録は実施せず、削除のみ認め

た。令和 3(2021)年度以降の追加履修登録については、適正人数での開講に重点を置き、

追加履修可能科目の精査が必要である。 
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2－6 学生の意見・要望への対応 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意見・要望

の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

 

事実の説明及び自己評価 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

教育目的の達成状況を点検・評価するための方法として、授業科目ごとに、授業評

価アンケートを実施している。一般的な質問項目のほか、自由記述欄があり授業以外

の学科の状況に係る内容等についても記載され、次学期・年度以降の教育研究活動の

改善・向上に反映させている。アンケートの結果は授業担当教員へ科目ごとの回答を

周知し、また学科ごとの集計結果をまとめ、FD 委員会を通して各学科へフィードバッ

クし、組織的に実施・活用している。 

また、新入生アンケートを実施し、志望動機、本学に期待することなどをくみ取り、

教育活動及び入試広報に取り入れる試みを行っている。また、就職課では就職先・進

路状況の調査に加えて、就職相談の利用状況などの調査を実施し、学生支援に役立て

ている。 

  事務局及び学科研究室の日常業務においては、ふだん寄せられる教職員・学生のニー

ズを吸収し、反映させるよう努めている。 

平成 27(2015)年度より、CAP 制を導入した。資格課程に必要な科目取得に配慮し、

資格課程の科目単位を履修制限から除き、時間割の重複による資格課程科目の履修見

送りが改善されている。また、履修制限により、学修時間の確保と、各学科のカリキュ

ラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーに基づく本来の体系的な学修計画が組まれる

ように履修指導に反映し、努めている。 

 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意見・要望

の把握・分析と検討結果の活用 

学生自治会中央委員会主催で公認団体の代表者が集まってリーダーズ会議を実施し

ている。この会議の主な目的は年度更新時に、新幹部を招集して課外活動に関する仕組

みや手続きの説明をすることである。この会議には学生課も参加し、事務局と学生の信

頼関係を構築するとともに、課外活動を通じた学生生活の活性化に向けて助言し、協働

しやすい環境づくりを心がけている。 

中央委員会が中心となって意見を取りまとめ、改善できるところは独自で取り組み、

大学に対しての意見・要望などを要望書として提出するなど、実現可能なところから取

り組んでいる。 

平成 28(2016)年度から実施している「卒業生アンケート」では施設、支援・サービス、

キャンパスライフについての設問があり、要望の把握・分析を行っている。満足度はお

おむね標準的である。 
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2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

卒業生アンケート（平成 29(2017)年 3 月実施）から、施設設備に関する満足度は高い。

ただ、学内食堂に関する要望事項が多く、業者に対し改善点の検討を求めている。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

アンケートの結果は、それぞれの教育活動へ反映されており有効に活用されているが、

これらのアンケートは当初教務課、入試課及び就職課の各課単位で実施され、それぞれ

の業務改善が目的であった。そのため、結果が各課内での活用にとどまり、大学全体と

して、教育目的の達成状況を測るといった観点での活用がやや不十分であった。今後は、

授業評価アンケート等の調査方法や質問項目の見直しによる多角的な調査と、結果デー

タの共有・公表方法を含めた教育活動への反映が有効に機能する仕組みの構築に取り組

んでいく。 

 

［基準 2 の自己評価］ 

建学の精神、教育目的等を踏まえた入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）を

学部、大学院それぞれに定め、さらに学科ごとに設定し、本学ウエブサイトで公開し運

用している。 

入学者選抜については AO・推薦・指定校推薦・スポーツ推薦・一般・センター試験利

用入学試験と多様化・多元化を進めており、多彩な能力、資質を持った学生を受け入れ

ている。芸術学部の在籍学生数は入学定員を満たしており、適正であるといえる。大学

院については、今後研究成果の広報や進学説明会等の開催を実施していくなどし、定員

数の充足に向け、改善を図っていきたい。 

大学院 TA 制度を導入し、大学院嘱託助手、非常勤副手等とともに実習等の授業の円滑

な運営に寄与している。 

キャリア支援については、教育課程内の授業と、就職部で行っているガイダンス、就

職支援対策講座などと有機的に連動して支援を行っている。また、エクステンションセ

ンターによる資格取得講座などにも取り組んでいる。 

授業科目ごとに授業評価アンケートを実施し、教育目的の達成状況を点検・評価する

ための方法の一つとしている。結果は授業担当教員へ科目ごとに周知し、また学科ごと

に集計し、FD 委員会を通して各学科へフィードバックしている。 

 学生支援、厚生補導の組織として「学生生活委員会」、「人権教育推進委員会」、「奨学

生審査委員会」を設置し、事務担当部署として学生課を設けている。本学独自の奨学制

度など経済支援が充実している。健康相談は保健管理室、心的相談はキャンパスライフ

サポート室、生活相談等は学生課で受け付け、相談内容の多様化に伴い 3 部署が常時連

携を取りながら対応する体制も整っている。学生自治会からの要望書提出により改善に

取り組むなど、学生の意見を吸い上げるシステムも機能している。 

校地・校舎とも大学設置基準を大きく上回る面積を有し、芸術情報センター、総合体

育館をはじめ、各校舎及び校舎群は数々の賞を受賞しており、社会的評価も高い。また

芸術劇場、撮影所、映画館など実習施設も充実している。受講者数の適正化に努め、バ

リアフリー工事や耐震工事を計画的に実施している。 
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基準 3．教育課程 

3－1 単位認定、卒業認定、修了認定 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基

準等の策定と周知 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

 

事実の説明及び自己評価 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

本学では、芸術学部の教育目的「本学は高度の学と芸を教授・研究し、それぞれの専

攻分野に関し、民主社会における指導的人材を知と愛の精神をもって育成することを教

育目的とする。」の内容に沿い、専門の学芸を教授研究するとともに、広い知識を授け、

高潔かつ平和的な国家及び社会の教養高き形成者を育成することを目的とするとうたっ

ている学則第 1 条に基づき、ディプロマ・ポリシーを策定し以下のとおり定めている。

また、本学大学院は、学部における一般的及び専門的教養の基礎の上に、美及び芸術の

理論並びに制作等を教授研究し、その深奥を究めるとともに、高度の美及び芸術理論と

その制作等に裏づけられた人材を養成し、広く社会に貢献することを目的とすると学則

第 1 条に示し、博士課程前期課程、博士課程後期課程それぞれに教育目的を定めた上で、

以下のとおりディプロマ・ポリシーを設定している。教育目的及びディプロマ・ポリシー

については、学生便覧・大学案内・ウエブサイトで公開している。 

 

表 3-1-1 

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

芸術学部 

建学の精神を体現し、クリエイター、教育者、そして芸術の良き理解者として

社会に貢献し得る能力を学修していることを求める。成績評価は卒業所要単位数

の修得、卒業制作・論文・演奏の審査により、学位を授与する。  

①創造性と独創性：創作・表現・研究活動への主体的な取り組み／独創性・創造

性の伸張／専門的な能力の獲得  

②社会創造・貢献への意欲・能力：芸術を通した社会創造・社会貢献の経験／社

会人として必要な課題解決能力の獲得  

③境界領域の開拓：他領域・異分野への視野の獲得／コラボレーションの経験 

大学院 

芸術理論研究及び芸術創造について高度な専門性が備わり、研究者及び芸術家

として自立し得る能力を学修することを求める。所定必要単位数を修得した上

で、研究指導教授による研究指導を得て、学位（修士・博士）論文、学位（修

士）作品を提出し、かつ審査及び最終試験に合格した者に学位を授与する。   

通信教育部 通信教育のディプロマ・ポリシーは通学課程に準じている 

 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基
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準等の策定と周知 

芸術学部ディプロマ・ポリシーに基づき各学科の内容に即した各学科のディプロマ・

ポリシーを設置している。各学科において学位授与における修得すべき内容と目指すべ

き人材育成を踏まえ、単位認定基準、進級基準、卒業認定基準を作成し、学生便覧にて

周知を行っている。修了認定基準についても同様に学生便覧にて周知している。また、

ガイダンスを行い学生への理解を求めている。 

 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

芸術学部の単位の認定については学則及び履修規程により定めている。各受講科目に

おいて授業時数の 3 分の 2 以上の出席かつ試験、作品提出、レポート等で 60 点以上の

評価を得た者を合格としている。令和元(2019)年度以前入学生の成績は優（80～100 点）・

良（70～79 点）・可（60～69 点）・不可（～59 点）の評点とし、令和 2(2020)年度以降入

学生より成績は秀（90～100 点）・優（80～89 点）・良（70～79 点）・可（60～69 点）・不

可（～59 点）の評点とする。「授業目的と到達目標」・「授業概要」・「授業計画」・「準備学

修（予習・復習）・受講上の注意」・「成績評価方法・基準」についてはシラバスの必須項

目となっておりウエブサイト上で全科目公開している。 

成績は、造形系学科においては合評、メディア系学科においては合評・上映会・公演、

音楽系学科においては発表会・卒業試験・実技試験等が実施され、複数教員により評価

されることにより公平性が担保されている。 

また、評価結果を活用して、全学生の単位修得科目の平均点を算出し、芸術学部の中

で最高得点者には「塚本英世賞」を与え、「塚本英世賞」を除く各学科の最高得点者は卒

業式における「総代」とし、卒業制作の優秀者には「学長賞」を与えるなど、学修成果

に対する広範な観点から顕彰を行い、勉学を奨励している。 

さらに、芸術学部平成 27(2015)年度入学生より成績優秀者に対する特例措置として学

業優秀者奨学金制度を導入し、前年度成績優秀者（1 学年最大 40 名）に対して 50 万円

を給付する制度を設けているが、令和 2(2020)年度より１学年最大 80 名と対象者を倍の

人数に増加する予定で進めている。 

既修得単位の認定は、入学以前に在学した大学または短期大学において修得した単位

のうち 60 単位以内（編入を除く）について行っている。また、編入学及び転学の場合、

原則として 3 年次への編入学等の場合は 60 単位としている。また、実用英語技能検定準

一級以上の合格者に対して、教養科目英語系科目 2 単位の単位認定を行っている。 

 

進級要件は、大阪芸術大学芸術学部履修規程別表 6＜進級要件＞のとおり各学科・コー

スで設定されている。その要件科目の単位を修得しなければ進級できず、その年次に配

当された授業科目を履修することができない。また、実技・実習等の科目には取得順位

（履修制限）を設定し、進級要件とあわせて専門教育科目を基礎から応用へと段階的に

履修することを促している。平成 27(2015)年度入学生より、教養科目だけでなく資格科

目を除くすべての科目を対象に履修登録単位数の上限を設け、過剰な履修登録を防ぎ適

切な学修時間の確保に努めた。進級要件については、教養科目、専門教育科目、専門関

連科目すべてあわせての修得単位数での制限を全学科に設け、学生に計画的な単位修得
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を目指すよう求めている。 

卒業要件は、4 年以上の在学及び 124 単位以上の取得である。また、大阪芸術大学芸

術学部履修規程別表 2＜履修方法＞のとおり、教養科目・専門教育科目及び専門関連科

目の区分で各学科がそれぞれ所要単位数を設定し、124 単位に満たない科目を自由選択

とし、学生の主体性による専門性・広い視野を獲得することを求めている。また、各学

科によっては専門教育科目に加え、教養科目及び専門関連科目においても、専門教育に

結びつく科目には必須・選択必須を指定し、専門性を高めている。 

学位は、卒業所要単位数の修得、卒業制作・論文・演奏の審査により授与している。 

これらの内容は学生便覧に掲載している。 

 

大学院の成績評価は、学部と同様に試験及びレポートと課題作品の成績を厳正に評価

し、出席及び受講態度等の評価を加え総合的に行っている。さらに学位（修士）作品、

学位（修士）論文、学位（博士）論文については、審査委員会を組織して審査・評価し

ている。 

「授業目的と到達目標」・「授業概要」・「授業計画」・「準備学修（予習・復習）・受講上

の注意」・「成績評価方法・基準」については学部同様シラバスの必須項目となっており

本学ウエブサイトで公開している。また、成績評点も同内容となっている。 

前期課程の修了要件は 2 年以上の在学、38 単位以上の取得、学位（修士）作品または

論文の審査及び最終試験の合格である。修業年限は 2 年で、4 年を超えて在学すること

はできない。後期課程の修了要件は 3 年以上の在学、14 単位以上の取得（芸術文化学研

究分野は 12 単位以上）、学位（博士）論文の審査及び最終試験の合格である。修業年限

は 3 年で、6 年を超えて在学することはできない。 

なお、修了の認定は分野ごとに行われる専門分野の審査会の議を経て「大学院委員会」

で確定し、「大学院芸術研究科委員会」で報告される。 

これらの内容は学生便覧に掲載している。履修に関しては、特に入学年度には履修方

法及び修了・卒業要件について重点的に理解を得られるように努めている。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

シラバスに基づいた授業の進行については、単位修得の基準及び授業の目的を学生に

理解させ、個々の学修効果に応じた指導で、能力を最大限引き上げることを引き続き目

指している。令和 2(2020)年度においては、新型コロナ感染拡大防止のため授業開始時

期が延期になったことを考慮し、試験や評価方法の変更等について学生に確実に伝える

よう努める。 

令和 2(2020)年度からの事務システムの入れ替えとポータルシステムの導入により、

GPA(Grade Point Average)制度の導入が実施可能となった。GPA 制度の導入で、単位認

定、進級及び卒業・修了認定等の基準をより明確化することが可能となり、学生自身が

ポータルシステムにより学修効果を把握できるメリットを活かして、主体的に学修効果

を上げる準備が整った。事務システムの入れ替えとポータルシステムの導入により新し

いシステムも加わるため、それを活かし教育目的を有効に伝え、さらなる教育の質の向

上につなげたい。 
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3－2 教育課程及び教授方法 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

3-2-④ 教養教育の実施 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

 

事実の説明及び自己評価 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

【芸術学部・通信教育部】 

 開学以来、本学の教育課程は建学の精神（5 項目の教育理念）をいかに実現しうるか

という観点から編成されている。永らく建学の精神は教育理念であると同時に教育目的

として位置づけられ、その精神を具現化できる人材を育成することが人材育成の方向性

とされてきた。このような沿革や活動の蓄積を踏まえた上で、建学の精神を現代の環境

における教育活動の中で実践することを目指し、その実現に向けての具体的な指針とな

るカリキュラム･ポリシーを学科ごとに策定しており、平成 29(2017)年度より学生便覧

やウエブサイトにおいて公表し、学生向けガイダンスにおいても周知している。 

 なお、通信教育部は芸術学部と同様の教育内容を提供することを目的としており、同

様のコンセプト・教育課程を擁している。 

 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

【芸術学部・通信教育部】 

下表のとおりに、すべての学科においてディプロマ・ポリシーを見据えたカリキュラ

ム・ポリシーとなっている。例えば美術学科であれば、ディプロマ・ポリシーにある「画

家」「美術科教員」「立体造形作家」「イラストレーター」などを目指せる人材育成のため

に、1 年次では幅広い分野の表現に触れさせ、2 年次以降は自分に合ったもしくは学びた

いジャンルの発見を可能にさせる表現力を身につけさせることを目的にカリキュラム・

ポリシーが確立されており、全学科に対しても同様のことが言える。 

 

表 3-2-1【芸術学部】 

学科 カリキュラム・ポリシー ディプロマ・ポリシー 

教養課程 建学の精神をふまえた芸術教育における教養課程の学
修は、広い創造力への入り口となり、複眼的、俯瞰的な

ものの見方を培うことから、大学における学問探究の導
入課程として位置づけている。 
豊かな人間性と広い視野を獲得すること及び科学的な

思考能力を養成し、芸術における創造的思考の育成を目
指す。 

卒業要件単位数として、英語系科目のうち 2 科目 4 単
位を含み 20 単位以上が課される。学科により所定の科

目、単位数を含む場合がある。 
大学における学問探究の導入課程として、専門知識の
修得と並行して、豊かな人間性を育み、広い視野と思

考力を養成し、卒業後、社会人としての必要な応用力
を学ぶ。 

美術学科 幅広い分野の表現に触れ、自分にあったジャンル、学び

たいジャンルを発見できるよう、1 年次に油画・日本画・
版画・彫刻を体験する。2 年次からは、選択したコース
に分かれて専門性を身につけ、表現を深める。4 年次に

は、卒業作品の制作に取り組み、卒業制作展において展
示発表を行う。 

各分野（コース）における知識と技法・表現の特性を修

得し、創造性と独自の表現手法を身につけ、芸術活動
の出発点に立てるような技量を修得し、かつ卒業要件
単位数 124 単位を修得し、卒業制作・論文の審査に合

格した者に学士（芸術）の学位を授与する。「画家」、
「美術科教員」、「立体造形作家」、「イラストレーター」
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などを目指せる人材を育成する。 

デザイン学科 1 年次には、多様なデザイン表現の基礎を学ぶ。 
2 年次からは、グラフィックデザイン、イラストレーショ
ン、デジタルアーツ、デジタルメディア、空間デザイン、

プロダクトデザイン、デザインプロデュースの専門分野
に分かれ、社会の中でのそれぞれのデザインの役割を認
識するとともに、社会の要求に応えられるプロフェッ

ショナルとして活躍できる思考力や表現力を身につけ
る。そのための、発想や構築のプロセスを実例をシミュ
レーションしながら体験的に学び、そこに自身のオリジ

ナリティある表現力をも育てる。 
4 年次には、卒業作品の制作に取り組み、卒業制作展に
おいて展示発表を行う。 

命題に対して、よりよい結果を出すための、効果的か
つ合理的な筋道を組み立てられる力を持ち、それを豊
かな感性と個性で表現する力を身につけ、かつ卒業要

件単位数 124 単位を修得し、卒業制作・論文の審査に
合格した者に学士（芸術）の学位を授与する。 
「グラフィックデザイナー」、「イラストレーター」、「空

間デザイナー」、「アートディレクター」、「Web デザイ
ナー」などを目指せる人材を育成する。 

建築学科 

 

建築分野と環境デザイン分野を総合し、建物や都市を
アートの視点から創造する設計能力を育む教育と研究
を展開する。 

自由な発想の芽を伸ばし、専門的知識と設計技術を徹底
的に身につけられるように、1 年次からコンセプトから
図面や模型へと空間を具現化していくプロセスを体験

させ、2 年次から 3 年次へと徐々に課題のレベルを上げ、
建築・環境に関する知識の高度化と設計技術のスキル
アップを図っていく。CAD を含む製図はむろんのこと、

構造力学や法規など一級建築士受験要件を充足する知
識もしっかり教育する。 
4 年次には、学びの集大成としての卒業作品の制作に取

り組み、卒業制作展において作品を発表する。 

建築及び都市における社会的使命を理解し、人間生活
を取り巻くあらゆる環境の諸問題の解決に向け、幅広
い専門的知識や設計・ものづくりの技術、他学科との

コラボレーションから得られる識見、さらにそれらを
応用する能力を身につけ、かつ卒業要件単位数 124 単
位を修得し、卒業制作の審査に合格した者に学士（芸

術）の学位を授与する。 
主体的に活躍できる高度な専門職能人としての「空間
デザイナー」、「ランドスケープアーキテクト」など、未

来を拓く広義の「建築家」を育成する。 

文芸学科 1 年次では、文章表現や文芸、メディア論の基礎の学修

からスタートし、日本および世界各地の文学を幅広く身
につけ、一方で創作の準備にもかかる。 
2 年次では、文章能力を高めることを追究しながら、引

き続き文学や演劇の様式・歴史を学修し、一方で広告や
印刷の基礎を学ぶ。 
3 年次より、ゼミ形式を取り入れ創作（小説・詩・脚本）、

ノンフィクション・文芸批評、出版・編集、翻訳・講読
の分野に分かれ専門知識を修得していく。 
4 年次には、卒業論文の制作に取り組む。 

文芸やノンフィクション、出版、翻訳などの各分野で

通用するスペシャリストとして、専門知識や実践力を
身につけ、かつ卒業要件単位数 124 単位を修得し、卒
業論文・制作の審査に合格した者に学士（芸術）の学位

を授与する。「小説家」、「国語科教員」などを目指せる
人材、「出版業」、「マスコミ」などで活躍できる人材の
育成を目指す。 

音楽学科 音楽･音響デザインコースでは、作曲や音楽作品の研究
は元より、電子音響音楽、音響システムデザイン、サウ
ンド・レコーディング、SR、楽器などを研究し、音楽と

音響を駆使して社会に貢献できる人材を育成する。 
音楽教育コースでは、創造性をそなえ時代のニーズに即
応する教育者を育てることを目標とする。 

4 年次には、卒業作品の制作、または卒業論文の執筆に
取り組み、卒業制作展において発表する。 

音楽の基礎的能力をそなえ、社会の動きやニーズを的
確に把握し、音楽を新しく捉え直す能力、また音楽の
指導者として教育現場で求められる適切な能力を身に

つけ、かつ卒業要件単位数 124 単位を修得し、卒業制
作・卒業論文の審査に合格した者に学士（芸術）の学位
を授与する。 

「作曲家」、「サウンドプログラマー」、「音響エンジニ
ア」、「音楽科教員」などを目指せる人材を育成する。 

放送学科 1 年次では、「良きジャーナリストである前に良き人間で
あれ」という理念に基づいて、基本的な教育が行われる。
放送学の基礎科目の修得からスタジオや機材の取り扱

い、カメラ、音声、編集の実習、中継車に乗り込んでの
熱血取材などを行う。 
2 年次になると、制作、広告、アナウンス、声優という、

各コースに分かれ、更に専門性を高めていく。「これだけ
は誰にも負けない」というプロフェッショナルへの道へ
進んでいく。 

4 年次には、卒業制作・論文に取り組む。 

テレビ、ラジオといった放送メディアを中心に、イン
ターネット、新聞、雑誌などますます多様化する他の
メディアをクロスさせながら未来のコミュニケーショ

ンを学ぶ。例えどんなに時代が進化しても「メディア
の中心は放送にある」という自信と誇りを持ち、技術
力、論理力とともに協調性を高め、またリーダーシッ

プを身につけ、かつ卒業要件単位数 124 単位を修得し、
卒業論文・制作の審査に合格した者に学士（芸術）の学
位を授与する。 

「クリエイティブディレクター」、「番組制作スタッ
フ」、「映像カメラマン」、「アナウンサー」、「声優」、「ナ
レーター」などを目指せる人材を育成する。 

写真学科 1 年次では、写真の基礎や歴史を学び、2 年次では写真
の理論や銀塩〔暗室〕授業、デジタル写真と製本授業、
動画やドローン操縦技能を修得する授業等、広域な分野

から写真を学ぶ。3 年次からは各自の専門性を鑑みゼミ
を選択、更に専門性を高めて行く。 
4 年次には、主に卒業制作に取り組み、学内外において

卒業制作展を行う。 

多様な写真表現に対応できる基本的な技術と知識を身
につけ、かつ卒業要件単位数 124 単位を修得し、卒業
制作・論文の審査に合格した者に学士（芸術）の学位を

授与する。 
「写真家」、「広告写真家」、「報道写真家」、「ブライダ
ルフォトグラファー」、「レタッチャー」など、マスコミ

分野、ポートレイト分野、デジタルメディア企業にお
ける写真のエキスパートを目指せる人材を育成する。 

工芸学科 1 年次に金属工芸、陶芸、ガラス工芸、テキスタイル・
染織の 4 コースで異なる素材や基本的技法に触れて、手
仕事の大切さを学ぶ。それと同時に新たな工芸教育の一

環としてデジタル学修にも積極的に取り組む。 

自分の手と頭を使い、ものを創造する力と現代のコン
ピュータ社会に対応したデザイン力を身につけた人材
を育てることを目標とし、かつ卒業要件単位数 124 単

位を修得し、卒業制作の審査に合格した者に学士（芸
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2 年次からは、自ら希望する専門のコースに進み、それ
ぞれの素材の表現方法を追求する。 

それに加えて 2～4 年次では就職や進学の準備として
ポートフォリオ作成・プレゼンテーション演習・アート
マネジメント演習など実社会に向けて IT 機器を駆使し

たスキルを授業内で修得する。 
4 年次には、これまでの学びの集大成として卒業制作に
取り組み、卒業制作展において成果を発表する。 

術）の学位を授与する。 
工芸学科では、工芸作家や職人の育成とともに企業へ

の就職も目指している。制作のみならずプレゼンテー
ションのスキルを修得するため IT 分野の学習や話し
方学習・作品撮影などの能力を育成し工芸作家や職人・

企業ニーズに対応した人材を育成する。 

映像学科 芸術の中でも映画映像はより大衆に近いものである。そ
の 120 年を越える歴史は、時代を越え、国を越え、人々

の心を魅了してきた。本学科では「見る、学ぶ、作る」
の三つを柱としている。映画を見ることで、優れた映画
人たちのメッセージから知性と教養を深め、学ぶこと

で、社会的、文化的な映画映像の力を知り、作ることで、
創造性と想像力、表現性と伝達力、協調性と指導力を持
つ人間を形成する教育の編成となっている。 

4 年次には、卒業論文、卒業シナリオ、卒業作品制作に
取り組み、卒業制作展にて作品上映を行う。 

人間の知性と技術の総合芸術である映画映像の教育学
修を通して、映画映像分野の教養や手技を後継者に伝

承することはもちろんのこと、広く社会一般に貢献す
る人材を育てることを目標とし、かつ卒業要件単位数
124 単位を修得し、卒業制作の審査に合格した者に学

士（芸術）の学位を授与する。 
「映画監督」、「撮影監督」、「脚本家」、「映像クリエイ
ター」、「アニメーション作家」、「プロデューサー」など

を目指せる人材を育成する。また、「芸術」、「娯楽」、
「サービス業」だけでなく、「商業」、「製造業」、「経済」、
「政治」、「海外交流」などの分野でも、インテリジェン

スとイマジネーション、コミュニケーション能力を
持って、リーダーシップを発揮できる人材を育成する。 

演奏学科 実技レッスンを通して各分野の知識と演奏技術を修得

することはもとより、学内外公演を取り入れた特色ある
カリキュラムにより実践的に演奏研究を重ね、知識と技
術をバランス良く身につけた演奏家の育成を目標とす

る。 
4 年次には、卒業演奏が課され演奏会にて成果を発表す
る。 

音楽ジャンルが多様化する現代において、実技レッス

ンを通して、各々の専門分野の研究に加え、さまざま
な音楽を研究するとともに知識・技術・感性を身につ
け、かつ卒業要件単位数 124 単位を修得し、卒業演奏

の審査に合格した者に学士（芸術）の学位を授与する。 
「演奏家」、「トレーナー」、そして、音楽の良き理解者
として「音楽科教員」、「音楽講師」などを目指せる人材

を育成する。 

舞台芸術学科 1 年次より、演技演出、ミュージカル、舞踊、ポピュラー

ダンス、舞台美術、舞台音響効果、舞台照明の各コース
に分かれ、専門的なアプローチを通して、創造活動の基
本となる感性、知性を養い、身体感覚を高める。また、

コースを越えた舞台上演にむけた共同作業で、互いに切
磋琢磨する中、より豊かな人間関係を構築する力を育む
ことができる。 

4 年次には、卒業制作として舞台公演にて成果を発表す
る。 

舞台上演を前提にした実践的なカリキュラムの中で、

現場で役立つスキルを身につけるとともに、対話力、
協調性、礼儀作法など、舞台人にとって欠かすことの
できない資質を身につけ、かつ卒業要件単位数 124 単

位を修得し、卒業制作の審査に合格した者に学士（芸
術）の学位を授与する。 
想像力と詩的感受性をあわせ持った「俳優」、「ダン

サー」、「テーマパークパフォーマー」、「舞台制作スタッ
フ（美術、音響、照明）」などを目指せる人材を育成す
る。 

芸術計画学科 芸術･文化の領域で、作り手、受け手がともに生きる力を
増進する創造的な出会いの場を、最新のテクノロジーを
視野に入れて構想・実現する総合的なプロデュース能力

の獲得を目指して、発想力の育成のための広範な知識を
修得し、並行して発想を実現できる実践力を修練する。 
3 年次には「卒業計画」、4 年次には「卒業研究」が課さ

れ、各自のテーマをもとに研究活動の結果を発表する。 

芸術・文化を多角的に理解し、作り手、受け手が共に生
きる力を増進する創造的な出会いの場を、最新のテク
ノロジーを視野に入れて構想・実現する総合的プロ

デュース力を身につけ、かつ卒業要件単位数 124 単位
を修得し、卒業研究の審査に合格した者に学士（芸術）
の学位を授与する。 

総合的なプロデュース能力を活用し、社会に貢献する
「総合イベントプロデューサー」「コミュニティイベン
トプロデューサー」「アートイベントプロデューサー」

「キュレーター」などを目指せる人材を育成する。 

キャラクター造形

学科 

漫画、アニメーション、ゲーム、フィギュアアーツの各

分野において、魅力的なキャラクターを創造するために
必要とされる物語や世界観を構築する方法論を身につ
けるとともに、アナログとデジタル両方の表現技術を修

得し、自己のオリジナリティを各分野で発揮できる人材
を育成する。 
4 年次には、卒業作品の制作に取り組み、卒業制作展に

おいて展示発表を行う。 

漫画、アニメーション、ゲーム、フィギュアアーツ各分

野のクリエイターとして活躍できる能力を身につける
とともに、社会人として必要なコミュニケーション、
プランニング、プレゼンテーション、プロデュースの

能力を身につけ、かつ卒業要件単位数 124 単位を修得
し、卒業制作の審査に合格した者に学士（芸術）の学位
を授与する。 

「漫画家」、「アニメ監督」、「ゲームプランナー」、「イ
ラストレーター」、「漫画原作者」、「フィギュア原型師」
などを目指せる人材を育成する。 

初等芸術教育学科 1 年次に、「体験演習」により、全員が初等教育と芸術療
法の基礎を体験的に学ぶとともに、教員免許取得科目を
基礎的科目から履修する。 

2 年次より、初等教育と芸術療法の 2 コースに分かれ、
小学校各教科、保育所、幼稚園の指導方法及び、芸術療
法関連科目を学ぶ。また、「こどもふれあい体験実習」で、

教育・福祉の現場体験を行い、両コースとも演習科目を
中心に実践的内容を学ぶ。 
3 年次には、演習Ⅱで卒業研究に向けての基礎的な取り

芸術を通してこころを感じ取る感性を身につけ、子ど
もの育ちを援助したり、こころを癒すことのできる能
力を身につけ、かつ卒業要件単位数 124 単位を修得し、

卒業研究・論文の審査に合格した者に学士（芸術教育）
の学位を授与する。 
子どもの良き理解者となる「保育士」、「幼稚園教諭」、

「小学校教諭」を目指せる人材、また「支援教育」や
「福祉」の領域において芸術療法などを用いこころの
「癒し」を援助する人材を育成する。 
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組みを進めると共に、教科指導法を中心に模擬保育・授
業を通してより実践的な学びを深める。 

4 年次では、教育実習、教職実践演習、卒業研究・論文
を通じて、対人援助職の資質を磨く。 

ｱｰﾄｻｲｴﾝｽ学科 1 年次では、“ものづくり”に必要な造形表現などの芸
術学の基礎及び、作品を制御するためのプログラミング
や設計などの情報学の基礎を学び、クリエイターに必須

な基礎的知識・技能を身につける。 
2 年次では、先端デザイン及び、アートエンターテイン
メントのいずれかの立場から人を楽しませて、快適にす

る方法／構想を修得するとともに、芸術的感性と科学技
術の統合を図りながら芸術と科学の境界領域を体験す
る。 

3 年次では、個々の得意分野を活かしたチームあるいは
個人による作品制作を実践し、新たな「楽しさや感動」
を創造して社会へ発信する。 

4 年次には、卒業作品の制作に取組み、多様な領域に対
して高い専門性を追求し、卒業制作展において展示発表
を行う。 

また 1～2 年次の基礎ゼミ、3～4 年次のラボ演習、4 年
次の卒業制作といったクラス担任制の下で学修し、実社
会とつながった制作活動を実践するための PBL 及び、作

品制作プロセスの解析などによる研究成果の追求も目
指す。 

芸術的感性と科学技術との融合が図れ、芸術と科学に
関わる境界領域を開拓できる能力を修得し、さまざま
な問題を解決して新しい価値を創造する 21 世紀型デ

ザインのためのスキルを身につけ、芸術的で新規性の
あるデザイン及び制作ができる。また、情報と人間や
社会が複雑に絡み合って生じる諸問題を解決するため

に、文理芸融合的な視点を有する人材も育成する。か
つ卒業要件単位数 124 単位を修得し、卒業制作・論文
に合格した者に学士（芸術）の学位を授与する。 

「デザインエンジニア」、「メディアアーティスト」、「UX
デザイナー」、「デザインプログラマー」、「テクノロジ
スト」などを目指せる人材を育成する。 

上記で述べた教育目的やポリシーの達成に向けて、本学では具体的な教育方法として、

さまざまな施策を実施し、特色としている。 

 

【通信教育部】 

学科 カリキュラム・ポリシー ディプロマ・ポリシー 

教養課程 建学の精神をふまえた芸術教育における教養課程の学

修は、広い創造力への入り口となり、複眼的、俯瞰的な
ものの見方を培うことから、大学における学問探究の導
入課程として位置づけている。 

豊かな人間性と広い視野を獲得すること及び科学的な
思考能力を養成し、芸術における創造的思考の育成を目
指す。 

卒業要件単位数として 20 単位以上が課される。学科に

より所定の科目、単位数を含む場合がある。 
大学における学問探究の導入課程として、専門知識の
修得と並行して、豊かな人間性を育み、広い視野と思

考力を養成し、卒業後、社会人としての必要な応用力
を学ぶ。 

美術学科 1 年次に幅広い分野の表現に触れることで、自分にあっ
たジャンルや学びたいジャンルを発見するため、洋画・

日本画を体験できるカリキュラム構成としている。2 年
次からは、洋画と日本画に分かれて専門性を身につけ、
表現を深めるカリキュラム編成になっている。4 年次に

は、卒業作品の制作に取り組み、卒業制作展において展
示発表を行う。 

各分野における知識と技法・表現の特性を修得し、創
造性と独自の表現手法を身につけ、芸術活動の出発点

に立てるような技量を修得し、かつ卒業要件単位数 124
単位を修得し、卒業制作・論文の審査に合格した者に
学士（芸術）の学位を授与する。卒業後は、「画家」、「美

術科教員」、「立体造形作家」などを目指す。 

デザイン学科 グラフィックデザイン・イラストレーション・タイポグ

ラフィ・エディトリアルデザインなどの表現技術を習得
し、社会の中でビジュアルデザインの役割を認識すると
共に、社会の要求に応えられるプロフェッショナルとし

て活躍できる思考力や表現力を身につける。そのため
の、発想や構築のプロセスを実例をシミュレーションし
ながら体験的に学び、そこに自身のオリジナリティある

表現力をも育てる。4 年次には、卒業作品の制作に取り
組み、卒業制作展において展示発表を行う。 

命題に対して、よりよい結果を出すための、効果的且

つ合理的な筋道を組み立てられる力を持ち、それをゆ
たかな感性と個性で表現する力を身につけ、かつ卒業
要件単位数 124 単位を修得し、卒業制作の審査に合格

した者に学士（芸術）の学位を授与する。卒業後は、
「グラフィックデザイナー」、「イラストレーター」な
どを目指す。 

建築学科 

 

建物や都市をアートの視点で総合的に創ることを建築
分野と環境分野で研究する。自由な発想の芽を伸ばし、
設計技術と知識を徹底的に身につけられるよう 1年次か

ら、コンセプトから図面や模型へと具現化していくプロ
セスを体験し、徐々に課題レベルが上がり、設計技術及
び知識がスキルアップされていく。CAD を含めた製図は

もちろん構造力学や法規など一級建築士受験要件のた
めの知識もしっかり修得できる。4 年次には、卒業作品・
卒業論文の制作に取り組み、卒業制作展において展示発

表を行う。 

建築及び環境における社会的使命を理解し、人間生活
を取り巻くあらゆる空間と環境の諸問題解決に向け、
幅広い専門的な知識や技術を修得し、それを応用する

能力を身につけ、かつ卒業要件単位数 124 単位を修得
し、卒業制作の審査に合格した者に学士（芸術）の学位
を授与する。卒業後は、主体的に活躍できる「建築家」、

「インテリアデザイナー」、「ランドスケープデザイ
ナー」などを目指す。 

文芸学科 1 年次では、文章表現の基礎や文芸、ジャーナリズムの
基礎の学修からスタートし、日本および世界各地の文学

文芸やノンフィクション、出版、翻訳などの各分野で
通用するスペシャリストとして、専門知識や実践力を
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を幅広く身につけ、一方で創作の準備にもかかる。2 年
次では、文章能力を高めることを追究しながら、引き続

き文学や演劇の様式・歴史を学修し、一方で広告や翻訳、
印刷の基礎を学ぶ。3 年次より、ゼミ形式を取り入れ創
作（小説・詩・脚本）、ノンフィクション・文芸批評、出

版・編集、翻訳・講読の分野に分かれ専門知識を修得し
ていく。4 年次には、卒業論文の制作に取り組む。 

身につけ、かつ卒業要件単位数 124 単位を修得し、卒
業論文・制作の審査に合格した者に学士（芸術）の学位

を授与する。卒業後は、「小説家」、「国語科教員」など
のほか、「出版業」、「マスコミ」などで活躍できる人材
を目指す。 

音楽学科 1・2 年次にクラシック、ポピュラー、コンピュータの 3
領域につき、作曲学的な立場から作品の技法的側面を中
心に分析研究し、音を作るための手段や創作に必要なシ

ステムの理解、ソフトの活用を学ぶ。3 年次からは選択
した領域の作品制作に取り組む。4 年次には卒業作品の
制作に取り組む。 

時代の動きやニーズをとらえ、新しい音楽ジャンルの
創設者、音楽の指導者の育成を目標とし、社会で活躍
できる能力を身につけ、かつ卒業要件単位数 124 単位

を修得し、卒業作品・発表の審査に合格した者に学士
（芸術）の学位を授与する。卒業後は、「作曲家」、「サ
ウンドプログラマー」、「音響エンジニア」、「音楽科教

員」などの人材を目指す。 

写真学科 1 年次では、写真の可能性を学び写真の基本となる知識
を学修する。芸術としての写真を追求するファインアー

ト分野と職業写真家としての技術を修得するプロ
フェッショナル分野に分かれ、コマーシャルフォト、ス
タジオポートレイト、フォト・ジャーナリズムの 3 つの

領域を実践的に学ぶ。4 年次には、卒業作品の制作に取
り組み、卒業制作展において展示発表を行う。 

多様な写真表現に対応できる基本的な技術と知識を身
につけ、かつ卒業要件単位数 124 単位を修得し、卒業

制作・論文の審査に合格した者に学士（芸術）の学位を
授与する。卒業後は、「作家」「新聞」「出版」「広告」な
どのマスコミ分野、「写真館」などのポートレイト分野、

「デジタルメディア企業」などにおける「写真家」のエ
キスパートとなる人材を目指す。例えば、「写真作家」、
「広告写真家」、「報道写真家」、「ブライダルフォトグ

ラファー」など。 

初等芸術教育学科 1 年次に、「体験演習」により、全員が初等教育と芸術療

法の基礎を体験的に学ぶとともに、教員免許取得科目を
基礎的科目から履修する。2 年次より小学校各教科・幼
稚園の保育内容等指導方法及び、芸術療法関連科目を学

ぶ。3 年次では「こどもふれあい体験実習」で、教育・
福祉の現場体験を行い、両コースとも演習科目を中心に
実践的内容を学ぶ。4 年次では、教育実習・教職実践演

習・卒業研究・論文を通じて、対人援助職の資質を磨く。 

芸術を通して心を感じ取る感性を身につけ、子どもの

育ちを援助したり、こころを癒すことのできる能力を
身につけ、かつ卒業要件単位数 124 単位を修得し、卒
業研究・論文の審査に合格した者に学士（芸術教育）の

学位を授与する。卒業後は、幼児・児童の良き理解者と
なる「幼稚園教諭」、「小学校教諭」として、また「支援
教育」、「福祉の領域」において芸術療法を行う「アート

セラピスト」などとして、こころの「癒し」を援助する
人材を目指す。 

通信教育部のカリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーは、通学課程に準じて

いる。ただし、学科によっては学べるコースを絞ってカリキュラムが設定されている。   

例えば、通学課程の美術学科では、油画・日本画・版画・彫刻の分野を選択して集中

的に学べるが、通信教育部では、洋画と日本画がそれに該当し、版画については選択科

目として用意されているもののコース設定はない。彫刻は学べない。 

 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

本学の教育課程は編成方針に即して体系的に設定され、教育方法・内容とも建学の精

神及び教育目的を反映し、本学の特色を形成している。進級・卒業要件等も、学科・コー

スごとに進級要件科目の設定が各学年において適切に設定されている。また取得順位科

目によって授業内容がより高度になるなど、専門教育が段階的に実施されている。 

履修登録単位数の上限は各学科 48 単位としているが、教職課程をカリキュラムに組

み込んでいる音楽学科音楽教育コース及び初等芸術教育学科は、別に上限を設定してい

る。進級・卒業要件及び履修制限（取得順位）によって、教育の質が担保されているも

のと評価している。シラバスでの成績評価基準の公開もなされている。また平成

30(2018)年度からは、授業計画の中にテーマや内容等を記載するなど、授業内容をより

明確に公開している。 
平成 27(2015)年度からの履修登録単位数の上限設定の導入に伴い、進級要件に修得単

位数を追加した。学生の過剰な履修登録を防ぐことができ、適切な学修時間を確保する

ことが可能となった。進級要件科目や取得順位を設定することで、カリキュラム・ポリ

シーに沿った段階的・体系的な学びの仕組みを構築している。学科・コース数が増加し
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自立性が高まったことで、より専門的に教授できるようになっている。 
カリキュラム・ポリシーを体系的に設定したことにも伴うが、学科ごとの三つのポリ

シーと教育目標、学部と大学院の教育目的について、令和元(2019)年度から新たに規程

として定め、安定した教育の質保証を目指している。 

 

3-2-④ 教養教育の実施 

本学では教養教育の組織・責任体制として教養課程を設けている。大学設置基準の大

綱化以降、教養課程の組織を既存学科へ吸収する例が多いが、本学では教養課程を学科

と同列の組織として設置している。学科長にあたる役職者として教養課程主任教授を任

命し、教養課程内の教育研究活動の任を負わせている。 
本学の教養科目は人文、社会、自然、外国語、情報及び保健体育の分野で構成されて

いる。専門知識・技術の修得と並行して、豊かな人間性を育むこと、広い視野と思考力

を養成することを目的とし、令和 2(2020)年度では 67 科目が開講されている。専門教育

科目は専攻する分野についての深い理解と高度な創造力を養成することを目的として、

各学科・コースが特色ある授業科目を開講しており、「講義」、「演習」、「実技・実習」の

形態で実施され、本学の基盤となっている。 

専門関連科目は他学科の専門教育科目を専攻領域と結びつけ、幅広く学修することに

より、専門の細分化、広い専門的視野の獲得、そして教養と専門をつなぎ、授業科目全

体を有機的に機能させることを目的としている。令和 2(2020)年度は 129 科目が開講さ

れている。 
教養課程内には教養課程分科会が設けられ、教養課程主任教授を主管に人文・社会、

自然、外国語、情報、保健体育、教職課程、司書・学芸員課程の計 7 系列の担当専任教

員が、教養課程に係る事項について審議している。審議事項のうちカリキュラム変更等

の事項は、教務委員会で諮られ、さらに教授会において決定される。 
 本学は専門教育を根幹とする上で、専門教育の基礎となる教養科目及び専門関連科目

を重要視しており、それだけに教養課程にかかるウエイトは大きい。教養課程は学科と

同等の組織と位置づけられており、運営上の責任体制も確立されている。 

 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

 本学の専門科目は、学生の主体的な学修により成り立つ「実習・演習」の割合が 79.8%

である。そのため、全学科にわたりアクティブ・ラーニングが確立されている。また授

業内容により、教員を増員した少人数制を取り入れている。 

タブレット教材やスマートフォンの活用、学内 LAN 利用の課題作成や資料の共有など、

教材の工夫をこらしている。なお、全学科とも平成 30(2018)年度からの初年次教育実施

に伴い、学科内においては授業科目の中でより少数制の体制を整えて対応しており、そ

れをシラバスにも記載し、取り組んでいる。 

 教養課程においては、教養課程主任教授を中心に 7 系列に分かれており、すべての系

列が総体的に学生の履修に関われることを目的に体制を整えている。また令和元(2019)

年度からの「LL 英語Ⅰ」・「LL 英語Ⅱ」廃止に伴い、英語系科目においてより実践的な英

語教育を目指している。 
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 令和 2(2020)年度は新型コロナ感染拡大防止のため、学年暦を変更して授業開始時期

を 1 か月延期し 5 月からとした。全授業を遠隔授業としたため、令和 2 年(2020)4 月は

学生の履修登録と遠隔授業の準備期間に充てることができた。授業の教授方法の工夫と

して、令和 2(2020)年度より導入のポータルシステムを使用し、配布用資料として用意

していた。学生が履修に必要な情報を自宅や帰省先など学外から収集できるよう対応し、

履修登録を可能とした。さらに、教員がポータルシステムにて遠隔授業の実施方法につ

いて履修学生に配信し、初回授業からスムーズに授業が進められるようにした。 

また、各学科における夏季や冬季休暇中の学外での研修計画は、県をまたぐ移動の制

限などの観点から、多くを中止もしくは延期とした。 

 上記以外にも、授業参観や教員発表会については後期からの実施を検討し、授業の振

り返り等、教授方法の工夫に努めている。 

通信教育部では、新型コロナ感染拡大防止のために令和 2(2020)年 3 月中旬から 5 月

までの筆記試験及びスクーリングを中止とした。6 月以降はスクーリングを遠隔授業と

し、筆記試験は感染対策を講じた上で実施することとした。 

また、令和 2(2020)年度よりウエブからレポート提出及び添削指導ができるように対

応し、学生が自宅学習やスクーリング受講に必要な情報を直接収集できるようになった。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

本学では永らく建学の精神を教育目的として掲げてきており、これまで実質上の教育

目的として、教育課程の編成及び教育活動を実践してきた。現在も本学の特色ある教育

研究活動のコンセプトとして機能している点は評価できる。その一方で、平成 29(2017)

年度新設のアートサイエンス学科を含め、本学の 15 学科・44 コースそれぞれが自立性

を持つにつれて、組織のセクショナリズムが広がる傾向も見受けられる。 
建学の精神を教育研究活動の実践につなげるために、教育目的、学科別の教育目標、

教育課程編成方針等を設定しているが、新たに「大阪芸術大学の教育目的、教育目標及

び三つのポリシーに関する規定」を設け、それらの一貫性・連続性を検証する体制を整

えている。 
また、平成 27(2015)年度から履修登録単位数の上限設定を導入したことにより、学修

時間の確保と、1 学年から最終学年までの継続的履修が可能となった。過剰な履修登録

を防ぎ、上限制限が有効になってきている。加えて進級要件科目に取得順位を設定する

ことで、カリキュラム・ポリシーに沿った段階的・体系的な学びの仕組みを構築してい

る。学科・コース数が増加し、継続して自立性が高まったことにより、より専門的に教

授できるようになってきているが、学科やコース間の情報共有や協働を円滑にしていく

ことで、より時代に即した教育課程となるよう見直しを進めたい。同時に、その基とな

る三つのポリシーが教員や学生にどこまで浸透しているかの検証も必要である。 
また、カリキュラムの改定等を中長期的に進行する学科やコースもあり、既存の学科

を含めた教育課程の見直しが進んでいる。大学院の課題としては、後期課程の作品制作

を主とする学生への学位レベルの設定及び「造形」「メディア」「音楽」各領域の学位の

位置付けの統一が挙げられ、指導面に工夫・改善を要する。作品制作を主とする芸術制

作研究分野の学生の博士論文指導を芸術文化学研究分野の教員が行い、作品との関連性
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を重視するとともに、令和 2(2020)年度に設定された学位（修士・博士）論文作品評価

基準により、領域間の学位レベルの統一を目指す。 

 

3－3 学修成果の点検・評価 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の

フィードバック 

 

事実の説明及び自己評価 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

平成 22(2010)年に建学の精神、教育理念を踏まえた三つのポリシーを制定し、大学

教育に取り組んできた。アドミッション・ポリシーについては平成 24(2012)年に、学

科ごとにより具体的な目標・方針を明示する観点から、学科別アドミッション・ポリ

シーの策定を行った。 

平成 29(2017)年度からは、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーにつ

いても学科ごとに策定し、大学全体、さらに学部学科における三つのポリシーを明確

に定めて教育研究活動に取り組んでいる。 
平成 30(2018)年度には、一部または全項目において策定されていなかった教養課程、

大学院、保育士課程についても三つのポリシーを策定し、全体を整備した上で、「大

阪芸術大学の教育目的、教育目標及び三つのポリシーに関する規程」として定めた。 

また、令和 2(2020)年度から演奏学科ポピュラー音楽コースにおいては、現代の音

楽業界に対応するため、新たにミュージッククリエイター・ポピュラーコンポーザー・

シンガーソングライターの 3 専攻を加え、「音楽をつくる」ことに特化した専攻を開

設した。 

本学で取得できる教育職員免許状は、美術科中高一種、工芸科高校一種、情報科高

校一種、国語科中高一種、音楽科中高一種、幼稚園一種、小学校一種があり、美術学

科、デザイン学科、工芸学科、文芸学科、音楽学科、演奏学科、初等芸術教育学科で

教職課程を履修することができる。教員養成の全国的な水準を確保するため教育職員

免許法が改正されたことに伴い、既に教職課程認定を受けている本学も再度課程認定

の申請を行って承認を得た。平成 23(2011)年度後期から教務部教職相談室が設置され、

教員志望学生に対する支援を実施。就職課では大学近隣の小中学校と提携した学校イ

ンターンシップを実施するなど、就職課と教職相談室の連携した業務で、教員養成課

程から進路指導、教員採用試験対策、教職へのあっ旋を行っている。令和元(2019)年

度には、公立学校教諭 3 人を含め、常勤・非常勤講師、私立学校教諭など計 30 人が教

員として採用された。 

博物館学芸員資格、図書館司書資格課程においても、取得資格を活かした専門職へ

の希望者も多く、就職課に寄せられた求人情報などからあっ旋を行っている。 

本学の学修内容に関連する受験資格・登録資格については、建築学科では一級建築

士・二級建築士・木造建築士、デザイン学科（空間デザインコース）では二級建築士・

木造建築士に必要な「指定科目」を各専門教育科目として履修することが可能である。
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また、建築学科では、建築設備士、1 級・2 級建築施工管理技士、土木施工管理技士、

インテリアプランナーの受験資格、登録資格に必要な科目を履修することもできる。

受験資格・資格取得を得るまでに、卒業後にそれぞれの実務経験が必要となる資格も

あるが、将来のスキルアップを目指す上で在学中に多くの履修希望がある。 

舞台芸術学科舞台音響効果コースでは舞台機構調整技能士 3 級、舞台照明コースで

は舞台・テレビジョン照明技術者技能認定試験 2 級の受験に必要な科目を履修するこ

とが可能である。舞台音響効果コースでは例年、舞台機構調整技能士 3 級を、2 年次

以上の希望者が受験している。舞台照明コースでも、希望者が認定試験を受験してい

る。合格後さらに上級の認定試験を目指す学生も多く、実習授業などで培われた実践

的スキルと認定試験の合格実績が、技術力への信頼につながり、舞台関連の業種・職

種に対して高い就職率を誇っている。 

芸術計画学科では、専門教育科目に、博物館学芸員課程に必要な科目単位数を含み、

卒業と同時に学芸員資格が取得できる。 

初等芸術教育学科で保育士資格を取得するには、在学中に各自で保育士試験を受験

し合格する方法か、短期大学部の通信教育部課程で保育士試験免除の対応科目を学び、

単位を取得した上で、卒業後に保育士試験に全科目免除で受験申請をする方法のいず

れかであったが、平成 30(2018)年度に保育士課程を開設したことにより、卒業と同時

に保育士の資格を取得することが可能となった。 

別の項目でも触れているが、教務課では授業科目ごとに授業評価アンケートを実施

している。 

学生課では卒業時アンケートを行い、入学前の期待と卒業時の満足のギャップがど

こにあるのか、満足の源泉は何かをまとめ、現在の強みと弱みを明らかにすることで

教育改善を目指す。 

事務局及び学科研究室の日常業務においては、ふだん寄せられる教職員・学生のニー

ズを吸収し、反映させるよう努めている。 

 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果のフィー

ドバック 

教員養成については、大学のウエブサイト上で教育職員免許状取得件数一覧と教員

就職者数の状況を公開している。 

授業評価アンケートについては、アンケート結果を科目ごとに担当教員にフィード

バックし、考察の提出を求めている。また、学科ごとに集計結果をまとめ、FD 委員会

を通して各学科へフィードバックしている。さらに、大阪芸術大学グループ通信にて

結果を公開している。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

アンケートの結果は、教育研究活動へ反映され、有効に活用されているが、各課単

位でのみ活用するに留まっており、大学全体で教育目的の達成度を測るという意識が

薄く、データの共有や全学的な取り組みという点で改善の余地がある。 

平成 22(2010)年度より FD 委員会にて、授業評価アンケートの組織的な実施・活用
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を継続的に行っているが、今後は学生からの意見を集計し、考察の提出を求めるだけ

でなく、各教員から提出された考察をさらに分析しフィードバックすることなどを検

討する。 

また、卒業時アンケートの結果を踏まえ教育改善へつなげる必要がある。 

今後は令和 3(2021)年度に向けて三つのポリシーを踏まえた学修の成果を点検する

ため、カリキュラム・ポリシーに基づいて指導した成果がディプロマ・ポリシーに沿っ

た人材育成につながっているかなど、学修成果の可視化と具体的な点検評価方法の確

立を目指して、各学科での調査を検討中である。 

 

［基準 3 の自己評価］ 

 建学の精神、教育目的等を踏まえたディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシー

を学部、大学院それぞれに定め、さらに学科ごとに設定し、学生便覧、本学ウエブサイ

トなどで公開し運用している。 

 ディプロマ・ポリシーにおいて学科ごとに具体的に示している人材育成のために、必

要な知識や技術、表現力などの力を身につけさせることを目的としたカリキュラム・ポ

リシーを設定している。資格取得状況や就職状況、またアンケートなどの結果を精査し、

必要に応じてカリキュラム改定を行っている。 

 専門の学芸を教授研究するとともに、広い知識を授け、高潔かつ平和的な国家及び社

会の教養高き形成者を育成することを目的に教育課程を編成し、その学修に対し目的に

沿った単位認定、進級、卒業認定を行っている。GPA 制度を導入したため、今後はその

データを分析し、より公平な成績評価に努め、単位認定などを厳正に行いたい。 

 

基準 4．教員・職員  

4－1 教学マネジメントの機能性 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの確立・発

揮 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

 

事実の説明及び自己評価 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの確立・発

揮 

本学の教育活動上の事項は、各学科・課程・委員会等において発議され、当該組織の

合意の下に、学長が主宰する教授会や各委員会で審議した後、実行に移される。 

教授会では、「大阪芸術大学教授会運営規程」に則って、学長が議長となり、専任の教

授、准教授並びに専任の講師等からなる組織において、学則に掲げる事項について審議

され、大学の意思決定が行われている。 

また、本学の学長は、教学部門の代表者の立場であると同時に、法人の理事長でもあ

ることから、教学部門と管理部門双方の意思決定に関与している。すなわち、本学院の

最高意思決定機関としての理事会、評議員会及び常務会に、教学部門の代表者である学
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長がメンバーとして出席していることになり、審議内容並びに意思決定は、教学部門と

管理部門相互の意向が反映され、現実に沿ったものとなっている。 

以上のように、大学内のみならず学院全体においても学長のリーダーシップが発揮さ

れる体制が確立されている。 

 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

 本学は、「大阪芸術大学学則」第 58 条において、「本大学に学長を置く。学長は校務を

つかさどり、所属する教職員を統督する。」と規定し、大学の意思決定に係る権限と責任

について明確に定めている。 

また、学長が大学の意思決定を行うにあたり、諮問し、審議を行う機関として、芸術

学部においては「教授会」、大学院においては「大学院委員会」「研究科委員会」、通信教

育部においては「通信教育部運営委員会」が設けられており、さらに学部や大学院に関

する事項について横断的に意思決定が行えるよう、学長の諮問機関としてさまざまな委

員会が設置されている。 

教授会においては、「大阪芸術大学学則」第 60 条第 5 項に基づき、教授会の運営に関

わる規程として「大阪芸術大学教授会運営規程」を定めている。その他の委員会におい

てもそれぞれに委員会規程を定めており、規程に則って適切に運営されている。学則の

改廃等、重要な事項については法人の最高意思決定機関である理事会でさらに審議・承

認を得ることになっている。 

教授会は「教授会運営規程」により、学長、副学長、学長補佐、学部長及び専任の教

授、准教授並びに専任の講師から組織されている。教授会は、学則第 60 条第 2 項によ

り、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり意見を述べるものとし、また、

同条第 3 項により、学部に関する次の事項を審議し、及び学長の求めに応じて意見を述

べることができると定めている。学則第 60 条第 2 項及び第 3 項に定める事項は次のと

おりである。 

 

（学則第 60 条第 2 項） 

・学生の入学、卒業及び課程の修了 

・学位の授与 

・教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長

が定めるもの 

 

（学則第 60 条第 3 項） 

・研究及び教授に関する事項 

・学生の補導に関する事項 

・教育課程に関する事項 

・学生の編入学、転学、転学科、留学、休学、復学、退学、再入学、除籍、復籍及び

賞罰に関する事項 

・学生の試験に関する事項 

・研究生、委託生及び科目等履修生に関する事項 
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・その他学長が教育上必要と認めた事項 

 

教授会には定例会及び臨時会があり、定例会は原則として毎月 1 回開催され、必要に

応じて臨時会が開催される。 

また、教授会とは別に部門ごとの諮問機関として、委員会規程に基づく各種委員会を

設置している。例えば、教育に係る中心的な委員会として教務委員会を設けており、学

長、副学長、学長補佐及び学部長、各学科長及び教養課程主任教授、並びに図書館長、

事務局長、教務部長、国際部長及び教務課長により構成し、教育課程及び免許・資格課

程、履修、教学・教務全般に関する事項について審議を行っている。 

その他、入試委員会、学生生活委員会、人権教育推進委員会、図書館運営委員会、博

物館運営委員会、大阪芸術大学 FD 委員会、大阪芸術大学奨学生審査委員会、就職委員

会、資格審査委員会、大阪芸術大学省エネルギー推進委員会、教職課程運営委員会等が

設けられており、それぞれに委員会規程が定められている。これらの委員会には、各学

科及び教養課程から選出された教員及び担当職員が委員として出席しており、各学科研

究室や事務局に寄せられる学生・教職員の意見や要望をくみ上げ、審議内容に反映させ

ることができる仕組みとなっている。 

 大学院には、大学院委員会及び研究科委員会が設置されている。大学院委員会は学長、

研究科長、学部長、研究科から選出された教授及び委員長（学長）が必要と認めた者か

ら組織され、大学院の組織及び運営、大学院教員の資格審査に関する事項について審議

している。研究科委員会は、学生の入学及び課程の修了、学位の授与、その他教育研究

に関する重要な事項で委員会の意見を聴くことが必要なものとして定めたものについて、

学長が決定を行うにあたり、意見を述べる。さらに研究科の教育課程、修士・博士論文

及び修士作品、学籍異動、試験等に関する事項について審議している。 

  通信教育部には、通信教育部運営委員会が置かれ、学長、副学長、通信教育部長、通

信教育課程を担当する芸術学部各学科及び教養課程の教員から選任される委員、通信教

育部事務室から学長が選任した者によって組織され、学部の教授会と同様に通信教育課

程に関する事項についての審議が行われている。 

 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

本学の業務執行については、「学校法人塚本学院組織機構・事務分掌規程」において、

組織、職制及び事務分掌を定めており、各事務部門が果たす役割を明確にし、事務職員

が教育目的の達成のために円滑に事務処理を行うことができるようにしている。 

本学の事務組織の構成は、図 4-1-1「学校法人塚本学院組織機構図」のとおりである。 

本学の組織は、事務局長の下に事務局部、課、室を置き、基本的な業務を行うほか、

通信教育部に事務室を置いて課程ごとの事務を行っている。 

庶務部には、庶務・施設管理を担当する庶務課が置かれ、教務部には教務全般を担当

する教務課、教職課程を担当する教職相談室、学内ネットワークその他情報関連設備の

維持管理を担当するシステム管理センターが置かれている。学生部には、学生生活支援・

厚生補導を担当する学生課、学生生活上の相談やカウンセリングを担当するキャンパス

ライフサポート室、保健相談・健康管理を担当する保健管理室が置かれ、就職部には学
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生の就職・進路支援を担当する就職課、資格取得やスキルアップの支援を担当するエク

ステンションセンター事務室が、入試部には学生募集・入試運営・広報を担当する入試

課が置かれている。通信教育部には通信教育部事務室が置かれ、通信課程の教学に係わ

る事務全般を担当している。 

キャンパスライフサポート室には臨床心理士の資格を有したカウンセラーを、保健管

理室には看護師、就職課にはキャリアカウンセラーの資格を有する職員をそれぞれ配置

し、専門的な業務に対応している。また、附属の施設として図書館、博物館が置かれ、

それぞれの事務室に司書、学芸員資格を所持した専任職員を配置している。 

さらに、芸術分野の研究・調査支援を行う藝術研究所、本学グループ内の行事・イベ

ントの取材や学内外への発信を行う大阪芸術大学テレビ、国際交流を担当する国際部（法

人本部）、学院・グループ校全体の広報活動の企画・立案・実施を担当する企画広報部（法

人本部）を置き、それぞれの部署に専任職員を配置して、本学の特色ある教育研究活動

を支援している。 

その他、キャンパス外では、大阪市阿倍野区の大阪芸術大学スカイキャンパス（サテ

ライトキャンパス・あべのハルカス 24 階）、長野県上田市の菅平高原研修センターにそ

れぞれ専任職員が配置されている。 
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図 4-1-1 学校法人塚本学院組織機構図 
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改善・向上方策（将来計画） 

大学の意思決定と業務執行は現行の体制で適切に行われており、本学院の運営体制も

整えられている。今後は、現状の体制を維持しながら、学長のリーダーシップがより発

揮できるよう、意思決定機関が良好に機能するよう透明性のある管理運営体制の整備を

進めていく。 

大学の意思決定にかかる諮問・審議機関である教授会、大学院委員会、研究科委員会、

通信教育部運営委員会及び各種委員会には、事務局から事務局長のほか、担当部署の長、

課員等が加わり、議事運営・進行及び審議について、教員、委員と連携を取りながら進

めている。 

 

4－2 教員の配置・職能開発等 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

4-2-② FDをはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発と効果的な実施 

 

事実の説明及び自己評価 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

本学は、建学の精神において「総合のための分化と境界領域の開拓」、カリキュラム・

ポリシーにおいて「演習及び実技・実習」を教育課程の根幹に置くことをうたっており、

学科・コース構成に見られるように、多岐にわたる芸術領域が網羅されている「芸術系

総合大学」ともいえる教育環境を整備すべく、教員組織の構成においては多種多様な人

材を確保・配置している。専門性の高い教員に加え、芸術や社会での実務経験の豊富な

教員、現在、各分野の最先端で活躍している人材を多数配置している。 

 教員の採用は「学校法人塚本学院専任職員の任免に関する規程」及び「大阪芸術大

学教育職員就業規則」に基づき行っており、就業規則第3条 には、本学の求める教員

像について「個人の尊厳を重んじ、真・善・美を探究する人間の育成を期するととも

に、普遍的にして個性ゆたかな文化の創造をめざす教育の実践者」と記述されてい

る。なお、助手については「大阪芸術大学助手規程」を嘱託助手については「大阪芸

術大学大学院嘱託助手規程」を定め運用している。 

 採用にあたっては、各学科からの希望、推薦をもとに、事務局長、教務担当部署並び

に人事課が計画を策定・立案し、常務会及び大阪芸術大学資格審査委員会で「大阪芸術

大学教育職員資格審査基準」により審議され、さらに理事長、学長の面接を経て、理事

会で最終決定を行っている。 

 第一線で活躍し継続的な出校が困難な者を採用する場合には、専任教員ではあるが、

更新制の年間契約により嘱託等として採用するケース、あるいは専任教員ではないが、

1 年契約の「客員教授」に委嘱するケースなど、多様な雇用形態によって教育の活性化

に寄与している。 

 なお、本学では公募による教員募集は行っていないが、これは本学の扱う領域が公募

の難しい専門領域であることに起因しており、前任者や近接領域を専門とする教員から

の紹介や推薦を通じて採用するケースが多い。また、著名な人物を採用しようとする場

合も同様である。 
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 昇任は採用と同様、「学校法人塚本学院専任職員の任免に関する規程」に基づき行って

いる。昇任案は採用の場合と同様に立案され、常務会及び資格審査委員会において審議、

検討し、さらに理事長、学長の面接を経て、理事会で最終決定を行っている。審議にあ

たっては教育業績、研究業績、社会貢献、管理運営面での貢献などを総合的に判断して

いる。 

 また、学科の新設・再編時の配置人数の調整や、適材適所の配置、人事の活性化等を

目的として、学科間の異動あるいはグループ学校間の異動を実施している。 

本学は大学設置基準に定める必要教員数を満たしており、また教職課程を置く学科に

ついては教職課程認定基準を満たしている。学部の在籍学生数に対する専任教員一人あ

たりの学生数は 23.2 人である。専任教員のほか、兼任教員も多数授業を担当しており、

専任・兼任を合わせた教員一人あたりの学生数は 7.38 人となっている。芸術系大学であ

る本学の特性上、実習・実技指導の科目が多くの割合を占めること、また個人レッスン

等少人数での指導が必要なことから、これらに携わる兼任教員数が多くなっている。さ

らに、音楽系学科の伴奏要員（オーケストラ、ピアノ）や、映像制作や金属工芸・木工

芸などの特殊技能を有する技術職員を擁し、手厚い教育組織となっている。 

 大学院は、学部教育課程と大学院教育課程の連携・継続性の要請から、学部教員が兼

担している。 

学部の教員数は専任教員 242 人、兼任教員 517 人で、令和元(2019)年度比で専任教員

が 7 人増加、兼任教員は 20 人減少した。また、通信教育部に所属しながら通学課程の授

業を担当している教員を含めると専任教員は 250 人である。大学院は学部専任教員によ

る兼担が 57 人、兼任教員 16 人となっている。 

専任教員の職位別・男女別構成は、大学全体では教授 178 人、准教授 59 人、講師 18

人、助手 1 人であり、教授の比率は全教員の 69.5％となっており、全教員のうち女性教

員の占める割合は 30.1％である。 

本学専任教員の平均年齢は 59.23 歳である。66 歳から 70 歳が 67 人(26.2％)で最も多

く、次に 61 歳から 65 歳が 60 人(23.4 ％)、56 歳から 60 歳が 48 人(18.8％)となってお

り、40 歳以下の若手教員は 14 名(5.5％)である。 

専任教員数は大学設置基準に基づいて適切に配置されている。年齢構成がやや高年齢

に偏っているが、学科別、職位別、男女別、分野別の構成は適切である。 

 専門分野別の教員構成は、15 学科並びに教養課程ごとに偏りなく配置している。 

 

4-2-② FDをはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発と効果的な実施 

 本学では、「大阪芸術大学 FD 委員会」を設置し、年 4 回の FD 委員会を実施している。

委員は各学科長及び教養課程主任教授等である。 

 令和元(2019)年度第 1 回 FD 委員会では、「教員発表会(B)」について令和元(2019)年度

の予定教員及び日程(案)が承認された。また、「授業参観(A)について」が協議され、今

年度の授業参観を担当する委員が選出された。 

 第 2 回 FD 委員会では、平成 30(2018)年度授業アンケート(C)集計結果について報告が

あり、各学科、研究科、教養課程の委員にそれぞれの集計結果が配布され、考察するよ

う要請があった。また、6 月に実施された授業参観について担当委員から報告があり、
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導入にダンスをして集中させる、ピアノやトロンボーンの実演で分かりやすく説明して

いるなどそれぞれの授業で工夫されている等の感想が述べられた。 

 第 3 回 FD 委員会は、11 月に実施された授業参観について担当委員から報告があり、

古いスタイルの英語の授業だと感じた、教員のプロのスキルを活かした授業に説得力を

感じたなどの感想が述べられた。 

 第 4 回 FD 委員会は、令和元(2019)年度の教員発表会について実施状況の報告があっ

た。令和 2(2020)年度の教員発表会予定教員は次年度第 1 回の FD 委員会で協議すること

とした。 

 

(A)【授業参観】 

 授業参観は、FD 委員のうち、選出された教員 3 人と事務局長はじめ事務局数名がいく

つかの授業を見学し、FD 委員会においてその報告をしている。例年、概ね 6 月と 11 月

の年 2 回実施しており、あらかじめ決めておいた日時に開講している 7～8 科目を選択

し見学している。令和元(2019)年度は 6 月 26 日と 11 月 12 日に実施している。 

 

(B)【教員発表会】 

FD の一環として専任教員が自身の研究発表を行う「教員発表会」を実施している。公

開の対象は教職員及び学生であり、教員の研究テーマを広く周知させることが目的であ

る。発表後、担当教員には、発表会の感想と今後の教育・研究のあり方などを記した書

類を提出することを義務付けている。令和元(2019)年度は、予定していた 16 人のうち

14 人の教員が教員発表会を実施した。 

 

(C)【授業評価アンケート】 

 平成 13(2001)年度から学生による「授業アンケート」を実施している。授業アンケー

トは、教員の授業改善の材料として位置づけており、原則全科目、全教員を対象に実施

しているが、個人を特定できるような受講者の少ない授業については除外している。ア

ンケートは、学生自身の出席状況や担当教員の授業実施状況など 14 項目と自由記述か

ら構成されている。集計結果は、大阪芸術大学グループ通信に公開し、科目担当教員に

もフィードバックしている。科目担当教員には、アンケート結果を考察し、今後どのよ

うに授業に活かしていくのかを書類で提出することを義務付けている。また、各科目の

集計結果を学科ごとにファイルし、FD 委員である各学科の学科長、研究科長、及び教養

課程主任教授に渡し、学科としての考察を文書で提出し、授業改善につなげている。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

専任教員の年齢構成について、高年齢層への偏りが見られるが、定年退職等により解

消が進んでいる。教員の年齢構成における適正配分の具体的な取り組みとしては、客員

教授・准教授をはじめとする契約制の雇用を増加させており、一線級のプロフェッショ

ナルや若手人材の招へいにつなげている。 

全体の開講授業数や教員一人あたりの担当授業数のバランスに注意しつつ、教育目的

及び教育課程に即した教員の適正な配置を進めていく。 
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大学設置基準に定める必要教員数を満たしており、また教職課程を置く学科について

は教職課程認定基準を満たしている。実習・実技指導に必要とされる充分な教員を確保

し、伴奏要員、技術職員など、教員とともに授業を支える職を置いている。 

教員の採用・昇任は規程に基づき行っている。 

教育内容・方法等の改善、工夫・開発に関しては、FD 委員会を設置し、授業参観、教員

発表会、授業評価アンケート等実施している。 

平成 29(2017)年度は、教員発表会を実施した教員は 8 人だったが、平成 30(2018)年度

は 14 人、令和元(2019)年度はあらかじめ FD 委員会から指名された 16 人のうち 14 人が

実施しており、実施実績は増加を維持している。一方、教員の参加者数が著しく少ない

回があることは解消されていない。教員発表会については、発表教員の所属学科が主体

となり、発表者に協力することになっているが、学科によって教員発表会への取り組み

姿勢が消極的であることが教員の参加者数に表れている。 

 授業参観では、見学した教員から FD 委員会で感想がのべられるが、平成 30(2018)年

度と令和元(2019)年度に関して、各授業担当者へのフィードバックは行っていない。FD

委員会で発表された授業参観での各授業の改善点や評価できる点などを授業担当者や他

の教員にも活用できる仕組みを検討したい。 

 また、授業アンケートにおいては集計結果を各授業担当教員に配布し考察することを

促している。各授業における改善に役立ててはいるが、各教員から提出された意見を FD

委員会として、くみ上げる仕組みが構築されていない。教員の考察を精査し、審議する

システム作りが今後の課題である。 

 

4－3 職員の研修 

4-3-① SDをはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上への取り組み 

 

事実の説明及び自己評価 

4-3-① SDをはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上への取り組み 

職員の資質・能力向上(SD)については、「学校法人塚本学院事務職員就業規則」に基づ

き、学院が実施する初任者研修（新入者教育）等の学内研修や、文部科学省、日本私立

大学協会、私立学校振興・共済事業団等の各団体が実施する学外研修等への参加促進に

より行われている。 

学内研修としては、新規採用職員に対して、採用時に学院の概要、諸規程・制度、就

業規則・服務、諸手続についての説明や『教職員ハンドブック』の配付による初任者研

修を行っている。 

人権研修も活発に実施されており、毎年度、理事長を委員長とする人権推進委員会で

研修テーマを定め、人権推進室が主担となり、専任教職員、アルバイト、非常勤副手等

を対象に研修を実施している。10〜20 人程度の職階別グループ研修の形式により、人権

に関連する情報の共有と、教育現場に求められる人権感覚を身につけることを目的に実

施している。 

平成 25(2013)年度には、大学、短期大学、専門学校、幼稚園のグループを挙げての全

学的な職員研修として、日本私立学校振興・共済事業団私学経営情報センターより講師
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を招いての大規模研修を実施した。 

また、本学院では毎年度、各課・室単位で当該年度の数値目標等を設定し、「目標設定

届」として提出することを義務付けており、あわせて前年度の目標に対する「目標達成

報告書」も提出させている。これは、各課・室で共通の目標を持ち取り組むことで一体

感を形成し、業務の効率化や向上を目指すものである。この取り組みは、平成 15(2003)

年度より行っており、自己点検・評価活動の一環としても定着している。 
さらに令和元(2019)年度より、大学設置基準の改正に伴う SD の義務化を踏まえ、研修

内容についても従来の教育現場に求められる専門的な内容に加えて、経験年数や職階等

に応じた組織運営のスキルアップを目的に、SMBC コンサルティングが展開するビジネス

セミナーを導入した。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

大学運営に関わる職員の資質・能力向上の取り組みとして、学内では初任者研修や人

権研修を実施しており、学外研修としては、文部科学省や日本私立大学協会等が実施す

る研修会への参加を奨励している。 

また、令和元(2019)年度より導入した SMBC ビジネスセミナーにおいて、担当業務・経

験年数・職階ごとの研究テーマにグループ分けされた 18 人の職員がセミナーを受講し、

令和 2(2020)年度は 24 人が受講予定である。 

 

4－4 研究支援 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

 

事実の説明及び自己評価 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

 本学では教育理念である芸術分野における境界領域の開拓と創造性の奨励を図るた

め、教員の教育研究活動を助長すべく、研究助成制度を設けている。 

全専任教員に対しては研究手当として、月額 10,000 円を支給しており、その使途は限

定していない。また、教員からの応募制による助成制度が設けられている。申請された

研究計画を運営委員会等で審査・採択し、研究終了後は成果報告書の提出を求めている。

このうち、塚本学院教育研究補助費の研究成果については、本学ウエブサイトに掲載し

公開している。 

「塚本学院教育研究補助費」は本学教員が個人又は共同研究を申請し、委員会による

審査・採択を得て、研究費を受給する制度である。研究成果は成果報告集として取りま

とめられ大学ウエブサイトで公開をしており、研究の質も担保されている。「大阪芸術大

学藝術研究所研究調査補助」は共同研究を主眼とし、総合芸術大学である本学の特性を

活かした各学科にまたがる横断的な研究調査事業を奨励し、研究活動の活性化を図るこ

とを目的として設けられた制度であり、研究成果発表を公開で行うなど特色のあるもの

となっている。「出版助成」制度は本学専任教員の優れた研究成果の刊行を補助するもの
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で、コンスタントに出版活動に結びついており、書評に取り上げられるなど成果を挙げ

ている。「海外研修員制度」については、海外での調査研究を計画する若手教員に対する

支援となっている。 

本学では、科学研究費助成事業（科研費）をはじめとする外部資金への積極的な応募

と獲得を目指して、平成 23(2011)年に「塚本学院教育研究補助費」との応募申請書類の

書式と応募時期の共通化（改訂）を行った。これにより科研費の応募件数並びに採択件

数は大幅に増加した。しかしながら「塚本学院教育研究補助費」に関しては、申請書式

の改訂によって、当該研究に係る学術的背景や研究業績等の記入が求められることとな

り、作品の制作や演奏、発表といった実技を主な研究テーマとする教員にとってはなじ

み難いものとなった。また、公募時期についても従来の 4 月から前年度の 9 月～11 月に

変更されたことにより、応募件数が半減する結果となった。作品制作や発表といった実

技を主な研究領域とする教員に対して、学内外の研究への参加、資金獲得の支援や促進

をどのように行うかが課題である。 

また、科学研究費助成事業（科研費）等の公的研究費の執行にあたっては、「研究機関

における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に準拠して、研究費使用

ルールの見直し、管理・運営体制の整備、関係者への研究倫理教育（コンプライアンス

教育）の実施、誓約書提出の義務化などを行い、適切な運営に取り組んでいる。 

 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

教職員の研究活動に関しては、「学校法人塚本学院研究倫理規準」「学校法人塚本学院

科学研究費補助金取扱規程」を定めているほか、平成 19(2007)年の文部科学大臣決定の

「研究機関における公的研究費等の管理・監査のガイドライン」に基づき、同年 12 月に

「学校法人塚本学院の公的研究費等の管理・運営に関する基本方針」を制定した。また、

平成 26(2014)年の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基

準）」の改正を受けて、「学校法人塚本学院公的研究費管理・運営規程」「学校法人塚本学

院研究行動規範」「学校法人塚本学院公的研究費における不正防止等に関する規程」「学

校法人塚本学院内部監査規程」を新たに制定し、研究倫理の確立と厳正な運用の体制整

備を行った。 

また、研究倫理教育（コンプライアンス教育）に関する具体的な取り組みとして、一

般財団法人公正研究推進協会(APRIN)が提供する「研究倫理教育 e ラーニングプログラ

ム」を全学で採用しており、専任教員及び大学院生、研究費事務に携わる職員を対象に

プログラムの受講を義務付けている。 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

本学における教員の研究活動への資源配分として、「塚本学院教育研究補助費」では、

当該補助費規程において補助額を「研究計画1件につき 50万円を限度として支給する。」

と定めており、令和 2(2020)年度には、32 件/合計 1636 万 500 円の応募申請が採択され

ている。 

また、「大阪芸術大学藝術研究所調査補助」では、1 件/合計 103 万 6,000 円の申請が

採択され、「出版助成」では 1 件/85 万 8,000 円の申請が採択されている。 
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改善・向上方策（将来計画） 

研究活動の助成について、学内助成制度の応募件数の減少や、作品制作、演奏、発表

といった実技を主な研究テーマとする教員への支援・促進が課題となっている。 

公募情報の適切な周知や制度・書式の見直しなどにより改善を図っていく。 

 

［基準 4 の自己評価］ 

本学の学長は、教学部門の代表者であると同時に、法人の理事長でもある。大学の意

思決定ならびに教学マネジメントの取り組みにおいては、教学部門、管理運営部門双方

の立場から各種委員会、教授会、理事会に臨み、意見聴収を行いながら意思決定が実行

されており、適切にリーダーシップが発揮される体制が整えられている。また、学則の

第 10 章において、教職員組織について規定し、第 53 条において学長の責任を明確に示

している。校務執行における権限に関しては、事務分掌規程、各種委員会規程等によっ

て、それぞれの役割と負うべき責任が規定されており、権限が適切に分散されている。 

教員の採用・昇任・配置に関しては、専任職員任免規程、就業規則等に則って行われ

ており、採用にあたっては、資格審査委員会において、当該教員の業績と、担当科目、

教育目的及び教育課程との関連性等についての審査が行われている。また、教員の職能

開発にあたっては、FD 委員会を組織し、授業参観、教員発表会、授業アンケート等によっ

て資質・能力の向上に取り組んでおり、職員の研修(SD)に関しては、初任者研修、人権

研修といった学内研修や、各種団体の実施する外部の研修会・勉強会への参加奨励に加

えて、SMBC コンサルティングが展開するビジネスセミナーの導入を行った。 

教員の研究支援に関しては、研究手当ての支給や応募制の研究助成制度を整備してお

り、令和 2(2020)年度には学内の研究助成制度から 1825 万 4,500 円が採択されている。

また、研究倫理に関する規程の整備や研究倫理教育の実施にも積極的に取り組んでおり、

研究環境の整備と適切な運営・管理が行われている。 

 

基準 5．経営・管理と財務 

5－1 経営の規律と誠実性 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

 

事実の説明及び自己評価 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

本学の設置者である学校法人塚本学院は、学校法人塚本学院寄附行為第 3 条において、

「この法人の運営は、私立学校法その他の法令に規定するもののほか、この寄附行為の

定めるところによる。」とし、同第 4 条において、「この法人は、教育基本法及び学校教

育法に従い、教育事業を行う。」とその目的を定めている。本学院ならびに本学の経営は、

「寄附行為」をはじめとする各規則・規程に則り適切に運営が行われている。 

 組織倫理に関しては、「学校法人塚本学院コンプライアンス規程」を設けているほか、

本学院の全教職員に対して、「大阪芸術大学教育職員就業規則」「学校法人塚本学院事務
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職員就業規則」「個人情報の保護に関する規程」を定めている。教職員の研究活動に関し

ては、「学校法人塚本学院研究倫理規準」「学校法人塚本学院科学研究費補助金取扱規程」

を定めているほか、平成 19(2007)年の文部科学大臣決定の「研究機関における公的研究

費等の管理・監査のガイドライン」に基づき、同年 12 月に「学校法人塚本学院の公的研

究費等の管理・運営に関する基本方針」を制定した。また、平成 26(2014)年の「研究機

関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」の改正を受けて、「学

校法人塚本学院公的研究費管理・運営規程」「学校法人塚本学院研究行動規範」「学校法

人塚本学院公的研究費における不正防止等に関する規程」「学校法人塚本学院内部監査

規程」を新たに制定した。 

「学校法人塚本学院寄附行為」をはじめとするこれら諸規程は、『学校法人塚本学院例

規集』(CD-R)に収録し教職員に配付しており、規程に基づいた経営の規律と誠実性の維

持に努めている。 

 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

本学院は、使命・目的の実現のため、予算計画や教育研究に係る取り組みについて、

単年度ごとに事業計画を策定している。この事業計画は、評議員会に諮問し、その後、

本学院の最高意思決定機関である理事会において審議され承認されたものであり、年度

ごとの目標実現に向けた指針となるものである。また、翌年度には事業報告書が取りま

とめられ、使命・目的実現のための取り組みに関しての報告が行われる。事業報告書は

本学のホームページにも掲載され、使命・目的の実現に向けた継続的努力の実践と意思

を表明している。 

 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

(ⅰ)環境保全への配慮 

本学が所在している大阪府南河内郡河南町は大阪府南部の郊外に位置し、田や畑、林

などの緑がたくさん残る地域である。キャンパスはこのような緑に囲まれており、恵ま

れた自然環境の中に存在している。緑豊かな丘陵に広がるキャンパスは、約 40 万㎡の広

さを誇り、学生にのびのびとした環境を与えている。創作意欲をかきたて、作品と向き

合う時間や空間を生み出すキャンパスは、まさに芸術の森のようである。アートのあら

ゆる可能性を追究し、夢を実現できる環境を生かした空間作りを行っている。 

 

＜省エネルギー対策＞ 

 平成 17(2005)年度に空調省エネシステム（ピークセーバー）を導入し、空調室外機の

制動時間等をコンピュータで制御することにより、電力デマンドを抑制し、電力量を削

減している。また、平成 18(2006)年度に 9 号館の屋上に太陽光発電設備を設置し、外灯

の一部を太陽光・風力併用発電照明設備に変更した。平成 22(2010)年度には 12・13 号

館の屋上に太陽光発電設備を設置した。さらに照明の LED 化及び空調設備を更新して、

省電力化と CO2 排出量の削減に取り組んでいる。 

 

＜学内緑化＞ 
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 平成 13(2001)年度の 10 号館建築の際に屋上緑化を導入し、その後、学内各所で緑化

を実施している。 

 

(ⅱ)人権への配慮 

人権に関する取り組みとして、法人本部内に人権推進委員会及び人権推進室、大学に

人権教育推進委員会を設置し、教職員に対する人権意識の啓発を目的として、講演会や

研修会等を企画・立案し実施している。平成 26(2014)年には「大阪芸術大学人権・同和

教育基本方針」を策定。平成 27(2015)年に人権・同和教育研究室を設置し、以降毎年、

『人権ハンドブック』を全学生及び全教職員に配付している。 

 

＜人権推進室の取り組み＞ 

・教職員人権研修 

 人権研修は、毎年、理事長を委員長とする人権推進委員会で研修テーマを定め、人権

推進室が主担となり、最新の人権にまつわる情報の共有と、教育現場に求められる人権

感覚を常に身につけておくことを主眼として実施している。 

 

 

・リーフレットの作成 

各種ハラスメントの防止を目的としたリーフレットを作成し、全教職員に配付している。 

 

＜人権推進委員会の取り組み＞ 

・学内人権週間 

 毎年世界人権デー（12 月 10 日）に合わせ、12 月初旬に実施している。学生や教職員

に向けた人権教育で、講演会、ビデオ上映、パネル展示等により構成している。テーマ

は、同和問題、障がい者問題、各種ハラスメントについて取り上げている。 

 

・広報誌『芸坂』 

 人権教育推進委員会が発行している。本学の人権問題への取り組みを年度単位でまと

め、学生・教職員に配付している。 

  

(ⅲ)安全への配慮 

＜防災への取り組み＞ 

本学では消防法に基づき、「大阪芸術大学防災管理規程」を設けて、物的・人的被害を

軽減するための防火・防災管理、震災対策について定めている。 

防火管理については、庶務部長等の管理的職員で有資格の職員を防火管理者とし、建

物ごとに防火担当責任者を、部屋ごとに火元責任者を任命して、予防、消火、通報、避

難についての組織的な対応を図っており、非常時には学内組織として事務局長を隊長と

した自衛消防隊を編成して対応にあたる。事務職員の中には防火・防災意識向上のため

自衛消防業務講習（一般財団法人日本消防設備安全センター）の他に防火管理者及び防

災管理者の講習を受講し、修了証を交付されている者もいる。 
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震災対策では、火元責任者が、①建物、建築物及び設置物件の倒壊、転倒、転落の有

無の検査 ②火気使用設備器具等の転倒防止等作動状況の検査 ③危険物施設における

危険物品等の発火防止の検査等を実施し、地震発生時の被害拡大の予防に努めている。 

また、地元の河南町より緊急時の一時避難場所として「グラウンド」が、災害時避難

場所として「総合体育館」がそれぞれ指定されており、非常食等の支援物資も備蓄して

いる。 

 

＜施設の安全性確保＞ 

基本計画検討委員会により学内の建物の建築・改修計画が立案され、安全性を確保す

るように努めている。建物の老朽化への対応として毎年計画的に耐震化を図っており、

令和元(2019)年度は、芸術情報センターの耐震補強工事を実施した。 

 

＜健康安全への取り組み＞ 

本学には保健管理室に看護師 2 人が常駐し、法人本部にある保健管理センターの医師

と随時連携をとり教職員・学生の健康管理にあたっている。インフルエンザ、麻しん、

風しん、結核などが発生した場合は、学校保健安全法を遵守した対応を行うとともに所

轄の保健所の指導を受け学内での感染予防、及び感染者発生後の対応を行っている。保

健管理室と保健管理センターにて情報の集約及び対応の一元化を図り、教育研究活動へ

の支障を最小限に抑えるよう対応を進めている。 

AED（自動体外式除細動器）は、11 号館及び総合体育館、グラウンドの体育会クラブ

ハウス前に設置しており、年に 1 回、消防署指導員による教職員、学生対象の救命講習

会を学内で実施し、急病等の万一の事態に備えている。 

健康増進法に基づく「受動喫煙防止」「喫煙防止教育」への取り組みでは、毎年 5 月 31

日の世界禁煙デーより 1 か月間、学内において禁煙啓発のキャンペーンを実施するほか、

タバコを吸わない未成年者が、受動喫煙により健康を害さないよう、快適なキャンパス

環境づくりに配慮し、平成 31(2019)年 3 月には「大阪府受動喫煙防止条例」が制定され、

屋外喫煙ブース 10 箇所を撤去し、受動喫煙の影響がない事が見込まれる箇所（2 箇所）

に移設した。 

その他の取り組みとしては、未成年者のアルコール飲酒やアルハラ防止、健康管理目

的でアルコールパッチテストを実施し、アルコールに関する指導を行っている。また、

HIV 感染防止のための啓発パネル展示、若者を取り巻く性感染症の正しい知識や、薬物

乱用に関する啓発に取り組んでいる。また、学園祭での模擬店等の飲食物販売に際して

は、保健所の指導のもと検便検査を実施している。 

教職員の健康管理と職場の安全衛生管理については、労働安全衛生法や就業規則に基

づき安全衛生管理体制を明らかにし、労働災害防止対策の向上及び労働環境改善のため

に「衛生委員会規程」による衛生委員会を定期的に開催している。 

平成 24（2012）年度には、専任教職員の健康管理を目的とした福利厚生の一環として、

日本私立大学協会が提供するグループ共済制度の仕組みを活用した「メンタルヘルス・

健康医療相談に関する窓口」を開設した。また、平成 26(2014)の労働安全衛生法の改正

によりメンタルヘルス対策が法定化されたことに伴って、全従業員に対して医師・保健
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師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）の実施が事

業者に義務付けられたことを受け、本学においても「ストレスチェック実施規程」を制

定し、教職員のメンタルヘルス不調を未然に防止するための取り組みを強化した。 

 

＜学生保護への取り組み＞ 

学生の正課中や課外活動中の事故に対する傷害保険、教育実習中やインターンシップ

に対する対人・対物賠償保険に大学として加入している。盗難に対しては、施錠のでき

る貴重品ロッカーを総合体育館保安室前に設置するとともに、掲示等により注意を促し

ている。 

また新入生に、各種悪徳商法への注意喚起、クーリングオフの方法、薬物乱用の危険

性、ハラスメント、学生の生活全般に関するトラブルに関する冊子を配布し啓発してい

る。 

経済的支援の取り組みとしては、家計支持者の急死、震災や台風などの自然災害によ

り被害を受けた学生に対する支給奨学金制度を用意し、学生の修学への支援に取り組ん

でいる。 

個人情報の保護については、学校法人塚本学院の「個人情報の保護に関する規程」に

基づき、個人情報の適切な保護と利用に関する取扱い方針を制定し公表している。 

 

＜危機管理への取り組み＞ 

本学は、平成 21(2009)年 12 月に「学校法人塚本学院危機管理ガイドライン」を設け

た。従来、起こりうる事象に対して、個別に所管部署が対応する状況であったが、これ

を組織的に対応することで影響を最小限に抑制することを目指している。「ガイドライ

ン」では、危機管理を安全衛生上の諸問題、情報の管理・漏えい対策、風評被害を含め

た広く包括的な概念として捉えており、危機管理委員会の設置やマニュアルの整備、訓

練・研修の実施など危機管理対策の基本的指針について定めている。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

大学の使命・目的及び経営管理については、大学の設置、運営に関連する法令を遵守

し、規程を整備し適切に運営しているが、法令の改正や社会状況の変化に留意しつつ、

諸規程について継続的に点検、見直しを図り対応していく。 

環境保全、人権、安全への配慮については、それぞれ個別にさまざまな取り組みを行

うなどして対応が進められているが、「学校法人塚本学院危機管理ガイドライン」が定め

られていることを踏まえ、防災や健康管理以外の諸問題も含めた広範な意味での危機管

理に対する取り組みを組織的に行っていくことが今後の課題である。 

教育情報・財務情報については、引き続きウエブサイト等を通じて積極的に公表を行っ

ていくとともに、情報の内容や公表の方法を整理し、さらに充実したものとなるよう努

めていく。 

 

5－2 理事会の機能 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 
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事実の説明及び自己評価 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

 本学院は、私立学校として責任ある学校経営を行っていくため、理事会を要とする管

理運営体制を確立している。決定すべき事項は、発議→常務会→（評議員会→）理事会

という流れで審議・決定を行っており、意思決定の体制が整備され、適切に機能してい

るといえる。理事会、評議員会については「学校法人塚本学院寄附行為」において、常

務会については「常務会内規」において次のとおり定められている。 

 

「学校法人塚本学院寄附行為」（抜粋） 

（理事会） 

第 17 条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。 

   2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。 

（評議員会） 

第 22 条 この法人に、評議員会を置く。 

   2 評議員会は 15 人ないし 19 人の評議員をもって組織する。評議員総数は理事

総数の 2 倍を超えるものとする。 

（評議員会の意見具申等） 

第 27 条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況

について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から

報告を徴することができる。 

 
「常務会内規」（抜粋） 

第 1 条 学院の経営及び業務の運営に関する事項を協議するため、常務会を置く。 

第 6 条 常務会の協議事項は次のとおりとする。 

   1 理事会に付議する事項 

   2 理事会から付託された事項 

   3 緊急に処理することを要する学院の業務に関する事項 

   4 その他常務会において必要と認めた事項 

 

理事長は、理事会において議長となり、重要事項をはじめ、さまざまな案件について

審議し、業務の執行にあたっている。理事会は、本学院の最高意思決定機関であり、そ

の役員の定数は、「学校法人塚本学院寄附行為」第 6 条において、理事は 7 人ないし 9

人、監事は 2 人と定めている。また、理事及び監事の選任については、「学校法人塚本学

院寄附行為」第 8 条及び第 10 条において次のとおり定められている。 

 

（理事の選任） 

第 8 条 理事となる者は、次の各号に掲げる者とする。 

   （1）塚本学院の学院長、大学の学長及び短期大学部の学長 

   （2）評議員の内から評議員互選によって定められた者 1 人 
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   （3）前各号に規定する理事以外の理事は理事会において選任する。 

  2 前項第 1 号及び第 2 号に規定する理事は学院長、学長又は評議員の職を退いた

時は理事の職を失うものとする。 

  3 理事には、選任の際現にこの法人の役員又は職員（学院長、学長、校長、園長及

び教員を含む。以下同じ。）でない者が 1 人以上含まれるようにしなければなら

ない。 

  4 理事が再任される場合において、当該理事がその最初の選任の際現にこの法人

の役員又は職員でなかったときの前項の規定の適用については、その再任の際

現にこの法人の役員又は職員でない者とみなす。 

  5 この法人の理事のうちには、各理事についてその親族その他特殊の関係がある

者が 1 人を超えて含まれることになってはならない。 

 

（監事の選任及び職務） 

第 10 条 監事は、理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、

理事長が選任する。 

   2 監事には、この法人の理事又は職員並びに評議員が含まれることになっては

ならない。 

   3 監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。 

   4 監事には、選任の際現にこの法人の役員又は職員並びに評議員でない者が 

1 人以上含まれるようにしなければならない。 

   5 監事が再任される場合において、当該監事がその最初の選任の際現にこの法

人の役員又は職員並びに評議員でなかったときの前項の規定の適用については、

その再任の際現にこの法人の役員又は職員並びに評議員でない者とみなす。 

   6 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。 

    （以下省略） 

 

令和元(2019)年度は理事会を 6 回、評議員会を 4 回開催し、予算、決算、事業計画及

び事業報告、本学院、本学における重要規程の改廃、学則変更等に関する審議・決定を

行っている。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

理事会を中心とする管理運営体制は整備されており、理事会においては寄附行為に基

づいて適切に開催され、理事の出席状況も良好である。 

理事会の下に設置している常務会は、理事長、副理事長、専務理事、常務理事、学長

で構成されるが、ほかに大学、短期大学の事務局長、法人本部の部長などがオブザーバー

として参加しており、管理経営部門と教学部門の相互の連携及び意思の疎通が図られ、

適切に機能している。 

今後も理事会、常務会の現状の体制を維持するとともに、高等教育を取り巻く状況の

変化に迅速に対応できるよう、双方の連携を強化し、機能的に意思決定を行うことがで

きる体制を整備していく。 
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5－3 管理運営の円滑化と相互チェック 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

 

事実の説明及び自己評価 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

 本学院の管理運営機関の組織図は、図 5-3-1 のとおりである。 
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図 5-3-1 管理運営機関の組織図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図で示すとおり、学内最高意思決定機関である理事会、評議員会が円滑に行われるた

めの機関として「常務会」を設置している。常務会は、理事長、副理事長、専務理事、

常務理事、学長で構成されるが、ほかに大学・短期大学の事務局長、法人本部の部長な

どがオブザーバーとして参加しており、管理経営部門と教学部門が連携して学院及び大

学の重要事項について検討・協議するとともに情報の共有を図っている。 

教学部門の意思決定には、教授会、大学院委員会、研究科委員会、及び通信教育部運

営委員会が審議機関として関与し、専門的な事項を扱う審議機関として各種委員会が設

置されている。 

主要な委員会は、各学科長・教養課程主任教授及び事務局関連部署の職員が委員とし

て構成されており、各学科と大学事務局との連携・意思の疎通がスムーズに行われてい

る。各種委員会の主要な案件は教授会に報告し承認を得ている。また、学則や規程の改

廃等の重要事項については法人の最高意思決定機関である理事会でさらに審議・承認を

得ることになっている。 

 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

 本学院は「学校法人塚本学院寄附行為」第 6 条により 2 人の監事を置いている。監事
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の選任については、同第 10 条により「監事は、理事会において選出した候補者のうちか

ら、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。」と定めており、その職務に関しては、

同第 10 条の 6 において「この法人の業務の監査及び財産の状況を監査すること。」とし、

これに基づき適切に職務にあたっている。監事は、法人の業務及び財産状況について、

毎会計年度監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に報告している。また、理事会及

び評議員会に毎回出席し、学院全体の業務状況や財務状況を把握している。 

 また、学校法人の運営に関する重要事項についての諮問機関として、「学校法人塚本学

院寄附行為」第 22 条に則って評議員会を置いている。評議員会は 15 人ないし 19 人の

評議員をもって組織し、評議員の総数は理事総数の 2 倍を超えるものとしている。評議

員の選任については、同第 23 条に次のとおり定められている。 

 

第 23 条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。 

(1) 塚本学院の学院長、大学の学長及び短期大学部の学長 

(2) この法人の職員で理事会において推薦された者のうちから、評議員会におい

て選任された者 2 人ないし 4 人 

(3) この法人の設置する学校を卒業した者で年令 25才以上の者のうちから理事会

において選任された者 2 人ないし 3 人 

(4) 学識経験者のうちから、理事会において選任された者 8 人ないし 12 人 

 

評議員の任期は 4 年（上記の第 23 条第 1 号に規定する者を除く。）とし、評議員会は

理事長が議長となり行われる。諮問事項は「学校法人塚本学院寄附行為」第 26 条により

次のとおり定められ、第 27 条において評議員会の意見具申等について規定されている。 

 

第 26 条 次の各号に掲げる事項については、理事長においてあらかじめ評議員会の意

見を聞かなければならない。 

(1) 予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）

及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 

(2) 事業計画 

(3) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

(4) 寄附行為の変更 

(5) 合併 

(6) 目的たる事業の成功の不能による解散 

(7) 収益事業に関する重要事項 

(8) 寄附金品の募集に関する事項 

(9) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

 

第27条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、 
役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することが 

できる。 

本学院の理事長は、理事長と本学の学長を兼ねていることから、管理部門と教学部門
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の双方の意思決定に関わっている。理事長は、最高意思決定機関である理事会、評議員

会、常務会等に出席して、本学院全体を包括的に把握し、本学院の経営において適切な

リーダーシップを発揮している。 

また、理事長、理事会による学校運営を補佐し、監査する役割として、監事ならびに

評議員会が設けられており、法人における管理運営機関の相互チェックが適切に機能し

ている。 

教学部門においても教授会をはじめ各種委員会が運営規程に則って整備され、議事内

容の諮問・審議が行われており、大学の意思決定における機能的な相互チェックの体制

が整えられている。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

 法人及び大学のコミュニケーション、ガバナンスの機能性、管理運営機関における相

互チェックの体制は整備されており、円滑に業務が行われている。今後も引き続き、適

切な運営が図られるよう努めるとともに、平成 27(2015)年度に策定した「学校法人塚本

学院内部監査規程」による内部監査を定期的に実施し、監事による業務監査、外部監査

法人による会計監査を補完する三様監査の体制を整え、管理運営機関のチェック体制の

強化に取り組んでいく。  

 

5－4 財務基盤と収支 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

 

事実の説明及び自己評価 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

令和 3(2021)年度完成予定のキャラクター造形学科用の校舎建設資金及び研修セン

ターの耐震化資金を支払計画どおりに確保しており、学生の学習環境の向上及び建物の

安全性を高めている。 

 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

新入生の定員を確保することにより、学生生徒納付金収入を維持している。 

設備等については、補助金の獲得により支出額の抑制に努めている。資産運用につい

ても、債券を中心に利息獲得を行い収入の安定を図っている。 

支出については、人件費の抑制も進んでおり、購入品内容を精査することにより必要

な物品を購入している。借入金も無く、安定的な財政基盤を確立させている。 

今後、新たな建設等の計画は無く、大規模な支出は予定されていない。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

新入生の適切な定員の確保により、学生生徒納付金収入の維持に今後とも努めていく。

外部資金の獲得をさらに行うとともに、資産の運用においても、経済状況を勘案しなが

らも、有利な利息確保に努めてゆく。 
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人件費の割合が高いが、定年退職者により額・比率とも減少している。今後の教員補充

については、契約教員を中心に雇用し人件費削減を進めていく。 

経費について、教育環境の水準は維持しながらも、さらに精査を行いより一層支出削

減に努めていく。 

 

5－5 会計 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

 

事実の説明及び自己評価 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

会計処理は学校法人会計基準に準拠し適正に行っており、各種法令及び寄附行為に

従っている。処理上の不明点については、適宜公認会計士及び監督官庁等に確認し、処

理を行っている。 

 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本学では、私立大学振興助成法第 14 条第 3 項の規程に基づき、監査法人による会計監

査を年間延べ 90 日以上行っている。毎回特に指摘事項はなく、監査報告書を受け取って

いる。また、監事は理事会・評議員会に出席し、業務報告を聴取し理事の業務を監査し

ている。また、各部署の管理職員により意見聴取を行い、各部署についても現状の把握

を行っている。財産監査も財産目録及び計算書類について閲覧し会計担当者より説明を

聞いている。年 2 回公認会計士と監事の意見交換を行っており、互いに連携し監査内容

の精査を実施している。決算理事会・評議員会においては監査内容を報告している。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

今後も、監事の業務監査について各部署の管理職員により意見聴取を行い、各部署に

ついても現状の把握を継続的に行っていく。また、監事研修会等に参加し、改正や変更

点等を把握し監査を充実させていく。 

 

［基準 5 の自己評価］ 

本学院は、学校教育法、私立学校法大学設置基準等、大学の設置、運営に関する関係

法令を遵守し、「学校法人塚本学院 寄付行為」をはじめとする諸規程を制定し、誠実な

管理・運営に努めている。また、社会的な機関として、環境保全、人権、安全への配慮、

危機管理に関する規程等を整備し、健全な学修環境の構築に努めるとともに関係法令に

則り教育研究情報、財務情報を公開している。 

「学校法人塚本学院 寄付行為」に基づき、最高意思決定機関として理事会を設置し、

評議員会、監事についても私立学校法を遵守し設置しており、使命・目的達成に向けた

意思決定の為の体制及び相互チェックによるガバナンスの体制を整備している。 

本学院の理事長は本学の学長でもあることから、管理運営部門、教学部門双方の立場

から教授会をはじめとする各種委員会、理事会に臨み、意見聴取を行いながら意思決定
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できる体制にあり、適切にリーダーシップが発揮される環境が整えられている。 

財務及び会計処理においては、学校法人会計基準に準拠し適正に行っており、各種法

令及び寄附行為に従っている。会計処理の不明点については、適宜公認会計士及び監督

庁等に確認し、処理を行っている。公認会計士と監事の意見交換も適時行っており、監

査内容等の精査を相互に確認している。 

 

基準 6．内部質保証 

6－1 内部質保証の組織体制 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

 

事実の説明及び自己評価 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

本学は、自律的な組織として学則に定める使命・目的を達成するため、平成 4(1992)

年に『塚本学院自己点検・評価規程』、『大阪芸術大学自己点検実施規程』を制定し、平

成 5(1993)年に『大阪芸術大学学則』第 2 条、『大阪芸術大学大学院学則』第 2 条、平成

13(2001)年に『大阪芸術大学通信教育部規程』第 2 条にそれぞれ『自己点検・評価』の

条項を定め、自己点検・評価活動に取り組んできた。 

法人には『自己点検運営委員会』を置き、『常務会』をこれに充てている。また、大学

には『自己点検実施委員会』を置き、学長を委員長とし、副学長、各学科長、教養課程

主任教授、大学院研究科長及び通信教育部長、大学事務局長、学生部長、教務部事務部

長、法人本部専務理事、総務部長を委員に委嘱している。 

個々の取り組みについては、その規模や内容に応じて常務会や各種委員会などの部門

ごとに自己点検・評価活動を行ってきたが、平成 22(2010)年度の日本高等教育評価機構

による大学機関別認証評価の受審を契機に自己点検・評価について組織的に行う体制を

整備し、大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価に努めている。 

本学の自己点検・評価は、「大阪芸術大学自己点検実施規程」に基づいて設置する大学

自己点検実施委員会が実施主体となって行われている。 

自己点検実施委員会は前述のとおり、学長を委員長とし、副学長、各学科長、教養課

程主任教授、大学院研究科長、通信教育部長、事務局長等、大学の主要機関並びに各委

員会の長によって構成されていることから、各機関及び委員会における諸課題を自己点

検実施委員会において集約して検証することが可能であり、大学全体について体系的に

点検・評価を行うことが可能な体制となっている。 

自己点検実施委員会には下部組織としてワーキンググループ（作業部会）が設けられ

ており、部門ごとの自己点検・評価活動の内容の取りまとめと組織的な検証を行うため

の報告書の作成が行われる。この報告書は自己点検実施委員会に上程され、委員会での

検証、常務会及び理事会における承認を経て公表される。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

平成 22(2010)年度に日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受審した際

に、「自己点検・評価を恒常的に行う体制の確立と、点検・評価結果の教育研究・大学運
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営の改善・向上につなげるシステムの構築」についての指摘を受けた。この指摘を契機

に、自己点検・評価の実施体制を見直し「大阪芸術大学自己点検実施規程」に基づく、

自己点検実施委員会を中心とした組織的な取り組み体制の整備が図られ、現在に至って

いる。 

今後も引き続き、自己点検実施委員会を主体とした組織的な点検・評価の体制を維持

し、教育研究をはじめとする大学運営の改善と向上に努めていく。 

 

6－2 内部質保証のための自己点検・評価 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

 

事実の説明及び自己評価 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

自己点検・評価活動の組織的な取り組みとして、平成 13(2001)年度より毎年度、学科

長等連絡会を開催している。理事長をはじめとする法人の理事、大学学長、短期大学部

学長、附属専門学校長、附属幼稚園長、大学院研究科長、大学・短期大学部の各学科長・

主任教授、通信教育部長、図書館長、博物館長、藝術研究所長、各校事務局長等が一堂

に会する法人あげての会議となっている。会議では、理事長、大学・短期大学部学長、

各学科長等が、所掌する学校・部門ごとに「前年度の活動評価の報告」と「新年度の展

望についての表明」が行われ、それぞれの抱える課題や目標を共有する取り組みである。 

また、教員ごとの点検・評価活動として、専任教員全員に対して毎年度、教育研究業

績についての報告書の提出を求めている。総合芸術大学としての特性から、さまざまな

専門領域にわたる研究活動を広く報告できるよう、業績内容を A（著書・論文等）、B（そ

の他の文筆や口頭による発表）、C（実技発表）の 3 つに分類して提出を求めている。前

年度の自身の教育研究活動の内容を報告書としてまとめることにより、各教員が教育研

究上の目標を定める契機となることを期している。研究業績書は法人本部人事課で保管

され、昇任・昇格の際の参考資料としても用いられる。 

事務職員に対しては、毎年度、課・室ごとに当該年度の数値目標を設定する「目標設

定届」と、前年度の目標に対する達成度を報告する「目標達成報告書」を提出させてい

る。課・室単位で共通の目標を持ち取り組むことで組織内の一体感を醸成し、業務の見

直しや効率化を目指すものである。平成 15(2003)年度から続いており、自己点検・評価

活動の一環として定着している。 

このように、組織単位、個人単位でそれぞれの活動に対する自己点検・評価に係る報

告を求めており、自発的な改善につなげていく活動が定着している。 

また、基準 2 でも述べたように、学生による授業アンケートも全学的に行われており、

授業内容をはじめ、学内の施設や設備、環境等についての意見がくみ上げられ、その結

果を教育研究活動に反映させる仕組みが整備されており、教育内容の向上につながって

いる。 

 

6-2-② IRなどを活用した十分な調査・データの収集と分析 
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本学は平成 22(2010)年度の大学機関別認証評価の受審を契機に、自己点検・評価にお

ける各種規程、関連資料、データ等に基づく客観性のある自己点検・評価の重要性につ

いてあらためて認識し、諸規程の整備に取り組むとともに自己点検実施委員会の事務所

管部署である庶務部をはじめ図書館事務室等において、本学の各種刊行物等の収集、整

理を行っている。 

自己点検・評価に伴う評価報告書の作成にあたっては、学内各機関及び事務局各部署

へ関係資料及びデータの提供を求め、エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評

価に取り組んでいる。 

 

改善・向上方策（将来計画） 

自己点検・評価についてまとめられた評価報告書は、本学のウエブサイトを通じて学

内外に公表されることにより、点検・評価結果の学内共有と社会への情報発信・公開が

行われており、大学の公益活動を担う社会的存在としての責任が果たされている。 

今後も自己点検・評価の裏付けとなる規程や、各種発行物等の資料、教授会や各委員

会の議事録等について、事務所管部署において継続的に記録・収集し、誠実な自己点検・

評価のためのエビデンスの整備を行っていく。 

 

6－3 内部質保証の機能性 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCAサイクルの仕組 

みの確立とその機能性 

 

事実の説明及び自己評価 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCAサイクルの仕組 

みの確立とその機能性 

自己点検実施委員会において取りまとめた自己点検・評価報告書は、理事会に提出さ

れ、改善を要する事項や、検討すべき事項については、内容に応じ各委員会や事務局各

担当部署の課題として検討が指示され、その検討結果の報告が求められる。 

事務組織の課・室ごとに毎年度提出を求める「目標設定届」（Plan 〈計画・目標設定〉、

Do 〈実行〉）とその達成度を報告する「目標達成報告書」（Check 〈点検・評価〉、Action

〈報告・改善〉）の作成は、PDCA サイクルの確認を通して業務の見直しや質の向上につ

ながる機会として効果的に機能している。 

また、専任教員に対しても研究業績の報告を毎年度求めており、報告書の作成を通じ

て自発的な PDCA サイクルの確立が期待されている。 

グループ全体での自己点検・評価の活用のための PDCA サイクルの仕組みとしては、学

科長等連絡会が設けられている。本学をはじめ短期大学部、附属専門学校、附属幼稚園

から、学長、学科長、事務局長等、各組織の代表者が参加し、年度ごとに設定された目

標の表明とその達成へ向けた取り組みの紹介や報告を通して、グループ全体の相互連携

と意思の疎通が図られている。 

 

改善・向上方策（将来計画） 
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事務組織レベルにおける「目標設定届」「目標達成報告書」や、専任教員レベルでの教

育研究業績報告の作成を通じた PDCA サイクルの仕組みは確立され、業務の改善や教育

研究内容の向上につながる機会として機能しているものと考える。 

今後は、大学の自己点検・評価について、収集したデータの分析と活用に向け、IR 機

能を整備して、自己点検実施委員会を柱とした全学的な PDCA サイクルの仕組みの確立

に向けた取り組みを進めて行く。 

 

［基準 6 の自己評価］ 

本学は、平成 3(1991)年の大学設置基準の改正に伴い大学における自己点検・評価が

努力義務として規定されたことを契機に、「学校法人塚本学院自己点検・評価規程」「大

阪芸術大学自己点検実施規程」及び学則に定めた自己点検・評価の条項に基づき、自己

点検・評価を組織的に実施する体制作りに取り組んできた。 

本学の自己点検・評価の取り組みは、その内容に応じて、常務会や各種委員会におい

てなされてきた経緯があり、事務組織レベル、教員レベルでの取り組みに関しては恒常

的に行われる体制が確立できているものの、大学全体を総合的に把握し自己点検・評価

を実施するための組織・体制整備といった点においては、その役割を担うべき自己点検

実施委員会が十分に機能していなかった。 

本学は、平成 28（2016）年の大学機関別認証評価の評価結果における指摘事項を受け、

今後も継続して自己点検・評価を恒常的に行う体制を整備し、点検結果の教育研究・大

学運営の改善と向上につなげるシステムの構築に取り組んでいく。 
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Ⅳ．大学が独自に設定した基準による自己評価 

 

基準 A. 地域連携・社会貢献 

A-1 大学の資源を活用した地域連携・社会貢献 

A-1-① 公開講座・本学主催等のイベント 

A-1-② 産学連携の取り組み・大学間の連携事業への取り組み 

A-1-③ 地域社会との連携事業 

 

(2)A-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

大阪芸術大学は、建学の精神に則り、様々な社会連携事業に地元自治体や企業ととも

に取り組んでいる。令和元年度は、以下の事業に取り組み、芸術領域において、大学の

持つ知的資源が社会に還元されている。 

 

A-1-① 公開講座・本学主催等のイベント 

①公開講座 

学科名 実施日 実施内容 場所(会場) 

教養課程 5 月 9 日 「La presenza del Giappone alle due 

mostre internazionali del primo 

Novecento（20世紀初頭の2つの国際展にお

ける日本の展示）」について講演（石井元

章） 

トリノ東洋美術館 

9 月 7 日 シルク・サミット前橋にて「19世紀後半の

蚕種貿易と美術交流」についてパネル発表

（石井元章） 

前橋市中央公民館 

10 月 14 日 映画『ディリリとパリの時間旅行』解説（瀧

本雅志） 

元町映画館（神戸

市） 

10 月～令和 2 年 3

月 

国土交通省観光庁の多言語解説整備事業と

して『醍醐寺英語解説文』の共同監修（小谷

訓子） 

 

 

建築学科 8 月 26 日～31 日 妹島和世客員教授によるワークショップ 大阪芸術大学 30号館 

11 月 30 日、令和 2

年 1 月 25 日 

青木淳客員教授による特別講義 大阪芸術大学 15号館 

舞台芸術学科 令和 2 年 1 月 9 日 オペラ・サウンドデザイン・セミナー「コウ

モリ」を題材に（小野隆浩） 

滋賀県立芸術劇場び

わ湖ホール 

令和 2 年 2 月 6 日 ライブ・エンターテイメント EXPO にてセミ

ナー「オペラの音響」（小野隆浩） 

幕張メッセ 

令和 2 年 2 月 10 日 セミナー「オペラの音響創造」（小野隆浩） 大阪市立青少年セン

ター・ココプラザ 

音楽学科 10 月 24 日 フルートの公開マスタークラス（ヴィルジ 大阪芸術大学 3 号館
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ニー・アケ） ホール 

 

②本学主催等のイベント 

学科名 実施日 実施内容 場所(会場) 

美術学科 5 月 26 日 体験授業（泉谷淑夫） 大阪芸術大学 

6 月 6 日 模擬授業・ワークショップ（森井宏青） 府立夕陽丘高校 

6 月 12 日 出雲北稜高校学校見学会・模擬授業（高田

光治） 

大阪芸術大学 

6 月 16 日 体験入学（泉谷淑夫） 大阪芸術大学 

7 月 9 日 市立和歌山高校学校見学会・模擬授業（日

下部一司） 

大阪芸術大学 

7 月 9 日 模擬授業・ワークショップ（木村小百合） 府立藤井寺高校 

7 月 12 日 府立堺西高校学校見学会・模擬授業（山本

善一郎） 

大阪芸術大学 

7 月 13 日 模擬授業・ワークショップ（久世直幸、森

井宏青） 

京都府立亀岡高校 

7 月 14 日 体験授業（久世直幸） 大阪芸術大学 

7 月 15 日 体験入学（泉谷淑夫） 大阪芸術大学 

9 月 1 日 体験授業（村居正之） 大阪芸術大学 

9 月 17 日 関西文化芸術高校学校見学会・模擬授業

（高田光治、中川知美） 

大阪芸術大学 

9 月 23 日 模擬授業・ワークショップ（高田光治） 高知学芸高校 

10 月 3 日 府立東百舌鳥高校学校見学会・模擬授業（壷

井勘也） 

大阪芸術大学 

10 月 9 日～19 日 日中交流作品展 大阪芸術大学 

10 月 6 日 体験入学（久世直幸） 大阪芸術大学 

11 月 14 日 模擬授業・ワークショップ（森井宏青） 府立懐風館高等学校 

11 月 16 日 熊本市立必由館高校学校見学会・模擬授業

（竹屋修） 

大阪芸術大学 

デザイン学科 12 月 7 日 オオサカデザインフォーラム 

トップクリエイターによるデザインフォー

ラムのサポート及びイベントの企画・運営

（道田健） 

大阪市中央公会堂 

 こどもデザインプロジェクト 

子どもの「発想力」を鍛えるワークショップ

の企画・運営（福武徹） 

 

 わたしぼくデザイン 

体験型デザインエンターテイメント展覧会

の企画、展示・空間、広報物等のデザイン（清

スカイキャンパス 
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水柾行） 

建築学科 令和 2 年 1 月 建築設計実習Ⅲ 五大学合同講評会 スカイキャンパス 

音楽学科 11 月 22 日～24 日 秋の電子音響祭 2019 

 

大阪芸術大学実験

ドーム、アートホー

ル他 

放送学科 10 月 21 日 

 

朝日・大学シンポジウム～大阪芸術大学「声

優学概論」 

NHK 大阪ホール 

 

工芸学科 7 月 24 日～30 日 工芸のちから 

大阪芸術大学工芸学科新進作家展 

あべのハルカス近鉄

本店 

演奏学科 8 月 21 日 大阪芸術大学プロムナードコンサート フェスティバルホー

ル 

8 月 22 日 大阪芸術大学プロムナードコンサート 愛知県芸術劇場 

8 月 25 日 大阪芸術大学プロムナードコンサート サンポートホール高

松 

10 月 15 日 ウィンドオーケストラ第 41 回定期演奏会 ザ・シンフォニー

ホール 

12 月 4 日 大阪芸術大学特別演奏会 フェスティバルホー

ル 

令和 2 年 3 月 4 日 大阪芸術大学第 41 回オペラ公演「魔笛」 NHK 大阪ホール 

芸術計画学科 5 月 26 日、7 月 14

日・15 日、9 月 1 日 

「オープンキャンパス（芸術計画学科内）」

企画運営 

大阪芸術大学 

令和 2 年 2 月 9 日

～16 日 

「卒業制作展(セレモニー、マルシェ、ゲス

トトーク、スタンプラリー)」企画運営 

大阪芸術大学 

初等芸術教育

学科 

8 月 11 日 「キッズアートカレッジ」 

本学周辺在住の小学生以下の子どもたちに

本学科教員と学生が図画・工作を指導 

大阪芸術大学 13号館 

大学院 12 月 14 日・15 日 和空間での作品展 2019「循環」 

（デザイン、工芸等の院生による合同展） 

貸集会場あまべ 

 

A-1-② 産学連携の取り組み・大学間の連携事業への取り組み 

①産学連携の取り組み 

学科名 実施日 実施内容 場所(会場) 

デザイン学科  宇治森徳と連携し、新商品のお茶のパッケー

ジデザインを提案（江尻幹子、駒原稔子、高

田雄吉） 

 

 ユポコーポレーションと連携し、合成紙ユポ

を使った文房具やインテリア、その他グッズ

のプロダクトデザインを制作（高田雄吉） 

 

 晴香堂と連携し、芳香剤のネーミング・ラベ  
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ル・パッケージを提案(江尻幹子、駒原稔子、

高田雄吉) 

 大阪信用金庫&大阪府と連携し、スケジュー

ル帳・メモ帳の表紙をデザイン(江尻幹子、

駒原稔子、高田雄吉) 

 

 大阪府社会福祉法人と連携し、大阪府共同募

金のポスターをデザイン(江尻幹子、駒原稔

子、高田雄吉) 

 

 近つ飛鳥博物館と連携し、ミュージアムグッ

ズを提案(江尻幹子、駒原稔子、高田雄吉) 

 

 天王寺 MIO と連携し、ハロウィンプロモー

ションとしてイベント・装飾・広報等の企画

立案・制作・運営（山角悦三） 

天王寺 MIO 

 柏屋葛城堂と連携し、創業 180 年の和菓子屋

さんリボーン計画として調査・分析を行い、

アクションプログラムやビジュアル等を提

案（森和弘） 

 

 大阪府工業協会と連携し、月刊誌「商工振興」

表紙デザインを提案（森和弘） 

 

 J-NEXT ロジスティクスと連携し、大型ト

ラックのラッピングデザインを提案（森和

弘） 

 

 ANA ウイングフェローズと連携し、実用木製

品のデザインを提案（是枝靖久） 

 

 関西ららぽーとと連携し、クリスマスプロ

ジェクトとして屋内外の装飾をデザイン（天

野真由美、山本あつし) 

ららぽーと EXPOCITY 

 大阪市経済戦略局と連携し、舞洲のスポーツ

イベントを構想・企画・開催・実施協力（宮

本知、清水柾行） 

 

 セイコーEPSON と連携し、「食事が楽しくな

る新しいモノ」をテーマに新しく楽しい体験

をデザイン（赤土正夫） 

 

 ロイヤルホームセンターと連携し、ワーク

ショップ用の製品を企画（赤土正夫） 

 

 東大阪市と連携し、同市とのコラボレーショ

ンによる製品開発（是枝靖久） 

 

10 月 12 日～12 月 1

日 

「バウハウス 100 ジャパン」プロジェクト 

美術館巡回展に参加（赤土正夫） 

西宮市大谷記念美術

館 
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建築学科 7 月～令和 2 年 3 月 ミサワホーム総合研究所との「住宅商品の工

業化デザインの分析と展望」に関する共同研

究 

大阪芸術大学建築学

科（門内研究室） 

放送学科  大阪府警の防犯啓発 CM 制作  

芸術計画学科 8 月 13 日～18 日 「白浜アートプロジェクト 2019(バルーン、

ワークショップ)」企画運営 

白濱薬師堂前特設会

場 

10 月 22 日 「eSports 大カプ芸杯 01」企画運営 大阪府咲州庁舎 

10 月 26 日・27 日 「大阪文化芸術 FES 2019(大阪芸術大学ブー

ス)」企画運営 

大阪万博記念公園 

12 月 14 日～25 日 「OSAKA 光のルネサンス 2019」企画運営 中之島公園 

令和 2 年 1 月 12 日 「大阪芸術大学×UR アートプロジェクト 

ココロツナガル しらさぎプロジェクト」企

画運営 

富田団地（高槻市） 

令和 2 年 2 月 8 日

～15 日 

「埴輪の体温 -時を超克する力-」企画運営 近つ飛鳥博物館 

近つ飛鳥ギャラリー 

初等芸術教育

学科 

令和 2 年 1 月 23 日 「保育実習指導者懇談会」 

保育実習を指導する児童福祉施設職員、本学

科教員、本学職員が保育士養成について討議 

スカイキャンパス 

アートサイエ

ンス学科 

11 月 26 日～12 月

25 日 

朝日放送との産学連携のプロジェクション

マッピング、中之島ウエスト・冬ものがたり

2019「エビシー☆きらきら☆クリスマス」 

ABC リ バ ー デ ッ キ

（ABC 本社） 

12 月 14 日～25 日 ネイキッドとの産学連携の「0×0＝∞(ムゲ

ンダイ)プロジェクト」、プロジェクション

マ ッ ピ ン グ 作 品 『 Art of Light ～

Projection Mapping～』 

あべのハルカス展望

台「ハルカス 300」 

12 月 23 日～ JR 西日本との産学連携、鶴橋駅における映

像実証実験 

鶴橋駅コンコース 

令和 2 年 2 月 15 日

～3 月 31 日 

ネイキッドとの産学連携の「0×0=∞(ムゲン

ダイ)プロジェクト」、プロジェクションマッ

ピング作品『Crystal Fantasia 』 

あべのハルカス展望

台「ハルカス 300」 

 

②大学間の連携事業への取り組み 

学科名 実施日 実施内容 場所(会場) 

教養課程 6 月 9 日 

 

新潟大学科研費企画「ポスト・クリョーヒン・

スタディーズ 2019」サンクトベルクの電子音楽

についてのトーク（中野圭） 

東京都水道橋 Ftarri 

 

9 月 30 日 公開演講會特別講演会議題《AI and Arts》＋ミ

ニコンサート（中野圭） 

國立清華大學台湾分

校 

9 月 30 日 國立交通大學有志との討論会（中野圭） 國立清華大學台湾分
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校 

令和 2 年 1 月 12

日 

第 26 回関西シュルレアリスム研究会 

「シュルレアリスムと論理」（中野圭） 

京都産業大学 

デザイン学科  大阪市と近畿大学と協働し、大阪メトロ 22 駅

に掲出する大阪市の広告を制作（宮本知、清水

柾行） 

 

演奏学科 6 月 19 日 アンサンブルの夕べ 兵庫県立芸術文化セ

ンター小ホール 

9 月 16 日 関西音楽大学協会オーケストラフェスティバ

ル 

京都コンサートホー

ル 

舞台芸術学科  プラハ カドリエンナーレ（舞台美術展）に出

展。学生有志と渡航し日本舞台美術家協会メン

バー、玉川大学、武蔵野美術大学の出展者と交

流 

チェコ共和国プラハ 

 

A-1-③ 地域社会との連携事業 

①地域社会との連携事業 

学科名 実施日 実施内容 場所(会場) 

教養課程 8 月 20 日 

 

ブッチ追悼コンサートウクレレライブ「鏡の国

のウクレレ世界初演」（中野圭） 

東京都中野区 

Mardi Mars 

9 月 28 日 第 6 回金車島田荘司推理小説賞授賞式出席（中

野圭） 

台湾台北市 

金車文芸中心南京館 

9 月 29 日 台日友好コンサート<台日交流>即興聲響之夜

「鏡の国のギター、鏡の国のウクレレを活用し

た台湾古典音楽演奏家老師との即興演奏」（中

野圭） 

台湾台北市 

林 舍 文 化 Lin's 

Culture 

10 月 1 日 基隆市市庁舎にて芸術交流についてのディス

カッション（中野圭） 

台湾基隆市 

市庁舎 

令和 2 年 3 月 6

日 

IRCAM Forum CONCLUSIONS ET DÉBATS  

フォーラム出席者による閉会の挨拶と質疑応

答（中野圭） 

フランスパリ市 

ポンピドーセンター

内 IRCAM 

美術学科 7 月 5 日～7 日 

 

アート大阪にて作品展示・販売 ホテルグランヴィア

大阪 

8 月 29 日 ウィーンモダン展にて高校生向け特別セミ

ナー（高田光治） 

国立国際美術館 

デザイン学科  富田林市役所と連携 

市職員募集ポスター制作（森和弘） 

 

建築学科 4 月～8 月 川上村木匠塾 

（2019 年度日本建築学会教育賞受賞） 

奈良県吉野郡川上村 
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演奏学科 6 月 16 日 ぷくぷくサンデーコンサート 南河内郡河南町 

ぷくぷくドーム 

9 月 7 日 LIC はびきのウィンドフェスティバル 2019 羽曳野市立生活文化

情報センター 

11 月 11 日 ふれあいコンサート 大阪芸術大学 14 号

ホール 

12 月 22 日 ベートーヴェン「交響曲第 9 番」演奏会 貝塚市民文化会館コ

スモスシアター 

舞台芸術学科  はびきの市民大学講座 羽曳野市立生活文化

情報センター 

12 月 20 日 4 年生授業 演劇教育演習 アウトリーチとし

て慰問公演 

社会福祉法人成和会 

特別養護老人ホーム

喜志菊水苑 

初等芸術教育

学科 

7 月 28 日 河内長野市との連携事業で、観心寺での写生会

で本学科教員と学生が写生を指導 

河内長野市 

観心寺 

8 月 17 日 大阪狭山市からの依頼で、本学科教員と学生が

子どもたちに動く紙工作を指導 

大阪狭山市 

SAYAKA ホール 

アートサイエ

ンス学科 

令和 2 年 1 月 11

日 

寝屋川流域協議会との連携事業、第 1 部「大阪

の地下に広がる魔法の秘密基地へいざ」、第 2 部

「地下空間に広がる暗闇と静寂。超サイレント

ホラー。」 

寝屋川北部地下河川

讃良立坑 
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